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ユニットのない治療室の夢を実現・／
先生に今までにない利便と高性能
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●治療かとても楽になった

●患者の緊張感を取り除く

　ことに成功した

●治療室のスペースがうん

　と節約できた

●品質が断然すぐれている

●治療室が常に清潔でソフ

　トなムードになった

●これこそ　吾々の望む
だ

毛リク．d7？ttt／か3違出！

　

10月より新しくアメリカ・ロスアソゼルスにモリタ

アメリカ駐在事務所を開設アメリカ市場に歴史的な

堂々第一歩を印しました

日本の歯科界で日本政府の認可を得海外事務所を設

置したのはモリタがはじめてです
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第6回奥村賞受賞の新潟

市立礎小学校の重野校長
と保健主事草村トヨ先生。

右は保健学習の実況 、
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看護婦養成学校の大治療室
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謎i難塾嚢申すまでも一学校において嫉臆生徹の他の健康の保持

薪弊型薯野増馨灘隷鷺鶴謙襟瓢鴬農
　の他，各教科の保健への関連指導，特活や学校行事における児童の保健活動等，こどもたちの健康を

　確保するために学校として必要な一切のものが含まれる。それであるから学校保健計画といえば，そ

　の学校の学校保健全体と同義語と考えてさしつかえない。

　　このように学校保健は，教育と衛生（保健管理）が協力して運営されているものであるために，時

　に，それなりの論議を生ずることもやむをえないのであって，そのいずれの場合も終局の目標をみつ

　めれば健康への願望は一つなのである。

　　そこで，本年度の第29回全国学校歯科医大会に掲げられる主題の冒頭にある“教育的な保健管理’と

　いうことばである。

　　これは，ていねいに書けば“学校における教育的な保健管理”という意味である。さらにながなが

　と説明すると，保健教育を含めて保健管理と教育活動のよりよき結びつきを図る，ということであっ

　て，いろいろな問題点を経験しながら解決してゆく児童自身に“健康になるための能力と態度をもた

　せる”ことなのである。これは38年度（山形市），39年度（富山市）の研究協議会においてじゅうぶん検

　討されて整調したもので，このことばの持つニュアンスは現時点における学校歯科の姿勢でもある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　つかさ　　しかし，もしここに学校保健の心の司　　というような信念が申すならば，この姿は“もの”への

　つながりがあるから，“もの”の価値にうこかされている，デューイたちの新しい教育論が魅力を感

　ずると同時に功利主義を連想させるのはそのためであって，述者も思う，1945年（昭和20年）を契機

　として，多くの日本人から訣を分たれた精神主義の教えこそ，実はこの問題解決以前のものであって，

　日本の教育，一ここでいう学校保健の底辺には欠くことのできないものであることを。　　人の生き

　る内容は心であって，心がよく育つも，わるく育っも幼少な時代の教育のあり方による。教育ほど恐ろ

　しく，またありがたいものはない。

　　5力年間に3，710校に達した，全日本よい歯の表彰学校は，大なり小なり，こうした試練を越えて，

　保健管理の成果を挙げられたのであって，必ずや創意に満ちた“教育的な保健管理”が展開されたこ

　とと信じる。

　　きたるべき大会には，これらの各位が，特に隠者の方や，新進の方が登場されて，簾底の秘稿を披露

　せらるることをお願いしてやまない。　　（y・m）
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特別講演

よい歯の学校運動の教育的意義

東京大学教育学部教授 細　谷　俊　夫

《半減運動達成の背景》

　昨年の山形大会では，教育学の立場から学校

保健というものをどう考えたらよいかというこ

とを申し上げたが，本年はすこしやりかたを変

え，大会前に関係者のかたがたと当地の学校を

実際に視察し，それをもとにしてのべることに

した。1よい歯の学校運動の教育的意義」とい

うものはそこからきているわけである。

　ご承知のとおり富山県は「よい歯の学校運動」

の先頭をきっており，この運動が約8年程前，

全国的に展開されてのち今日に至るまで，たえ

ず進歩をとげているわけであるが，その5力年

計画の半減運動の一番乗りをあげたのが本県で

あるということから，とくに富山県におけるよ

い歯の学校運動の実際の状況をみて，それをデ

ー ターとした。

　昭和33年には本県では学童の治療率というも

のはわずか8．1％にすぎなかったものが，翌年

には16．5％，さらに35年には26．3％，36年には

35．2％，37年40．3％と年々躍進してきて，38年

には45．8％とほぼ半減に近くなってきた。そし

て本年53％という記録を示して，ついに半減を

達成したという事実をもつ富山県において，こ

の学校運動がどういう教育的意義を持っている

だろうか。7月初旬に参観した際に得た印象を

一般的なものとして申しあげようと思う。

　その一はこの運動が県の教育委員会または県

の学校歯科医会，さらに北日本新聞社という三

者共同主催で展開された，つまり学校保健に関

係のある三つの団体の共同体制のもとに推進さ

れたということが，もっとも大きな成功の原因

（富山における第28回全国学校歯科医大会における特別講演。）

になっているということである。

　第2の点は，学童のむし歯半減ということが

単に学校保健計画の一環にとどまらず，公衆衛

生計画の一環ともなることを期待しているし，

さらにまた究極的にはこの地域のひとつの文化

活動として展開されることをネライとしている

ところに非常に大きな意義があると考えられる

のである。

　一体に国民的な啓蒙運動というものには，と

くに日本では，小学校のような国民組織を通し

て行うのが最も効果をあげるという特殊性のよ

うなものがある。たとえば貯蓄運動における子

ども銀行，あるいは尺貫法にかわるメートル法

の使用にしても，やはり学校というルートを通

して行なわれ，それが一般化している。むし歯

半減運動もこの組織の活用によってみごとにそ
　　　　　　　　　　　　　メ
の目的を達成したといえるのではないかと思う。

　よい歯の学校表彰の趣意書のなかに「子ども

たちがめいめい自己の健康上の問題点を発見し

て，それを解決するための多くの障害を子ども

たちばかりでなく教師や父兄，その他の関係者

とも協力して処理し克服していく，その生活経

験をとおして子どもたちの健康上の問題処理能

力というものを高める，これこそ本当の保健教

育で，むし歯はそのための絶好の教材である」

とあるが，教材であるという規定のしかたはち

よつときびしすぎるとしても，とにかく子ども

たちがめいめい持っている自分たちの健康上の

問題点を処理する能力を高めることが保健教育

の究極の目標であるという遠大な理想の下にこ

の運動を展開しているということは，教育的な

立場からみても意義のあることだと思う。

　大体健康上の問題処理能力を高めるという目
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　　　　　　　　　糸田谷教士受

標は，あきらかに教育的な目標である。しかし

それはただむし歯を処理するだけではなく，む

し歯の処理はこういった教育のひとつのケース

にすぎない。ここでは教材ということばがあげ

られているが，そういうひとつのシチュエイシ

ョンというか，ひとつの場面であるという認識

は重要な意義をもっていると思われる。

　いま全国で1，000校をこえる学校がこの表彰

を受けているといわれ，そのうちでも富山県は

最多数の表一彰校を出しているということである

が，これは単に学校歯科だけの問題ではなくて

保健教育そのものの水準を示すひとつのインデ

ックスであろうとおもわれ，さらに教育活動そ

のもののもりヒがりが顕著であることを示すも

のにほかならないと感じた。それにつけてもこ

ういった良好な成績をおさめるにいたるまでの

過程において，それぞれの学校および関係者の

こ一努力また地域の理解，教育委員会の庇護，さ

らに新聞社の広報活動というものがいかに多難

なものであったかを想像し，関係者のかたがた

に心から敬意を表したいとおもう。

《歯みがきは習慣形成の基礎》

　っぎに，実際に視察した個々の学校について

の具体的な感想を申し．Eげたい。

　さきほども申し上げたように，私は学校歯科

については素人なので感想をのべるとすれば

教育という局面からのものとならざるを得ない。

したがって学校歯科の立場，学校保健管理とい

う、匠場からは，もはや当然だと孝えられるこヒ

や，ときには的外れであると思われることが多

くあるかもしれないが，　とくによい歯の学校運

動について好成績をおさめたこつの学校につい

て感じた点をのべることにする、

　圭ゲ第・に感じたこヒは，保健教育の基礎と

いうものは習慣）li　成であるということである。

ふつうよくいわれることであるが，その習慣形

成の内容として最も一般的なもの（これは必ず

しも富山県だけグ）ことではないが），　は，f：を

洗うニヒと．歯を磨くことであるということを

あらためて認識させられた、、しかもこの科先い

と歯磨きはいずれも直接的には病気の予防とい

うことが目的であるが，同時に精神的な意味も

持一っている。つまり清潔なf＝，みがかれた歯，

いずれもこれは精神のさわやかさに通じるもの

ので，かならずしも単なる病気予防という保健

的見地だけにとどまるものでない。究極的には

ひとつの精神衛生に通じるし，やがては道徳教

育にまで通じるものをもっている。むかし子ど

ものころ，祖父母が指の先に塩をつけて歯をみ

がき，日の出を拝んでいる光策を思い出すが，

あれは単なる病気の郡方だけでなく，やはりひ

とつの祈りをこめた朝の誓いという感じをもつ。

そういう精神的な意味を強くもっているといっ

ことが第一の点である。

　第：の点では，学校歯科医は口腔衛生を担当

する教育者であるということである。一片の治

療勧告で治療できる子どもの数は非常に少い。

大体歯科に限らず治療というものは学校でやる

べきものではなく，本来が両親の責任であるわ

けである。学校では救急の処置程度のことはや

る場合もあろうが，治療そのものはやはり親が

関心をもち積極的にこれに当ることが必要であ

って，そういう意味で学校歯科医の仕事は，子

どもを通して親を動かすという，大きな教育的

機能をもっている。

　第三に，よい歯の学校運動のよい成績をおさ

めた学校の場合についてしみじみと感じさせら

れることであるが，教師の態度というものが非
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常に大きく影響するということである・たとえ

ば治療勧告のカードをチどもに渡して，その結

果を見届けること，また勧告に応じて適当な処

置をとったr一どもを認めてやること，よくやっ

たという賞讃のことばを惜しまない配慮が教師

の側にあるということが非常に大切な問題であ

る。むし歯半減運動もやはりそういうところか

ら効果をおさめたというふうに私は判断したわ

けである。

　つぎに具体的にそれぞれの学校の保健教育の

問題について，簡単に感想を申しあげたい。

《八人町小学校を訪ねて》

　第・に訪問したのは富山市内の八八町小学校

である。この学校は，学級数12，児童数335，

職員数17の大体標準規模の学校である。この学

校では体位向1：のもとは要するに食生活にある

という観点に藍って，食生活そのものは正しい

咀囎から始まるという立場から学校歯科の問題

と取組んだわけである。

　この学校では，和記先生（学校歯科医）の献

身的な奉仕の結果がきわめてめだっている。和

記先生は毎週木曜日の午前中を自宅中心にし，

かならず学校で歯科医としての仕事をする。年

3回学期始めに全校児童生徒の歯科検診を実施

する。その結果として永久歯の処置率が99．5％

というところまでいくという，まさに驚異的な

成績をおさめることになった。なおこの校下の

入たちも学校側の熱意に動かされて，近代的な

歯科治療機械一式を寄付したというエピソード

もある。

　学校側の歯にっいての指導の特筆すべきもの

は，歯みがき体操をとおしてハミガキ指導を行

うということ，また子どもが歯みがき日誌を記

入すること，弗素入りの肝油を服用させる，カ

メレオン水などうがい水でうがいを励行するな

どが実施上の具体例であるが，歯科保健を学校

の保健計画のなかに正しく位置づけているのも

注目すべき点であろうかとも思われる。

　和記先生は「八人町小学校における保健衛生

の歴史的概要」という一つの小さな冊子をまと

めていられるが，それによると父子二代にわた

って学校歯科医であり．この学校の歯科保健を

親ゆずりの家条のように大切にしていられるこ

とがわかる。

《福野北部小学校における清潔感の育成》

　第二の学校は，東砺波郡福野町福野北部小学

校で，学級llk　7　，児童数274の小規模校で，全

般的に保健管理，保健教育に非常に熱心な学校

であるという印象を校門を入ったときから受け

た。全校児滝が・堂に会して給食をとる，つま

り食事を・つの広い食堂でいっせいにとるとい

うことをやっているが，私は今まで健康優良学

校の審査などで約60校ほどをみているが，こう

いう例は未だかって見たことがない。やはり児

竜数の減少も関係しているかもしれないが，そ

の点にまずおどろいた。

　この地域は子どもの食生活がよくない。とく

に動物性蛋白質が不足しているという観点から，

学校給食に非常に力を入れている。ちょうど私

どもが参ったとき児童保健委員会が開かれてい

たが“わが家の保健のすすめかた”というテー

マでこどもたちが自分たちでできることは何か

というようなことを話し合っていた。歯みがき

を励行すること，タオル，歯刷子を個人持にす

ることを結論として出していたが，この学校で

特筆すべき点は，道徳の問題と保健の問題とを

一一一一体的にとり扱うことをネライとした学校保健

指導計画をつくり，月別に指導目標をきめて実

施していた。道徳と保健を一体的に取扱うこと

は文部省の学習指導要領の線には必ずしも一致

していないが，実際の指導の上からは非常に効

果的なやりかたであって，歯みがきの指導など

もっともよいひとつの指導事項になってくると

思う。

　この学校では大体昭和33年から35年にかけて

の期間は運動場を拡張整備するとか，あるいは

校舎の改装をやるなど，いわゆる環境づくりと

いったものを目標にして歩んできた。36年～37

一 5一



　　　　　　福野北部小の保健委員会

年にかけては心づくりということになって，道

徳教育の研究に打ちこみ，38年から本年にかけ

てからだづくりをスローガンにして，とくに清

潔感の育成ということを中心目標にしている。
i

　私はこの清潔感の育成ということばに非常に

興味を感じた。これこそやはり道徳教育にも，

保健教育にも通じる非常に重要な教育の一つの

柱というべきものだと思う。大体人間には清潔

という本能はない。やはり清潔というものは教

えられるべきものである。からだの清潔感がそ

のまま心の清潔感に通じるというところに心づ

くりとからだづくりの結びつきが見出されるよ

うな感じを受けた。

　学校歯科についていえば，この学校の校下に

歯科医がいないため，児童会が中心となって通

院するやりかたをとっている。歯科治療の面は

こういう具合ではなはだ気のどくな状態にある

が，この学校の保健教育は教育理論の裏づけを

もった活動を展開しているというふうに感じら

れた。

《未処置0の古沢小学校》

　最後の学校は呉羽町古沢小学校で学級数6，

児童数170の小規模校で純然たる農村の学校で

あるが，小さいながら郡の保健指定校で非常に

優秀な成績を上げている。この学校では近視対

策に力を入れ，1カ月毎に子どもの目を調査し

ている。また歯科の方はやはり校下に歯科医が

いないため，4キロはなれた呉羽町で治療を受

けなければならないが，大体夏休みを利用して，

う歯の治療に当っている。歯の未処置者が36年

に121名，37年にはわずか5名になり，38，39

年には0になっている。これは校長以下職員の

非常な努力の賜物だと思う。呉羽町の歯科医院

で，児童のための治療時間というようなものを

設ける方法を講じたことも，効果をあげたよう

に思える。しかも歯科医にいくのをいやがる理

由を調べてみると，治療を受けるのがイヤだと

いうより，お金がかかるからというものの方が

多いというこの地域で，未処置が0という成績

をあげたことは，驚嘆に値するのではないだう

つか。

　以上，三つの学校について申し上げたが，最

後にこれをまとめて将来の展望という形で要約

してみよう。

《これからの課題》

　第一に学校歯科のありかたというものが，同

じ県内でも地域によって，それぞれ様相が違っ

ていることである。ケース・バイ・ケースとい

うことばがあるが，まさに学校歯科の問題は，

それだと思う。そういう意味では結局一率には

考えられない。個々の学校ごとに特有の問題を

もっていて，それに合致した計画と実践が必要

であることを感じた。

　第二の点は，学校歯科の活動が，ともすると

う歯の処置だけに限られる傾向があることで，

私どもも実はそういうふうに考えていたわけだ

が，こういう考え方は改められなければならな

いこと，さらにまた，う歯の処置，そのことに

必要以上の期待をかけることは歯科医が学校専

任の職貝でない限りどうしても無理がともなう

ので，もっと教育活動の側面を強化して学校の

保健指導というものを計画的に行うことが必要

である。とくに学校保健委員会の活動などに，

もっと力を入れるべきであり，また歯科医もこ

の委員会を指導の場として活用することが必要

ではないかと感じさせられた。

　第三の点は，教師に対する保健に関する啓蒙
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が必要だということである。これは大分無遠慮

な申し上げかたでかるが，やはり教師自体が保

健に関する知識を，もっともっと持つことが必

要ではないのか，とくに保健主事の任にあたる

人たちに歯科の専門知識を与えるための研修会

のようなものを開くことも考えられてよいので

はないかと思う。

　第四に，学校歯科医制度が発足したのは昭和

6年で，今から30数年前であるが，当時の学校

歯科医設置の主要目標は学童に対するアマルガ

ム充填におかれていたように思われる。しかし

学校歯科医というものが外国と違い非常勤の形

をとっているかぎり，学校では検査を中心とし

て充填は開業医にまかせるのが原則だと私も思

う。しかしそれだけにまた，学校歯科医の任務

というものが教育的，乃至指導的性格をもって

くるわけで，医学と教育というものの連携が，

学校歯科の領域において，今後一層緊密化され

なければならないのではないかと考える。

《訓練から教育へ》

　第五に，これは教育の一般論になってくるが，

たとえば，先程のべた歯みがき，手洗いはいず

れも何回となくくりかえす反復練習，つまリド

リルによって達成されるものだということであ

る。それを英語ではトレーニングというが，こ

のトレーニングとエデュケーション（教育）と

はどう違うかといえば，単に学校保健の問題だ

けでなく，教育一般の問題として私どもは改め

て考えさせられてきている。

　たとえば，職業訓練ということばがあるが，

また職業教育ということばが別にある。この両

者はどこに違いがあるかというと，スポーッに

しても，あるいは英会話などの練習にしても，

教育というよりはトレーニングで，また自動卓

運転などもトレーニングである。そういうもの

と学校教育のなかで展開されている教育活動と

はどこが違うかといえば，一口にいうと，スポ

ー ッ，言語の習得，運転技術といった機械のオ

ペレーターの仕事はいずれも一定の型があり，

一
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その型をできるだけ早く身につけて，オートマ

チック（自動的）にそれができるようにやると

いうことが，トレーニングの基本的なネライで

ある。手洗い，歯磨きもまさにその意味でトレ

ー ニングであるわけであるが，教育ということ

になると，だいぶ事情が変ってくる。勿論自動

卓の運転にも法規の問題とか，自動卓の構造と

いったインフォメーションに関するものがある

が，その場合の知識の伝達ということは，たと

えば社会科における一交通の学習とか，理科にお

ける物理の学習などとは非常におもむきが違う

わけで，本当に実験して科学的な知識を習得する

とか，社会人としての資質を高めるといったよ

うな目的をもっているのではない。ただそれに

必要なものをたたきこむ，とにかくはっきりと

記憶する，研究的なことが目的ではなく，卓が

故障したらすぐ直せるようになるということで

ある。そういうふうに知識一面が副次的にしか取

扱われず，記憶させることに終始眼目がおかれ

ていて，問題はあくまでも技術の習得である。

　ところが教育ということになると，非常に状

況が変ってくる。それは特定の目的を持たない。

職業生活，社会生活，さらに個人生活等，あら

ゆる面において，将来遭遇すると思われるいろ

いろな場面についてできるだけうまく適合し，

それについての問題解決能力を高めていくとこ

ろに教育の本当の意味がある。その意味におい

てはトレーニングではないが，しかしトレーニ

ングと全く無関係かというとそうでもない。い

わば教育は考え方，つまり頭のトレーニングな

のである。歯みがき，手洗いの訓練も非常にハ

ッキリしたトレーニングであるが，しかしもっ

と高度なものが同時に必要になってくる。いか

にして自分の健康を守るか，またさらにその健康

を増進するかという問題的状況に対処して，そ

れを克服していく力というものは，単なるトレ

ー ニングからは出てこない。頭のトレーニング

の必要性について改めて感じさせられたわけで

ある。



《下部から上部の地域社会へ》

　最後に，よい歯の学校運動というのは，ひと

つの地域社会における教育運動である。一般に

下部の地域社会の団体（市町村）では，…つの

教育運動というものは，指導者さえあれば割合

スムーズに進んでいく。たとえば，村長（町長）

が非常に教育に熱心であるような町村では，な

かなかすばらしい教宥効果があがってくるとい

う例はいくらもある。ところが，上の団体（府

県）のコミュニティになってくると，必ずしも

そうはいかない。教育という問題は．地域社会

がさがればさがるほど運動としては展開しやす

いが，だんだん上にいってナショナルレベルと

もなると，みんなが必要だといいながら，実は

なかなかうまくいかない。他の大きな問題にお

されて，かすんでしまう性格をもっている。そ

ういう意味でも府県団体で，この富山県という

特定の地域において，こうした教育運動がよく

みのりをみたことに，非常な敬意を表したいと

思うし，ひいては国全体のひとつの教育運動に

まで，高まっていくことに大きな期待をかけた

いと思う。
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シンポジウム

よい歯の学校運動の分析

司会・東京大学教育学部教授

　　　富山県教育委貝会指導主事

　　　富山県呉羽町ti1占沢小学校長

　　　富山市疏八人町小学校歯科医

　　　北日本新聞社広告局長

俊

武

キ
憲
茂

谷

馬

崎

記

藤

細

有

寺

和

佐

夫

雄

次

　　　　　　　　戦前からの経過

細谷（司会）あいさつと講師紹介（略）まずこの

運動を推進された学校歯科医の立場から，和記先生

どうぞ。

和記富山県のよい歯の学校運動が，現在のよう

に盛んになってきたことについて，始めからの経過

を申し上げたい。従来各学校に配置されていた学校

歯科1医は，ひとりひとりの構想でささやかな義務感

にたよって，タテヨコの連絡もなく，定期検診とい

う断片的な活動により，仕事を続けてきたような状

態であった。

　戦前をいえば，富山市においては，殆んどの学校

が保健室あるいは衛生室を持っており，歯科の設備

をしていた。だが戦災後は集団検診をもって，学童

の歯科検診および治療を実施してきた。その後，学

校衛生会が設立され，のち学校保健会となt）　，歯科

部会ができ，富山県あるいは富山市学校歯科医部会

の結成となり，拡大組織されてきた。

　しかしながら，学校歯科医という辞令のみの学校

検診では，学童のう歯増加に対処していくことはで

きない，という悩みは個々で持っていたようである。

名前は学校歯科医であるが，根本的には学校歯科と

いう学童の保健の一環性のなかに，位置づけられて

いなかったように思う。

　昭和30年に中央において，う歯半減運動が決議さ

れた。中央で宣言はあったが，富山県はこれをどの

（富山における第28回全国学校歯科医大会におけるンンポジゥム。）

ように学校教育のなかに結びつけるか，地域社会の

協力をどのように得るか，これは歯科医の意識の問

題とともに，大きな問題であった。

　昭和32年5月から，富山県はよい歯の学校運動と

いう準備段階に入った。幸いこのとき県の有力者が，

この悩みにこたえて明るい道をつけてくれた。とい

うのは，新聞がよい歯の学校運動をとりあげること

によって，その公共杜会性とPRの威力が，近時各

地において活溌になっているPTAや婦人会等地域

杜会の実態を，急激に増大させてくれたものと思う。

近来いろいろと問題の多いマスコミュニケーション

が，もっとも有効に社会の利益と理解を刺戟してく

れたのである。それに対して，教育委貝会の推進力

と現場学校側の受入れ体勢の万全によって，この運

動は徐々に学校教育のなかに根を下していった。

新聞のはたした役割

細谷ただいま新聞の力というものについて述べ

られたが，この運動に対し新聞の果した役割は非常

に大きかったわけで，それも佐藤局長のような方が

おられたからこそ，運動がもり上ってきたと私ども

には思われるが，佐藤さんから今日に至るまでのよ

い歯の学校運動のイパラの道についてお願いしたい。

佐　藤　私の肩書の広告局長については，不思議に

思う方もいられると思うが，これは北日本新聞社と

して一つの信念に基づいているものである。大体全

国の社では，このような事業は事業局でやるのが当
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然であるが，わが社ではそういう考え方をすこし変

え，こういう奉仕事業，いわゆる社会に還元する事

業というものは，スポンサーとともに，私たちも協

力するという信念から広告が担当しているわけであ

る。そういうわけで，先ほど佐藤局長云々というこ

とばがあったが，北日本新聞社の広告に対する考え

方が，多少違っているということなので，誤解のな

いように願いたい。

　そもそもこの運動に力を入れたわけは，先ほども

述べたように社会に還元する，社会に奉仕するとい

うことで，和記先生がいわれたように，こういう運

動は何十年来，先生方が力をいれていることは衆知

のことだが，これをどのようにして社会に盛り上げ

るか，社会全般のものに受けさせるかということか

ら，骨を折ったわけである。

100万県民総健康につらなる

　「よい歯の学校運動」の扉に“100万県民総健康，

富山県よい歯の学校運動”と書いているが，このタ

イトルは一見関連性がないようにみえるけれども，

私どもはこの「100万県民総健康」に中心をおいた

わけである。単に学校運動ということだけにすると，

従来のいわゆるムシ歯予防デーとか，学校だけのも

のになるので，その外の枠でいかに受けさせるかと

いうことで努力した。だから自然に学校単位コンテ

ストということは，第二義的なものにもっていく。

そういうことから，このよい歯の学校運動は，県民

の健康に連なるというイメージを持たせようという，

一見何でもないことのようながら，実は深い考えで

このタイトルを使ったわけである。先ほどの細谷先

生のお話では，私が言わんとすることを，わずか2

日間の見学で受けとめられたようであるが，私たち

が7年間にわたってやってきたことを，ただの2日

間で理解されたことは，大成功のもとであると喜び

にたえない次第である。「100万県民総健康」，それ

はみんなの健康にひびくのだ，いわゆる学校だけの

ものでなく，みんなのため学校を一つのキーにして

むし歯半減でなく，むし歯をなくすのだという根本

精神からやりたいわけである。ほかの新聞社と違う

ところは，北日本新聞社あげてこの問題にとりくん

だ。そして社説やほかのあらゆる面でとりあげたこ

とが，家庭やPTAなどで受入れられ，それが成功

　　　　　与崎校長（左），有馬指導主事（右）

の原因ではないかと思う。

　　　　　　　教育行政の立場から

細谷学校歯科医の方からのご努力，さらに側面

から援護する新聞の力というものがあったが，それ

を受けて立つというか，俗に鐘が鳴るか撞木がなる

か，やはり両方のぶっつけあいでこの運動が結実し

たと思うが，撞木かあるいは鐘の側に立つ有馬先生

に，教育行政の立場から学校保健のそれを担当する

体験談をお伺いしたい。

有　馬　私は現場にいたとき，むし歯なくそう運動

というものを，3力年に亘ってはじめたことがある。

これは学校保健の問題は，問題処理能力を子どもに

与えるものであるという趣旨に従い，一応3力年継

続してみた。そしてそういう能力ができると，いろ

いろの面において，むし歯ばかりでなく，近視や保

健教育にも非常な成果があがってくるからである。

　昭和33年に私が教育委貝会に入ったとき，和記，

佐藤両氏の訪問を受け，よい歯の学校運動に対する

教育委貝会の見解をきかれたが，私はむし歯をなく

する，あるいはそういう問題を解決する教育という

ものは，教育委員会がまっ先にとりあげるべき問題

であると思っていたので，非常にうれしく思った。

そこで各県の実状を調べてみると，やはり昭和32年

にょい歯の学校運動をとりあげている県もあったし，

非常に進歩的な県もあった。また，県がこの運動を

主催しないところがあることも分った。いろいろ考

えた末，学校歯科医，報道関係，教育関係者等がそ

の場の持味を生かし，子どもの福祉，健康を増進し

ようという協議会を，一カ月の間に17～　8回ももっ

た。各々の仕事の都合で日時をやりくりしながら，
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会合をもち，口角泡をとばしながらそれぞれの考え

を十分練って，その骨子をつくった。そういう経過

ののち，昭和33年に座談会を開き，その席上で，3

力年計画の「むし歯半減運動を達成しよう」という

大見出しを新聞紙上に出すことにした。

次々に新しいアイデアを出して

　こういう全県下の問題は一っの学校と違い，7年

かかってやっとむし歯半減を達成した。いま考えて

みると，陣痛の苦しみというものがなかなかあった。

その後，やはりこの運動は同じ方法で5年6年続け

ることも大事だが，日頃新しいアイデアをもって仕

事を進めていかなければならないと考え，協議のす

え，よい歯の学級とか，新入学児童に歯みがきの贈

呈とかの行事を組んできた。5周年目にはその記念

作品展を開くなど，こうして積みあげていくのが，

新しい，しかも現場における意欲をもりたてる方法

ではないかと思う。学校保健の重点問題としても，

昭和33年から3力年にわたり，むし歯の問題をとり

あげ，各学校に研究をお願いした。よい歯の学校運

動の進展は，いろいろなアイデアをもって改善して

いくのが良いのではないだろうか。

　細谷　有馬先生は，年々新しいアイデアを出して

いく必要があるといわれたが，単なる教育委員会事

務局貝としての線を抜け出されて非常に迫力をもっ

ていた。そうした指導を受けとめて，現場で実際に

運動の成功に並々ならぬ努力をささげられた，寺崎

先生にお話を願いたい。

　先生は全国でも数少ない婦人校長の一人であるの

みならず，全校児童の健康に関し非常な関心を持っ

ゼおられ，迫力ある実践を展開している。むし歯未処

置者ゼロの目標を達成した苦心談などをお願いする。

意志のつよい子をねがって

寺　崎　稀少価値でここへ出されたわけで，値うち

があって出されたのではない。その証拠に先ほど新

潟の校長先生が，6割の女教師をかかえ心配で心配

でカナワンとおっしゃった。

　私は35年も教職にあるが，その間，意志のつよい

子ども，生活力のある人間をつくることを願ってき

た。7年前にはじめて校長になったとき以来，私は

それを学校経営の方針にしている。

　私の赴任した学校は，平屋建の老朽校舎で，子ど

もはごく少く，しかも寒村で，口でいっても想像で

きないような学校であった。まず生徒の前に立った

ところ，顔を洗っていない子どもが％以上，勿論身

につけるものも，一カ月に一度洗うかどうかという

状態。そこでまず清潔にしなければならないと考え，

父兄がくるたびに，顔を洗って金がかかるか，みな

さんの心がけひとつですとジャンジャンいった。今

では子どもたちはスッキリして，着物も農繁期など

には自分で洗うようになった。

　本当に意志のっよい子どもになるためには，健康

なからだでなければならないという信念から，まず

健康，つぎに口をやった。それから学校の身体状況

をみると，非常に近視のものが多いので，照度計を

家庭に持ちこんで調べたので，勉強にはみな蛍光灯

をつけるようになった。そうして3年たった頃，ち

ょうどよい歯の学校運動が各区域にムードを起しは

じめた。

　平屋建50年の老朽校舎だから，子どもたちは何と

なくボケていて劣等感を持っている。そこでひとつ

自分たちでやれば，富山県一になれるんだという自

信を持たせたいと考えた。先生方とこっそり相談し，

むし歯のない学校になろうとやりだしたところ，マ

イシンをのんだことのない人に注射したように，村

中パーッとひろがり一丸となって真剣にやってくれ

た。熱心なのは親なのか，先生なのか，子どもたち

か，とにかく一つのカタマリのようになって，今年

100％になったのは誰の努力か，もう一ぺん考えて

みようというほどであった。

積極的な意識がそだつ

　今年の新入児童はひとりもむし歯を持っていない。

腰のまがったあまり清潔でなかったおとなたちが，

小さい子どもをつれ，むし歯が大きくなるとやっか

いだから今のうちに，というようになった。そこで

今度は何か表彰が欲しいためやったのではないかと

心配になり，教室でアンケートをとったところ，子

どもは素直に，早く歯をなおしておくと医者にかか

るのが長くならないでよい，歯をみがくと歯がきれ

いになる，歯をみがかないとむし歯になって痛い，

あんまり放っておくとお金がかかる等の答で，たく

さんの生徒のなかにひとりも特別に賞がもらえるか
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らという返事はなかった。これは本当に正しい歯の

衛生の方向に進んでいると，私は非常に嬉しく思っ

た。先ほどのお話で教育委員会や新聞杜など，並々

ならぬかげの力があったことを，今さらながら感謝

している。

細谷地の塩ということばがあるが，正にただい

まの寺崎先生のような教育者のおられることが，単

に学校歯科のみならず，日本の教育の本当の推進力

になるということをしみじみ感じさせられた。先生

の校下には歯科医がいないので，遠く呉羽町，また

は富山市まで通って，子どもが歯の治療を受けたわ

けだが，その世話まで先生は一切された。

　以上，富山県におけるよい歯の学校運動の成疏過

程，ならびにそれについての体験を伺ったが，なお

これに関連して付け加えることはないか。

全県下統一の治療カード

和記従来富山県においては，各郡市あるいは学

校ごとに独自な治療カードを渡していたが，こんど

全県下を統一一した。それは学童の健康手帳によって

様式がきまったので，その改修によって効果をあげ

ているので，よい歯の学校運動や，年2回の無医村

へき地診療に対する県の助成金だとかいうことが，

間接的に効果があったと思う。

　そのほか歯科医自身も学校に働きかけ，その学校

の校長先生の健康観というものを要求する。たとえ

ば，健康観の確立されていない校長には徐々に働き

かけるとか，意気投合するとかいうようなことが，

保健主事，養護教諭の協力を得る結果となり，そこ

で関係者相互の結びつきが強くなり，この運動の行

動を明確にすることになったと思われる。

細谷この運動の一つの前段階として，赤ちゃん

の検診運動のことをちょっと伺ったが，それについ

て佐藤さんに。

赤ちゃん一せい検診の成功

佐藤今から約10年ほど前，富山県で赤ちゃんの

一斉検診をやった。その時，今の学校歯科医と一し

よに富山県医師会にいった。医師会長，事務局長が

いうには，よし協力しよう，これからの医者はいわ

ゆる治療だけではなく，健康相談面に力を入れなけ

ればならないということで，赤ちゃんの一斉検診が

80、言己”≠番交iL＃II手・Hうく　（ノ三），　f空藤后｝王乏　　（イf）

夢
’
参
・

5

始まり，非常な成功をおさめた。

　そういうように医者が，我々が孝えているより以

ヒのyyえを持っていることから，私はこの運動を進

めれば必ず成功すると思った。赤ちゃんの・斉検診

は最初の年は50％，2年目約70％．3年目から90％

以Lの新事実をもった。富山県は，乳幼児の死亡率

は全国1，2位を占める高率なので，これをやった

わけだが，とくに若い母親から非常に感謝された。

ということは，新聞で唱え，役場あるいは保健所か

ら案内を出すことによって，検診に行かなければな

らないという義務感をもった。そして，としよりの

方からも今日は検診があるからとすすめられるよう

になり，若い母親たちに感謝されたわけで，今度の

よい歯の学校運動も，そういう経験の積重ねから，

私どもは細かい面，くだらない面など，ごく小さな

面を新聞でとりあげPRしていったのも成功した原

因だと思っている。

細谷いま新聞のキャンペーンというものが，い

かに大きなものであるかということを改めていいき

かされたが，なお，有馬先生に何かあったらどうぞ。

いろいろな段階をへて

有　馬　事務的なことについて。事務的なことは教

育委貝会が担当しているが，内容は，まず正しい歯

のみがきかた講習会と，指導者講習会。NHKの江

木さんや，口腔衛生研究所の沢田先生をよんで，県

内各地で子どもと先生を対象に，正しい歯のみがき

方を実施する。それが終ってから，指導者，とくに

保健会や婦人会，学校その他の先生方も相集い，指

導者講習を開く。だんだんにそれをきき伝え，村と

町の人びとがグランドへやってきて一しょにやって
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　それから，歯の少年少女代表コンテスト（個人審

査）とよい歯のモデル校選彰をやっているが．これ

はどちらも県ド小・中学校の最高学年を対象とし，

第3次審査を経て表彰するものである。年々いろ

いろのアイデアをつけ加え，第2回にはむし歯半

減達成校表彰，第3回にはよ・・歯の学校表彰（処

置率80％以Ll，学級表彰と続けていつた。この学

級表彰の考え方は，本来各学校において学校長が表

彰するのをたてまえとしているが，やはりむし歯半

減の趣旨に沿い，こういう立派な学級があれば表彰

してやろうということである。第5回目には作品展

示，第6，第7と3年つづいてだんだんと成績が上

っているように思う。いまふりかえってみると，は

じめの1，2，3回は，何かしらこういう運動の一

つの考え方というものがおぼろげながらでてきた。

4，5，6回と重ねるにしたがい，ム、IJをしなくて

も保健教育にそったそういうものがあるんじゃない

かと思、うようになった。

すすんで歯医者さんにいく

寺崎ただむし歯がなくなるということだけでな

く，私どもの校下のように歯医者にいくのは金持の

奥さんだけという気持が，この運動が始まらない

頃はずい分と，としよりの頭にこびりついていた。

ところがいま私の学校で100％処置したら，すべて

の人が歯をなおしにいくのは当り前だ，むし歯があ

るからと誰にも気がねなく平気で出られるようにな

った。子どもたちは表彰されることも非常に喜び，

私が表彰式から帰ってくるのを5，6年生なんかが

暗くなるまで待っている。そういうムードが家庭に

うつり，また学校にハネかえって，そのことだけで

なく外の面でも非常に有益で，学校と家庭が一体と

なって，教育に専念できるというムードづくりにも

非常によかった。

細　谷　こうした運動が農村の衛生思想の向上にま

で役立っているという，非常に大きな副産物がある

ということを申された。このへんで一応本県関係を

打切り，参会者から各府県の動向を発表願いたい。

まず始めに，全国的な状況についてかねてから各地

の状況にくわしい向井先生に。

全国の状況

向井全国的な様子について大ざ”一・ぱにわけて．

教育委貝会でやっているところ，歯科医師会（また

は学校歯科医会）に従ってやっているところと，こ

ちらのように新聞社がこれに加わって大きな役割を

もっている，というように三通りある。なかにはみ

んな・しょのところもあり，当地などはそうである

どれが良いか悪いかということではなく，自然にシ

ンポジウムを通じて理解できることと思う。そこで

その三つの指導的な・zj易からいうと，御承知のよう

にこの運動が展開されるときはその性格として，時

間的にも，空間的にも，年間を通じて行わなければ

成果を上げられない。たとえば健康診断の事後処置

だけやるとか，むし歯予防デーのときだけやるとか，

ということでは成果は上らない。いま空間的といっ

たのは，学校でも地域社会でもという意味である。

それにはどうしても教育委員会が，機関車になって

ひっぱるよう1三ならなければならない。あなたのと

ころでは，教委でこれをやっているか，とたずねる

とハアやっている。教委にすっかり頼んでいるとい

う答えがある。それは学校の仕事であるから　一通り

教委に連絡をつけ，その手伝いなしにはできないか

ら，どこでもやっている一般的なことである。私が

いま教育委員会といったのはそういう意味でなく，

たとえば富山県のように，教委が指導的立場に立っ

て，機関車になってこれを引っぱっていくというこ

とでないと，県なり市なり，地域の学校が全体活動

することはできない。これは学校では校長が先に立

たなければ，やはり学校全体が一丸となれないのと

同じことである。また地域社会もいままでは忙しい

ときは，またあとでということもあっただろう。地

域社会が自分から努力して，子どもが歯科医に通う

ときに，農村などでは夏休みの暑い日ざかりに10キ

ロもあるところを，小さい子どもが校地別に集団と

なっていく。歯科医へ通うときに地域社会，PTA

の方々が交代で子どもを連れていってくれた，とい

ったような地域社会の保健に協力する受けとめかた，

その教育的な高まりが社会に必要である。

だれが機関車になるか

当地のように新聞社がこういうようなムードを，
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地域社会に長い間自然に自然に自分の心の中からわ

き出るようにつくってくれた。こういう働きは新聞

社でなければできないように思う。多忙な歯科医が

積極的に協力してくれたのも，ふつう常識からいえ

ば直接でない立場の方々，教委なり新聞社なりがやっ

ってくれているという事実に，学校歯科医，乃至歯

科医が感激して，自らもまたそれに加わって非常な

力をかすということもあったと思う。

　それがバラバラな主催なり指導力で，そういう意

図ではなくても，結果的にそうなるような組織と運

営でやっているところが，かなり全国的に多い。そ

ういうところはずい分時間的にも，労力的にも，経

済的にも，犠牲を払っておりながら割合に成果が上

っていない。しかし組織のありかたによって成果が

かなり違ってくるけれども，むし歯半減運動はこの

8年間にずい分進展したと思う。

　なお私はこのよい歯の学校運動の組織としては，

まず教委が強力な機関車になること，ねがわくば新

幹線を走る最も新しい機関車のような馬力をもって

教委がやってもらったら，もっと日本のむし歯は少

なくなるのではなかろうか。北陸各県においては新

聞社が非常に力をかしてくれているが，他地方でも

有力な新聞社に連絡して，よい成績をあげている新

聞社をみならって計画されるとよいと思う。学校歯．

科医会，歯科医師会の方面についてはよく御承知さ

れていることなので省略する。

各地の動き

細谷それぞれの県で同様のア動をおし進めてい

るところはたくさんあると思うが，この機会に御自

身の県の状況を御紹介願いたい。東北を代表して青

森県の方から。

青森本県は乳幼児死亡率やトラホームが日本一

ときき，せめてむし歯半減運動に関しては，学校保

健会を中心としてみんなでやろうという熱意が非常

に高まり，県あるいは県教委，市，学校歯科医会一

丸となって，この運動が提唱されたときから実施し，

よい成績をあげている。

細谷　西を代表して熊本県の方どうぞ。

熊　本　熊本でも相当やっているつもりである。と

くに熊本では永久歯の6歳臼歯の重要性にかんがみ，

中学校においては6歳臼歯と12歳臼歯，小学校では

6歳臼歯管理表をつくり，学級数だけ全県下に配布

している。各学校の保健室にそれをはり，保健室で

は校内各学級の管理表をはり出し，学級においては

子どもの6歳臼歯の状況が一目でわかるのを掲げて

いる。それを集めたのをまた保健室に掲げている。

　むし歯半減運動がはじまったとき，6歳臼歯管理

表を配ったことで，とくに現場の養護教諭には，いら

んことをはじめたとめんどうがられたが，回を重ね

るにしたがい，いまでは当然養護の仕事であるとい

うようになり非常にやりやすくなった。とくに県教

委では力を入れているので，いまはへき地の隅々ま

で6歳臼歯のむし歯半減運動が徹底してきた。

細谷ただいまのお話で新しいアイデアを出すこ

との大切さを再確認したが，なお発表されるかたは

どうぞ。

奈　良　このテーマの運動については，教委から流

し，各学校が燃え，職員が燃え，それを学校保健委

貝会から各家庭へ燃えていくということが良い方法

であり，またこれでなければ実際にいけないと思う。

そういう意味で先ほどの向井先生の御意見に全面的

に拍手をおくりたい。

　私の実例を申せば，私は大正9年から学校歯科医

で年俸10円からはじまつた。私の学校は消長がある。

それは寺崎先生のように口腔衛生に熱心な先生がい

るかと思うと，水を向けても一向に反響がない先生

もある。そういうことに前から気がついているので

歯に関心のある寺崎先生のような方を何人も欲しい

ものだと思っている。

細谷もう一度本県の問題に戻りたい。どこの府

県にもあるへき地の巡回診療で，とくに富山県では

こうしているという経験を有馬先生から。

へき地対策

有　馬　へき地対策は大体似たようなものだと思う

が，富山県の一端を申し上げれば，いまのところ60

校余りの分校，乃至本校を持っていて，毎年定期健

康診断の結果を教委に集め集計している。やはり非

常にへき地の体位が悪く，あるいは学校病にかかっ

ているものが非常に多い。特に，近視とむし歯，要

抜去乳歯の問題等のため，へき地巡回診療をやって

いる。

　県教委の学校保健費として，へき地巡回診療費と
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いうもの，もう一つの歯に関しては学校病等対策費

というものを持ち，そのなかによい歯の学校運動費

を見積っている。歯に関しての予算はこの二つで額

はそう多くない。

　これから申し上げるへき地は，俗に平家の落武者

が住んでいたといわれる五箇山の上平村というとこ

ろである。五箇山は山が五っではなく谷が五つある。

ここは学校保健に対する協力体制が，他にみられな

いほど立派であり，健康優良学校もできている。全

部学校中心にしてやっているが，学校歯科医がいな

いので毎年巡回診療班を派遣している。しかし，へ

き地診療は60カ所もあり，年々方式が変りがちなの

で，やはり5～6年間は継続した方がよいと思う。

というのはこの学校の場合は，とくに富山県学校歯

科医会の研究指定校として，巡回診療を五力年継続

してやったが，ふつうへき地診療というと，1～2

年でやめてしまう傾向があるからである。一ヒ平村は

小学校2，中学校1であるが，治療率は小学校78％，

中学校76％である。

　へき地学校は60校余りだが，一年に全部まわること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lはできない。歯科医が5～6人診療屯に乗り，一泊

でやる。私も一しょに行って歯みがき体操，歯みが

き講習会などをやり，歯科医は口腔診療，抜歯，ア

マルガム充墳等をやる。県下くまなく廻りたいが，

まだそこまで手がまわらない。

細谷よい歯の学校運動というものも結局は県民

の啓蒙運動，乃至文化運動として推進されているだ

ろうと思うが，佐藤さんに新聞人としてこうした運

動の将来について大いに抱負を語っていただきたい。

新聞人の抱負

佐　藤先ほど熊本県の方がいわれたと｝3り，私の

新聞社のネライもそこにある。歯科医，教師とも非

常に一生けんめいやっている。これをどう地方に受

けとめさせるかが問題で，これが我々新聞人の使命

でありつとめだと思う。そういうことから，やはり

この際地方新聞を利用し，引き出すように努力され

た方がいいのではないか。何といってもマスコミに

乗せなければみんなが乗ってこない。努力しただけ

の効果が必ずしもあがるとは限らない。だから有馬

先生がいわれたとおり，持場々々の組織を最大限に

利用することである。こういう運動には理想という

ものがある筈で，その理想さえ忘れなければ，誰を

説き伏せようと，引っぱり出そうと絶対恥ずかしい

ことはない。

　そこで私の理想は，単にむし歯を半減するという

のではなしに，むし歯を今後なくす運動，むし歯を

なくすにはどうすればよいかという窓口を，どうし

ても歯科医に開いていただき，治療するだけでなく

なくする運動にまでもっていきたいと思っている。

もう一つ，有馬先生がよい歯の学校運動の予算化に

ついていわれたが，これは微々たるものなのでこれ

からもこういう立派なことをやるのなち，もっと力

を入れて予算化を進めていただきたいと思う。どう

せ税金を使うなら，保健という大きな旗印をもって，

我々関係者一一同手を組んで，県当局にもっともっと

予算を組んでもらい，健康を守っていきたいと思っ

ている。

細　谷　学校保健の財政的基盤というもの，いつま

でも特定のかたの奉仕的活動にだけア’グラをかいて

いる事態ではないのであって，やはり合理的な経済

的基盤をつくることが先決問題ではないかと思う。

これについて寺崎先生から将来に向っての展望とか

要望を御遠慮なく。

合理的な財政基盤を

寺崎私は四月の一斉検診のときだけは大きな顔

をしてお願いするが，2回目のときは胸をどきどき

させながら平身低頭である。歯科医は気持よく協力

してくれるが，3回目となるといくら図々しくても

ちょっといいかねる。それで何とか一斉検診を最少

限2回（3回なら申し分ないが）にしてくれないだ

ろうか。医師手当は雀の涙より少し大きい程度なの

で，増額を要求はしているけれども，肝心の医師側

からそういう話を殆んどきいたことがない。みなさ

んが金持で奉仕的な気持を持って下さるのはありが

たいが，正しい報酬は堂々と請求していいのではな

いだろうか。この問題も教委やマスコミに取り上げ

てもらいたいと思う。

細谷最後に学校歯科医としての立場で和記先生

に。いまお二人の申されたことについて御自分の立

場で。

ほしい明確な立場
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和記結びとして八入町小学校の実状を申しあげ

たいと思ったが，これはパンフレットの方を熟読玩

味していただくことにして，ただいまの寺崎先生の

お考えは現代世相にマッチしたギブ・アンド・テイ

クの考え方で非常な名言である。むかしの学校歯科

医服務規程には，学校歯科医は一年に一回定期検診

をすると要項にある。そうするとせいぜい四月定期

検診，11月か12月に未就学児童の検診の二回である。

先輩のなかには，そのような勤務ぶりで手当を要求

するのは面映ゆいような気持，ということもあったよ

うだ。現在私の行っている学校は昭和5年から続け

ているが，終戦後は一週間に一回行って，学校保健

法にきめられた校内予防処置についてやっている。

学校でやるのはいきすぎだとか，先ほどから各県の

先生がたが言っておられたが，私はこういうことに

ついては一つの信念を持っており，校内治療の限界

をはっきり守って実施すれば問題はないと思う。ま

た学校保健法では，私たちは非常勤公務貝であると

身分を明確化しているので，その身分をわきまえ保

健教育担当の自覚をもっていくことである。私たち

はあくまでも児童が相手であり，児童に対して私た

ち自身の性格と愛情をもって，次代に生きる明朗な

健康観と，心身の健全な発達を願うために，信念を

もって児童にこたえていくことが私たちの立場を明

確にして，いわゆる手当の問題も好意によって解答

がつくものと思う。

洗い出された問題のいくつか

細　谷　最後に司会をやって感じたことを申しあげ

ると，ただいまのテーマはよい歯の学校運動という

具体的な教育運動であるが，いずれのかたちをとる

にせよ，やはりこういう運動は教委とか，学校，学

校歯科医，さらに地域社会という関係諸団体のスク

ラムを組むという協力体制がないと推進できないと

いうこど，そして実際に推進していく上からは，特

に校長の意欲が大きい。学校経営者としての校長が

ハッスルしないかぎり，前進しないということを，

特にそのモデルのような寺崎先生を前にして感じる

わけである。つぎに新しいアイデアをつぎつぎに出

していくことの必要性，マンネリズムにおちいって

は駄目だということ，それから今や半減ではなく，

全滅運動にしなければならないということ，これは

むし歯に限らず学校病にも期待することである。そ

れにしても財政的基盤を確立することが大切で，こ

れは教委ばかり責めても問題は解決しないのであっ

て，やはり政府自体がこれに積極的な関心を寄せる

ことがどうしても必要である。

　またこのむし歯の問題については，歯科医学とい

うものと教育とが一本化されたかたちででてきたが，

一見関係のないようなことが火花を散らしてぶつか

り合うことが，本当の教育運動というものだとあら

ためて感じさせられた。それにしてもそういう運動

を推進する潤滑油のようなかたちで，マスコミュニ

ケーションとしてテレビやラジオと並んで新聞の果

す役割の大きさも感じさせられることである。この

運動を展開したために発行部数がふえたということ

もないと思うが，全くこれは企業の利潤を社会に還

元するという奉仕運動として考えておられることで，

これからはいろいろなかたちの企業の働きかけを，

そういう観点でうけとめることが必要なのではない

か。すぐ広告に結びつけ，コマーシャルと考える

とよりも，企業の得た正当な利潤を消費者にかえし

ていく心がまえ，やはりそれなくしては民間運動と

いうものは進展しないということを，もっとはっき

り認識することが必要ではないだろうか。

　司会をして多くのことを教えていただいたことを

感謝するとともに，ここに出席された4人の先生に

厚くお礼を申しあげたい。
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研究発表

学童の日常使用せる歯刷子の研究

大阪市学校歯科医会教育部

　　　　　　柿　　野　　恵　　一一
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　よい歯の学校運動の一環として，全大阪市立小学

校学童23万名参加の巡回歯磨訓練において，学童の

使用している歯刷子が，あまりにも不適当なものが

多い事実に鑑み，この研究を行なう動機となった。

　予防歯科医学の見地から，日常行なう歯口清掃の

方法では，一般的に正しく行なわれていないようで

ある。すなわち横磨法，または描円法，または垂直

法が大多数をしめ，最良の方法と思われる回転法が

実行されているのは極めて少ない現状である。また

学童の使用している歯刷子については，一般的に全

く軽視されているおそれがあるので，今回，大阪市

学校歯科医会においては，歯刷子制定委貝会を設置

し，学童に対し学理的で，かつ有効的な歯刷子を検

討するため，学童の日常使用している歯刷子を蒐集

し，細部にわたり調査研究を行なった。

　その集める方法としては，大阪市22区から一校ず

つ抽出し，抽出校の5年生全貝約4，000名を対象と

して，現在使用している歯刷子を研究材料とした。

なお，取材歯刷子の見返りとして，学童用の歯刷子

を無償で全学童に交付した。

　その成績は表のとおりである。

　毛の種別は化繊が約80％，豚毛が20％である。植

毛部の長さは，2～3cmが約20％で，3～4cmが約

60％，4cm以上が約20％もある。毛束の配列は，4

列が43％。毛束の間隔は，2mmが約35％，1．5mmが

42％。把柄部の長さは，10～12cmが約74％，12　cm以

上が約20％。握り易くするために作られた把柄部の

凹部については，全然なしが90％もあり，栂指部に

あるのが約8％程度である。次にメーカーは，E項

（2流メーカー）70％。

　以上の結果から，植毛部の長さは2－3cmの標準

のものが意外に少なく，3㎝以上のものが85％にも

達している。また歯刷子の清潔保管のためには2～

3列が適当と思われるのに，4列が43％に達している。

　把柄部の長さについては10㎝以上が大多数で，全

般的に長過ぎるように思われる。

　メーカーは有名メーカーの製品が意外に少なかっ

たことが目立ち，2流メーカーと思われるものが70

％もあった。

　以上の調査から，学童の使用している歯刷子につ

いては，総括的に把握することができたと思われる。

歯刷子の形態種別一覧表
1

区 分 実数　　％ 区 分 実数　　％

化 繊 2，008　77．6 材 合・セル 3，871　99。5
種 質

豚 811　20．7 の 骨 14　0．3
種

狸 58　　1．4 類 その他 7　0．2
別

その他 15　　0．3 白 1，288　33．4

刷 2cm以下 36　　0．9 赤 901　23．0
長 把 色

2～3㎝ 798　19．7 青 1，094　28．0

3～4cm 2，293　59．6 その他 609　15．6さ

4cm以上 765　19．8 長
10cm以下 302　　9．4

高 1cm 2，935　75．4 10～12cm 2，891　73．5

さ 1cm以下 957　24．6
さ

12cm以上 699　19．1

巾
先
尾
（細）

（広） 766　20．6 巾
1cm 2，463　63．3

毛 先・尾（同） 3，126　79．4 1cm以上 1，429　36．7

切 平切 1，051　26．8 厚 5mm 3，095　79．3
口 段切 2，841　73．2 さ 5mm以上 797　20。7

平面 1，349　34．7 丸みのもの 3，481　89．4
毛 柄
型 凹 2，502　64．3 角のもの 411　10．6

凸 41　　1．0 凹 無 3，521　90．4

配
二列 0　　0

部

の
栂　　指 328　　8．2

部
列
三列

四列

2，186　56．6

L705　43．4

有

無

子　　指

すべり止

27　0．9

26　　0．5
束

間
2　mm 1，367　34．8
　　　　　　メ

A 375　9．7

1．5mm 1，679　42．0 B 471　12．3
隔 1．5mm
　以下
　　　　　　1
852　23．2 C 50　　1．0

カ

頸
直 線　型 L916　48．1

　　　　　　　1
D 280　7．0

内側傾斜 416　10．6 E 2，714　70．0
部
外側傾斜 1，562　41．3
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良い習慣と歯牙爾蝕予防との関係について　第2報

京都府学校歯科医会・京都市立小川小学校歯科医

　　　　　　　　　　　　　　滝　　野　　英

　本題の要旨（昭和31年より昭和37年中における成

績）については昭和37年京都市において開催された

第26回全国学校歯科医学大会において報告したとお

りであるが，その後昭和37年4月から昭和39年3月

までの2力年間における成績を第2報として報告し

たいと思う。

　本報告の主眼とするところは第1報の成績をその

裏面より考察し，果して第1報の主要点，すなわち

歯牙およびその周囲組織の清掃行為が歯牙歯禺蝕症に

対し予防的効果をきたしているだろっかといっこと

をうかがいたいためである。

　本研究の実施方法

　基本的には第1，2報とも何ら異る点はないが，

実施対象者は小学校児童である関係上，たえず繰り

返し指導し注意をあたえた。過去2力年間の実施に

あたり，その実施方法は年間6回の清掃度検査およ

び3回の餉歯検査，計9回の検査を行ない，清掃度

検査は満点5点，普通3点，最下点1点の採点を行

ない，鯖歯数については永久歯，乳歯に区別してそ

の学童の現有する餉歯数と，口腔に現存する歯数と

の対比を求めた。

　検査成績

　前述のごとく本検査では多少指導的な注意を第1

報におけるよりゆるくしたためであろうか，表1，

2，3に示すように昭和37年より39年にいたるに従

い清掃度は3．8より3．5，3．4と低下し，餉歯保有率

もまたこれと比例することぐ増加の一途をたどろう

としている。昭和32年より37年までの成績をふり返

るならば，清掃度が上昇するに従い，歯禺歯保有率は

減少し，昭和37年にその最高を示したが，昭和39年

にはわずか2年の経過をもって清掃度は昭和34，5年

頃の成績，すなわち約2．5年分逆行し，蠕歯保有率に

おいては調査年次中かって一度もみなかった最高度

を示した。ここで注目したいのは清掃度の良くなる

こと，悪くなることが鯖歯保有率に関係を有するよ

うに思われ，また，良くするは難く，悪しきはほん

表1　永久歯現存歯に対する歯禺歯率，平均（％）

学 性
別
昭和32～39年 昭和32～37年 昭和38～39年

6
男

女

4．21

4．21

2．27

3．02

5．14

4．68

5 男
女

4．35

5．68

2．51

2．93

6．20

9．42

4
男

女

4．38

4．89

3．46

3．73

5．77

664

3
男

女

3．80

4．77

4．05

3．84

3．30

6．50

2 男
女

3．42

4．65

3．25

3．46

3．88

7．61

1
男

女

3．05

3．51

3．01

3．61

3．17

3．21

平均
男
女

3．87

4．60

3．09

3．93

4．58

6．18

男女平均 4．23 3．51 5．38

表2　永久歯現存歯に対する蜻歯率（％）

学
年
性
別
39年　38年　37年 36年　35年 34年 33年　32年

男 5，27　5．10　2．27

6 女 5．25　4．10　5．02

平均 5．26　4．55　2．64

＼　　＼ ＼

男 6．50　5．90　1。97 3．05

5 女 8．85　8．00　1．99 3．87

平均 7．68　6．95　1．98 3．46

＼　　＼ ＼　　＼
男 6．89　4．65　3．52 2．56　4，29

4 女 6．84　6．44　3，91 3．36　3．91

平均 6．86　5．54　3．71 2．96　4．10

＼　　＼ ＼　　＼ ＼
男 4．70　L90　2，26 6．47　3．25 4．22

3 女 9．15　3．85　3．48 4．23　5．50 2．93

平均 6．93　2．87　2．72 5．35　4．13 3．57

＼　　＼ ＼　　＼ ＼　　＼
男 4．89　2．86　3．49 2．78　5。28 0．95 3．74

2 女 9．60　5．63　1．99 4．04　5．22 3．39 2．69

平均 7．25　4．24　2．74 3．41　5，25 2．17 3．21

＼　　＼ ＼　　＼ ＼　　＼ ＼

男 4．90　1．43　0．89 6．08　4．29 3．06 0　　　3．78

1 女 1．25　5．18　8．16 0．95　3．18 1．81 2．93　4．63

平均 3．07　3．30　4．52 3．51　3．73 2．43 1．46　4．21

年度平均 6．26　4．84　3．08 3．78　4．30 2．73 2．34　4．21
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註：1）39年上昇，37年減少，35年上昇。

　　2）x　鯖歯上昇を示す。
　　　N　鯖歯減少を示す。
　　3）鯖歯数は昭和35年より減少の様子がみられ，

　　　37年には全学年減少している。
　　　しかし38．9年には増加のきざしを示している。
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のわずかな時日で現われてくるということである。

　結　　語

　以上，児童の教育はたえざる愛情と努力が必要で

あり，寸時もおろそかにできないということである。

また，本研究から考え得ることは，このようなこと

のみがこのような成績を生み出したとは決して断言

できないが，やはり第1報で報告したごとく日々間

断なく良い習慣をつけっつ，多少でもが蜻歯数の減

少を計り得ることが可能であるように思われる。

　なお，本論文の詳細は京都市衛生局医学研究会会

誌，昭和39年発行第3号に記載した。

表3　昭和31　一一　39年　清掃度表

学
年
性
別 39年38年 37年 36年 35年34年33年32年31年

6
男

女
3．3　3．5

3．2　3．7

3．7

4．0

3．4

3．5

3．3　　3．1　　3．1　　2．7　　2．0

3．6　　3．2　　3．0　　2．7　　2．0

5
男

女
3．5　3．7

3．8　3．5

3．7

3．8

3．4

3．6

3．4　　3．1　　3．0　　3．0　　2．0．3．5　　3．3　　2．9　　3．1　　2，0

4
男

女
3．5　3．6

3，5　3．8

3．7

3．6

3．2

3．9

3．7　　3．1　　3．1　　2．8　　2．0

3．7　　1．5　　2．9　　2．8　　2．0

3
男

女
3．5　3．7

3．5　3．4

3．7

3．8

4．1

3．6

4．2　　3．3　　3．0　　3．0　　2．0

3．6　　3．5　　2．9　　2．9　　2。0

2
男
女
3，2　3．7

3．5　3。4

3．8

3．9

3．5

3．7

3．4　　3．1　　2。9　　0，6　　2．0

3．4　　3．3　　2．9　　2．9　　2．0

1
男

女
3．2　3．6

3．3　3．6

3．8

3．7

3．5

3．5

3。4　　3．3　　2．8　　2．7　　2．0

3．5　　3．2　　2．9　　2．5　　2．0

平均
男

女
3．4　3．6

3．5　3．6

3．7

3．8

3．5

3．5

3，6　　3．2　　3．0　　2．5　　2．0

3．5　　3．0　　2，9　　2．8　　2．0

全平均
3．4　3．5　→　　　3．8　　→

清掃度下降

　3．5←　　　　→ 3．6　　3．1　　3。0　　2．7　　2．0　←　　　　←　　　　←　　　　←

　　　　　　清掃度上昇

註：　5．0　最も清潔なもの，3．0　普通のもの
　　1．0　最も不潔なもの

小 臼 歯 部 の 観 察

飯田嘉一
鳴神　　輝

関根由紀

東京都港区麻布学校歯科医会

弘田仁哉加藤邦雄佐藤日出夫
保坂利之杉山正芳松原信隆
兼松隆徳

　はじめに

　この研究の目的は，4月の定期診断に，共通の研

究課題をもって口腔内を観察し，その結果をもとに，

児童生徒に示して，歯に対する関心を高めるための

資料にすることであり，今回は咀噛およびう蝕の適

切な指示をあたえることにある。

　調査対象と研究方法

　調査対象は，前2回の発表（下顎前歯部，上顎前

歯部）と同じく，麻布地区の小・中学校9校（南山，

本村，笄，麻布，飯倉，東町小学校と，城南，三河

台，高陵中学校）の児童生徒2，674名である。なお，

今回は小臼歯部の観察のため，小学校は6年のみを

対象とした。

　方法は，各自の担当学校を分担し，口腔診査を行

なったのち，歯牙の数と形の異常あるものについて

は，すべて石膏模型ならびにX線検査を行ない，こ

れらの資料を持ちよって，相互に観察した。

　観察成績

　1．頗　　度

　小臼歯の欠如は，2，674名中，82名（3．06％）に

みられ，うち男子43名，女子39名であり，とくに性

差は認められなかった。（図1，図2）

　欠如例のうち，両側欠如のものは32例（例えば，

志～十×等），片側のみ欠如のものは39例（十×，護等），

両側と片側に同時に欠如のあるもの11例（×lt××，畿等）

である。

　両側欠如では，x十×の型が22例と，もっとも多く，

片側欠如では，下顎が（×十，一辰）それぞれ10例，17

例と多く，上顎片側欠如は左右各4例にすぎなかっ

た。（図3）

　また，小臼歯欠如のなかには，乳歯が残存して永

久歯に代行しているものが，両側欠如では13例，片

側欠如では11例，また両側＋片側欠如では6例みら

れた。

　2．状　　態

　これらの欠如をよくみると，隣在歯や対合歯群に

は勿論，反対側やその対合歯群にまで歯牙の転位や

捻転などの影響がみられる。図4（A）は，十5欠如

の一例であり，図4（B）に示すように欠如側の咬

合状態はかなり乱れ，その反対側図4（C）もまた
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影響をうけている。図5，図6は前述の状態を模型

化したものである。乳歯の永久歯化したものについ

ては，X線で特異な歯根像がみられ，乳歯の歯根吸

収について一つの示唆をあたえている。（図7，図8）

　3．対　　策

　欠如によって生じたと思われる歯牙の転位や捻転

が，咬合に変化をあたえ，咀囎に大きな影響をおよぼ

し，また，その部分の汚染によってう蝕が生じやすく

なるなど，その対策については考慮すべき点が多い。

　1）欠如歯を早く発見することが必要であり，そ

　　　　　　　　　　82
ユ678　　　　　　　　　（3．06％）
図1　総検杳数と小臼歯の欠如例

1453

1143
図2

のためにはX線による診断によらなければならない。

早期発見の一つのメドとして，歯列弩の小さいもの

や，上下顎前歯部の形態異常があげられるが，これ

らは先天性欠如に関係あるとはいえ，絶対の目安と

はならない。

　2）欠如歯を発見した場合，ただちに保隙装置な

どの適切な処置を行なうよう指導することが必要で

あろう。

　3）欠如部に乳歯が残存しているとき，その乳歯

の保存についての適切な指導が望ましい。

gd！1！BB・

43
（Z94％）

dl1Ylii’

39
（3．29％）

小臼歯欠如の男女別出現率

図4（A）］5欠如の一例

476％

39．O％o

13．4％

図3　小臼歯欠如の形態別比率
　（片側，両側，両側十片側欠）

図4（B）7S欠如側の咬合状態

1

崖
牛
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図5　図4（A）の模型図 図6　上は正常咬合，下は図4（C）の模型図 図8　ns欠，乳歯残存例

六歳臼歯う蝕の実態とその対策

　富山市をまん中にはさんだ上新川郡と婦負郡は，

農村地帯で保健に対する関心もうすく，専門医も少

ないので，われわれのできる歯科指導り重点をどこ

におけばよいのか昨年の反省から本年度の調査をす

すめた。昨年度の調査では，う歯の部位とう蝕の程

度から六歳臼歯のう蝕が思いのほか多く，59．9％を

Z区していた。

　処置率は昨年に比べ中学校2．2％，高校1．4％上廻

っている程度で小学校は依然低率である。男女別で

は小・中・高校とも女子が高率を示している。

　毎年生徒より治療カードが提出され，多数のう歯

が治療されているにもかかわらず，検診では相変ら

ず治療率が低いので，新発生のう歯について調べて

みたが，この発生率が高いことと，その過半数を6

富山県上婦負養教部会・呉羽中学校

　　　　　　　浦　　田　瑳智子

歳臼歯が占めていることから，私たちは指導面にお

いて予防にじゅうぶんな時間をかけなければならな

いと思っている。

　歯みがき調査では，歯をみがいていないもの，歯

ブラシを持っていないもの，歯ブラシの使い方がじ

ゅうぶんでないもの等があり，これらの実態を把握

したうえで次のような対策を講ずべきであると考え

る。

　1．とくに小学校低学年の指導に重点をおき，地

区保健衛生指導関係者と連絡を密にし，幼児のため

の家庭の啓蒙にじゅうぶんの考慮をはらう。

　2．1年に少なくとも2回検査を実施できるよう

にし，早期発見，早期治療につとめる。

　3．治療勧告の徹底と適当な予防処置を講じたい。
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第28回全国学校歯科医大会の記

会
場
富
山
県
民
会
館
と
受
付
風
景

第1日・進行の順を追って

　待ちに待ったこの日，初秋の爽やかな晴天にめぐ

まれ，遠く県外からの参会者を迎えるにふさわしい

日，富山駅の案内所は，名古屋よりの準急，上野か

ら黒部，北陸の各急行，大阪からのしらゆきの急行

を迎え，てんてこ舞い。駅頭に降り立った参加者は，

旅塵をおとす間もなく，新装なった県民会館へと参

集する。

　県民会館は，建設費10億800万円，地下1階，地上

8階，塔屋3階，地上31m最高42．5mで県民の文化

の殿堂である。ワインカラーのモザイクタイルは県

民色をあらわし，洋一ヒに浮かぶ大戦艦を思わせるに

じゅうぶんである。

富山県民会館にて　参加者1，300名

昭和39年9月18日，19日の2日間

　最新式痔響設備と最新照明を誇る大

ホールに，場内放送で優しい女性の声

が響く。

　一一みなさまお早ようございます。

　みなさま方には遠路おつかれのとこ

　ろようこそおいで下さいました。開

　会10分前に予鈴を入れますので，い

　ましばらくお待ち願います一一

　大会委貝1韮f野定利氏（県教委保健係

長）の司会にょり，大会副委員長山本

利彦氏（県教委体育保健課長）が開会

を∵fする。国歌斉唱1回。昨年10月5

日山形大会で引継がれた大会の鐘は，

開会式満堂参加者の眼前にしつらえら

れて，坪田大会委員長の乎により厳粛

な槌打ちがなされ，いよいよ富山大会

は進行しはじめた。つづいて坪田委貝

長感激に胸つまらせて開会の辞を述べ

た後，向井大会会長のあいさつ。祝辞

は文部大臣（吉川文部省学校保健課長

凋

代読），厚生大臣（笹本厚生省歯科衛生課長代読），

中原名与会長（益川日本歯科医師会副会長代読），富

山県知事，鹿島参議院議員の祝辞，祝電の披露。

　物故会貝の生前のお働きに感謝し，冥福を祈る一

黙疇一一

　このあと恒例の表彰に移り，向井大会会長より奥

村賞について，竹内奥村賞審査委貝長より審査の報

告があって，福島奥村賞管理委貝会代表より新潟市

立礎小学校長に賞状と記念品が授与された。壇下に

保健主事を立たせ“今日の栄誉こそ，この人に与え

たい　と校長，教諭のうるわしい情景。しばし拍手

がとまらなかった。つづいて，全日本よい歯の学校

表彰に移り，湯浅日学歯副会長より審査の報告があ

って向井日学歯会長より代表の富山市立八人町小学

日

月
コ
4
趣
毬
墜
グ

か

建

つ
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向井大会会長あいさつ

校長，富山県八尾町立野積中学校長に手渡され，八

人町小学校長謝辞を述べ表彰式を終る。このあと関

大会副委貝長閉式の辞，正確に10．30．

　　特別講演。研究発表，シンポジウム

　これで第1部を終り，第2部は穂坂副会長が座長

席について講師を紹介「特に富山大会では富山の学

校を3ヵ所予め視察した上でお話を願う」ことを前

置として，細谷教授の「よい歯の学校運動の教育的

意義」の講演を拝聴（別掲参照）。

　第3部の研究発表は全国から選ばれた方々だけあ

って問題の核心に触れ聴く者をして酔わしめる境地，

時間制限でストップウォッチの針の進むことの早い

こと。先ずトップ大阪市学校歯科医会の柿野恵一先

生。学童の日常使用する歯刷子の研究。次が京都市

小川小学校歯科医の滝野英二先生。良習慣と歯矛う

蝕との関係にっいて（第2報）。次が東京都麻布学校

歯科医会の飯田嘉一先生。共同研究の東京都麻布地

区における児童生徒の小臼歯部の観察。最後は本県

の上新川郡，婦負郡一一いわゆる農村地帯の6歳臼

歯う蝕の実態とその対策について，富山県上婦負養

護教貝部会の浦田瑳智子先生が述べた。（別掲参照）

　座長は，榊原，竹内，丹羽，山田の4氏が交代で

つとめた。

　12．20より富山県を紹介する，「とやま産業と観光」

が上映された。富山，高岡を中心として新産業都市

建設と農業県から工業県への脱皮，古い伝統を守り

つづける売薬，日本霊山の立山など20分のPR。

午後は本大会の中核ともいうべきもので13．20．よ

リシンポシウムが開かれた。

　テーマは「よい歯の学校運動の分析」で1時間40

分にわたって解明が試みられた。

　司会は東京大学教授細谷俊夫氏，講師は教育委員

会から有馬武雄氏，学校側から寺崎キミ氏，学校歯科

医を代表して和記憲一氏，佐藤茂次がPR側の立場

からそれぞれ歩んできた道を表明され，よい歯の学

校運動のあり方について示唆を受けた。（別掲参照）

　　　　　　全体協議会，大会宣言

　大会日程の第5部は全体協議会。15．00～16。00ま

での1時間，協議議題8題なので提案者を5氏にし

ぼった。議長は前例によって日学歯の湯浅副会長，

前年度開催地山形の矢口会長，本年度富山の坪田会

長，次年度東京の亀沢会長の4氏。

1．学校における保健教育の根本的強化策の確立

　を要望する
　　　　　　　　　　　　　東京都学校歯科医会

2．歯刷子制定委員会の設立を要望する

　　　　　　　　　　　　　大阪市学校歯科医会

3．学童に推奨できる歯刷子の基準に関する件

　　　　　　　　　　　　　東京都学校歯科医会

4．社会保険に対し乳幼児加算を学童にまで延長

　する件
　　　　　　　　　　　　　大阪市学校歯科医会

5．小児義歯を広義に採用すべき件

　　　　　　　　　　　　　大阪市学校歯科医会

6．就業時健康診断票の歯科欄取扱いについての

　要望
　　　　　　　　　　　　　熊本県学校歯科医会

7．学校における定期健康診断時に必要とする機

　械器具の基準に関する件
　　　　　　　　　　　　　大阪市学校歯科医会

8．学校に歯口清掃のための洗口場並びに歯刷子

　の消毒と保管所を設けることを文部省に要望する

　　　　　　　　　　　　　東京都学校歯科医会

　歯刷子の基準，制定委貝会設置については，その

根本趣旨は了とされるも甲論乙駁，保留。その他は

いずれも全員賛成のうちに可決してその処置を執行

部に一任した。なお動議により，第28回大会の総意

により，この大会を意義づける宣言の要望があり，

起草案につき，竹内理事長より発表，全員拍手のう

ちに可決決定した。
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壇上にかかげられた大会宣言

大　会　宣　言

　第28回全国学校歯科医大会を通し，よい

歯の学校運動の教育的な意義と成果を評価

し，さらにこれを推し進めることの重要性

を認めた。

　よってわれわれ学校歯科医は，この線に

そって効果的な行動を展開することをここ

に宣言する。

昭和39年9月18日

　これをもって日程のすべてを終了し，平井副委員

長の閉会の辞rによって閉会式が始まる。大会の鐘は

坪田会長の手より向井会長の手へ，同会長から亀沢

東京都学校歯科医会長の手へ。亀沢会長やや興奮の

面持ちで挨拶。黒田大会委員力強く閉会を宣言。一

瞬ライトの消された舞台には，「日の丸」と「1965．

TOKYOの文字がスポットを受けて浮きだされた。

東京都役貝の手にするキャンドルのともしぴは劇的

に揺れている。

　突然拍手が起り，それが潮のように次第に大きく，

参加者全貝に広がり，何かものの気につかれたよう

に……蛍の光のメロディーにわれにかえる。来年は

東京であいましょう。東京で……

　静かに会場が明るくなって，とどこおりなく閉幕

となったのは，16．15。

　会館2階サロンを利用して，県下各地にくりひろ

げられた歯みがき講習会場，山深きへき地に巡回診

療の手をさしのべる「よい歯の学校運動」，表彰式

場風景などの写真，書，画，作文などの作品。実績

諸表の展示が行なわれた。また，表彰旗32本は奇し

くも歯の数を思わせ参観者の目をみはらせた。

　この会場の一隅では，へき地巡回診療，八人町小

学校よい歯の学校運動状況，その他富山県学校歯科

医会の活動状況を映写，スライドによって説明さ

れた。

○歯科医療器材展

　県民会館1階の展示場にパネルを使用して，歯科

材料や器械の展示が行なわれた。これは地旭笹木歯

科器材店を通して幹旋して貰い，地尼の事務用品な

ども加えると約30商社の展示がなされ．終日盛会で

あった。

　　　　　　　懇　　親　　会

　午後5時から，ナチのマークで有名なベアリング

の不二越工業の体育館で行なわれた。

　　　　　　　展　　示　　会

○目で見るよい歯の学校運動展
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　大会委員大井潤氏の司会で，島田副委員長の開会

の辞。坪田大会委員長の挨拶。富山県議会議長柚木

栄吉氏，富山市長湊栄吉氏，本県出身大会参与（北

海道）館山文次郎氏の祝辞をいただき，富山県民謡

おわら保存会貝による「越中おわら節」踊が郷土色

もゆたかにくりひろげられた。

　本市の近郊八尾町に発祥したといわれる越中おわ

ら節は民謡の大御所として全国的に有名である。

　古くから二百十日前後には，情趣豊かな唄や三味

線，胡弓に合せて，毎夜町内を踊り廻る風習は年と

共に盛んであります。

　なかでも「風の盆」と称して，9月1日，2日の晩

は古刹聞名寺境内を中心に，唄，唯子，踊の競演と

もいうべき一大競演会が展開せられ，老若男女を問

わず，技と衣裳を競って徹宵踊り抜く情緒れんめん

たる風情は民謡情緒の圧巻であり，県内はもとより

県外から雲集する観衆は，実に10数万といわれてい

ます。

　　へ来る春風　氷がとける

　　　　　うれしや気ままに　オワラひらく梅

　　へ富山あたりか　あのともしぴは

　　　　　飛んで行きたや　オワラ火とり虫

　　　（唯子）浮いたか瓢箪　軽そうに流れる

　　　　　　　行く先きゃ知らねど

　　　　　　　　　あの身になりたい

　　　　　　　越中で立山　加賀では白山

　　　　　　　　　駿河の富士山　三国一だよ

学校視察・よい歯の学校

　学校視察は日程の関係もあって，よい歯の学校運

動冊子，フィルムによる紹介にとどめることにした。

　研究物をひもといてみると，

雨をついて観光

　1．富山県よい歯の学校運動　2．富山県学校歯

科衛生の概況　3．学校歯科保健指導の実際，その

他，各小学校の半減運動の報告多数である。

観光は黒部
　運悪く，豪雨。事務局職貝の昨晩の精進が悪かっ

とひとしきり，地鉄観光バスに分乗して一路宇奈月へ。

　黒部峡谷は，立山，白馬の両山脈が造成する大峡

谷で両岸はいずれも1，000米の断崖に吃立して屏風

状をなし，その景観は頗る豪壮である。奔流する黒

部川の碧く，岩壁を掩う原始樹海の美しさは男性的

峡谷の極致をなし八千八谷四十八力瀬と称され千変

万化の水と渓の奥深く幽玄なる景観は他に比類なき

ものといわれている。最近国の文化財とも指定され

その源には世界に冠たる黒部第四発電所の建設をみ，

天下に名をはせている。いまは煙と水しぶきに包ま

れ情々としてわが胸をうつ。

　断崖にたつ旅館の窓から，また浴槽につかりなが

ら，窓越しに眺める渓谷に2日間または4日間にわ

たる行程をおわって，温泉の情緒をたんのうしてい

ただけたと思います。　　　　　　　　　　（有）

　　　　　　　大　会　片　々
○事務局職貝はベテランぞろい

　　富山県の学校歯科医会は他県と違って，県教

　育委員会に事務局があり，県の職貝が事務局貝

　を兼ねている。故に大会事務局構成にあたって

　も，国体や全国大会を何度も経験したつわ者ぞ

　ろい。それに学校歯科医の先生方。あわせて北

　日本新聞のPRもきき「むし歯半減達成記念事
業だ」といやが上にも盛り上がりをみせ，スム

　ーズに準備がなされた。

○国体ばりで，進行には秒きざみといかなかった

が分きざみ，ところが中食後写真撮影についてマ

　イク嬢，いおうとしたところへ，チョット待った。

　飛び入り，そのアナウンスの長いこと。時機を
　失したので中食後の写真はオジャン，後から。

○連絡不充分
　　細谷講師の「よい歯の学校運動の教育的意義」

終るや満堂万雷の拍手。どん帳スルスルとおり

始める。穂坂座長，細谷講師にお礼言上，それ

　を意に介さないようにどん帳が下る。（操作は

　すべてかげで操作）司会者席ではヤキモキすれ
　ど何とも手の打ちようなし。　　　　　　（有）
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富山大会回顧と反省

記念の鐘をうつ坪田委員長

大会への準備

　富山県において全国学校歯科医大会を開催いたし

ましたところ，北は北海道から，南は鹿児島まで千

数百名の諸先生方のご参加をいただきましたことを

厚くお礼申しあげます。と共に手落ちの多々あった

ことを深くおわびいたします。

　少しばかり大会の裏話などを申しあげ，ご批判い

ただくと同時に，何かのご参考になれば幸いと存じ

ます。

　まず大会の日時につきましては，東京オリンピッ

クの前後2カ月間はできるだけ，こうした大会は遠

慮するようにとの文部省からのすすめもありました

が，準備の都合や，北陸特有の天候，日中の長短も

ありますのK’，特にお願いして9月に決定していた

だいた次第です。

　あたかも時期が台風の季節でもあり，どうなるこ

とかと心配は絶えませんでした。

　また，大会の持ち方については日学歯と協議し，

本県の「よい歯の学校運動」を中心とした，いわゆる

本県独自のう歯半減運動の成果についてを主題とし，

スローガンも「よい歯の学校運動の分析」と決定さ

せていただいた次第です。

　そこでまず6月初旬に富山県よい歯の学校運動の

実地調査を迎えました。調査団は東大細谷俊夫教授，

日学歯向井会長，日学歯竹内理事長ほか数名の方

で，3日間にわたり県内小・中学校等の実態，PT

大会委貝長坪田忠一

A，校下の団体の座談会等に臨席を得て，実態を調

査してもらいました。しかし調査団が私共の運動を

如何に受け取って帰ったかが心配でありました。

一国一城の主の集合体のなやみ

　学校保健の立場から，この大会の準備・運営は県

学歯会，県歯会，県教委体育保健課，市の学校教育

課のお世話になることとなって五部に分かれました。

　各部長には学歯会の役貝が担当しましたが，事務

の進捗は素人の悲しさから，もう一歩というところ

で締めくくりがうまく行かないし，期日の切迫につ

れて気が気でなりません。

　8月に入ってからよくよく考慮してみると，これ

ではとても事務が円満に運ぶかどうか，危ぶまれて

きたので私も一つの決意をしました。そして，山本

体育保健課長に私の意見をのべ，事務の総てを県教

委の体育保健課と市教委の学校教育課にお委せする

こととして，私は頭を下げました。そして学歯会の

役員はできるだけ時間を云々しないで事務局に出席

するように決めたのです。けれども私どもは医業の

忙しさで，なかなか出席率はよくなりませんでした、

しかし県の体育保健課では，これまでの全国大会の

経験を基礎として，大会までに支障なく準備完了す

るよう万全を期していただきました。1カ月余りと

いうものは大会準備に深更まで取組んで貰ったわけ

です。お蔭様で歯科衛生協議会の前日までにすべて

準備が完了しました。やはりこうした組織でないと，

能率があがらないと，私はつくづく思いました。．

駅頭の歓迎

　歯科衛生協議会が16日午前から開催されるので，

早い第一陣は15日午後到着される。駅には案内所を

設置して係貝数名派遣しました。また，時間の許す
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かぎり，私も出迎えましたが官庁，および日本歯科

医師会の見知らぬお方にはつい失礼したようです。

大会受付

　どこの大会でも受付は混雑するので，とくに留意

して，県教委，市教委の職貝，保健主事，養護教諭

等，諸先生のご援助を得てテキパキと処理しました。

受付で手間どると，会場がざわついて落ちつかない

ものです。まずここの鮮やかな処理ぶりは，範とし

てよかったようです。お蔭様で厳粛に大会を進行す

ることができました。

展　示　場

　展示場には富山県よい歯の学校運動の優秀旗が32

本陳列され，本運動の歴史を物語っていました。

また，映画で照会し，写真展示（北日本新聞社提供）

して大会と共に富山県よい歯の学校運動の実績を紹

介させていただきました。

懇　親　会

　伝染病流行の季節であり食品衛生にも注意し，料

理人の保健管理にも全力をつくしました。にぎにぎ

しく開宴のできたことを感謝いたします。余興が少

少不足だったようで，これは不行届をおわびいたし

ます。

　参加会貝のご挨拶は，本県に縁の深い方として館

山文次郎氏にお願いしました。氏は富山市岩瀬町出

身で日歯の理事であります。

　ただし会場が余り遠かったのでご迷惑をおかけし

ました。こんどゆっくりとこ来富下さいまして人情

こまやかな富山を見直していただきたいものと思い

ます。

あと始末

　不二越体育館のパーティーを終えて，細谷先生を

宿舎に案内して大会会場の県民会館に帰ってきまし

た。役貝諸君もほとんど帰宅していました。大会会

場展示会場と片付け終って一服というところで，橋

爪・吉野両係長が回顧談にふけっていました。

　快晴に恵まれた，盛大だったと，大会の昂奮がさ

めません。私が，もう一度こうした大会をやりたい

ものだといいますと，吉野係長がこんなに骨を折っ

て苦労していてまたかとあきれたようにいい，一体

あなたは何十歳まで生きるつもりかときいたので，

まだまだ10年や15年は生き抜けるといって大笑いし

たものです。

思いがけない出来事

　明日は観光だ，どうかあと一日無事平安なれかし

と念じつつ眠りにつき，翌朝6時起床すると，何と

思いがけない豪雨が降りしきっているではありませ

んか。神仏よ助け給えという間もなく，けたたまし

く電話がなりひびきました。

　東京都の会員で村井旅館宿泊の森川氏が深夜長時

間停電のため，勝手不馴で二階から落ち怪我をした，

救急車を呼んで市民病院へ運ばれ，手術を受けてき

たが出血多量である。観光をやめて本日飛行機で帰

京するから，明日の飛行機を本日に変更するよう委

貝長よろしく頼む，そういう電話でした。シマッタ

と思ったことです。早速事務局に行き，有馬指導主

事と共に見舞に行きましたが，予想したより軽症の

ようでやや胸をなで下しました。飛行機等の手続は

万事うまく行きました。空港までお見送りする予定

だったが，ご友人の祓川先生が同行されたので，私

は観光の出発を見送りに行った。旅先で，病気にな

ったり事故の起るほど心淋しいものはない。こんど

のような場合に宿舎のものを呼んで，懐中電燈その

他臨機の方法をすぐに講じて行動するよう予め話合

っておくべきだと反省しました。祓川先生には奥様

と別れて黒部探勝を中止され，ご友人の看護に当ら

られたことに本当に敬意を表します。私もかって鬼

怒川温泉で浴室ですべったことがありますので注意

せねばと思います。

旅 館

　宿舎は設営部に属していたので，深山部長が頭を

いためていました。

　私が大会当番を表明した時に，青森の梅原氏が旅

館さえうまくやれば成功だよといったので，なるほ

ど寝床というものは一番大事なものだなと再確認し

たものです。設営部と市教委旅館組合とで宿舎の割

振りをして貰いましたが，しかし私も一応眼を通し

て意見を入れさせて貰うようお願いした。そして，

東京のような沢山参加者のあるところは別として，
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出来るだけ各県を分宿しないように希望しておいた

が，出来上ったものを見ると，申込順番に割当てた

ため，同県人でも旅館が違ったり，ご夫婦で旅館が

違ったりしたのでこの調整には一方ならぬ骨が折れ

ました。

　旅館側にしても，全国大会かと，初めは希望して

いなかっ夷ものが，学校歯科医なら是非共という有

様で，旅館組合にしても転手古舞の有様でした。

　同一グループが二つの旅館に分かれたり，同一の

部屋に異グループがはいったり，何しろむずかしい

もので，ご不満の方も多々あったでしょう。おわび

いたします。

観 光

観光は交通公社に委ねたため落第でした。深くお

わびいたします。

　遠来のお客様をお迎えして，無事故万全を期すべ

く，如何なる場合にも役立つように観光部員を宇奈

月に派遣しておいたのに，あまり役に立たず残念で

した。奥黒部を雨にぬれながら探勝いただきました

ことを厚くお礼申し上げます。

結び　　亡き人への哀悼

　いろいろとつまらぬことを並べましたが，ご批判

下さい。今年は東京都で大会が開催されますので，

お礼に大勢参加したいと思っております。

　私も富山県よい歯の学校運動が7か年で全国第1

位にっ歯半減達成したことと，全国大会が盛況裡に

終えたのを機に，あとを菅田氏に継承してもらいま

したので，よろしくお願いいたします。

　人生無常の世界というか，その去来も不思議なも

のです。全国学校歯科医大会皆出席の高津弐先生が

死去されました。哀悼にたえません。先生は常に大

会の出席は健康と時間と銭子がなければできないと

いわれていました。私も大会のことで，二，三回お

訪ねしまして，ずいぶん力を貸して頂きました。毒

舌も吐かれるが，よい先生でありました。宿舎につ

いてはご高齢だから特に閑静な所にと留意したこと

も，もう思い出の一つです。富山大会は最後の御出

席でありました。先生の御冥福をお祈りします。

　塚本剛一氏も学校歯科に情熱をこめ，昨年文部大

臣賞を授与されたほどですが，氏も狭心症のため逝

去されました。謹んで御冥福をお祈りいたします。
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昭和39年10月26日

文部大臣

厚生大臣

殿

殿

一

博

揆知

田

愛

神

　　日本学校歯科医会会長　　　向

第28回全国学校歯科医大会議長団

日本学校歯科医会
富山県学校歯科医会

山形県歯科医師会
東京都学校歯科医会

湯

坪

栗

亀

井　　喜　　男

浅

田

田

沢

仁

一
郎

ヱ

　

　

三

ズ

泰

忠

権

シ

第28回全国学校歯科医大会要望事項の陳情について

　昭和39年9月18日富山県において開催いたしました，第28回全国学校歯科医大会において，別紙の通

り要望することを決議いたしましたので学校歯科衛生振興のため，それぞれの所管事項に関し，早急に

措置されるよう強く要望いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　要　　望　　事　　項

1．学校における保健教育の根本的強化策の確立を要望する。

理由　学校保健の重要性は学校保健に関する大会などにおいて，常に強調されているにもかかわらず，

　　　教育の現場においては保健教育が軽視されている現状である。

　　　　これは上級学校進学にともなう基礎学力の指導に教師の力が注がれる結果であり，時間的に余

　　裕のない教師は保健にまで手が届かないと聞いている。

　　　　また，オリンピックを契期として体育謳歌の風潮が高まり，いっそう学校保健が忘れられやすい・

　　　　このさい，児童生徒が自己の健康上の問題点を解決する能力を高めるが如き真の学校保健の意

　　義が広く現場に理解され実践されるよう，根本的な強化策を講ずることが必要な時期に到達している。

2．学校に歯ロ清掃のために洗口場並びに歯刷子の清潔な保管場所を設けるよう措置されることを要望

　　する。

理由　児童生徒のう蝕予防上，学校において歯口清掃を行なうことが極めて望ましいことであり，現

　　　に実施している学校も少なくない。

　　　　しかし，学校の現場においては，多数児童が短時間に行なうための洗口場が不足しているため，

　　　歯口清掃を実施し得なかったり，また実施していても児童が著しく不便を感じている現状である。

　　　　よって，過般，文部省から通達された学校環境衛生の基準の（8）項の中の水飲み，手洗場ととも

　　　に，洗口場を必要数設けるように改訂することが必要である。また，これに併せて歯刷子の清潔

　　　適切な保管場所を設けることを付加することが必要である。

3．就学時健康診断票の「餉歯数」欄の取扱いについて要望する。

理由　学校保健法施行規則第2条にょって定められている就学時健康診断票（第1号様式）の「鯖歯

　　　数」欄は処置と未処置が分けられているだけで，乳歯，永久歯の区別がされていないが，これを

　　　改正し区分するようにすることが必要である。その便法として「処置」「未処置」の2欄を縦に

　　　中央から区分線を引くことによって現状のままでも実施しうるので，このような措置を講ぜられ

　　　ることが必要である。

4．社会保険において学童の小児義歯の採用と乳幼児加算の延長を要望する。

　理由　幼稚園や小学校低学年児童において，未だ永久歯が咀塒機能を現わさない時期に，ほとんどす

　　　べての乳歯が進行した隔蝕のため残根状態となり，咀咽機能を喪失してしまった幼児・児童が少

　　　なからず見られることはまことに寒心にたえない。

　　　　しかるに社会保険において現在は，乳歯抜去後のi義歯は適用されていないので，これを社会保

　　　険に採用されることが望まれる。

　　　　また，現在5歳までに認められている乳幼児加算を，学童の処置の困難性に鑑がみ学童期まで

　　　延長されることが望まれる。
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第2回学校歯科衛生研究協議会

「学校歯科の手引」（案）の検討

　昭和39年9月16日，富山市公会堂において全国

都道府県から70余名の代表者が参加して，これか

らの学校歯科衛生活動の指針となる「学校歯科の

手引」案を検討する重大な協議が行われた。午前

9時から午後4時過ぎまで熱心な協議が行われた

結果，同手引案の第1章，第3章は満場一致採択

されたが，第2章の「態度の評価」に関する部分

はさらに研究して，来年度再協議することに決定

した。

　「学校歯科の手引」案は，昭和38年度の全国学校

歯科医大会において採択された「予防処置委員会

の答申」にもとずき，今後の学校歯科衛生活動のた

めの試案として書かれたものであって，起草委員は

下記5名である。

　東京歯科大学教授・本会理事長　竹内光春，日本

歯科大学教授・本会常任理事　丹羽輝男，日本大学

歯学部講師・本会常任理事　山田　茂，東京都中野

区立第11中学校歯科医　小西忠一，埼玉県川口市立

前川小学校教諭　松田斗次郎。

　学校歯科の手引き（案）の第1章（学校歯科は如

何にあるべきか）は1）学校歯科の問題点？）学校保健

の二面とその変圏）学校歯科への管理的な期待とそ

の変遷4）学校歯科への教育的な期待の変化ラ）予防処

置委員会答申の意味，からなり，学校歯科のあり方

に対する基本的な考え方を述べ，第2章（学校歯科

は子どもがどんな状態になったとき目的を達成した

とみるか）は，第1章を受けて問題解決能力の評価

に主題をしぼり，具体的な試案を示し，第3章（学

校歯科医はどのように執務したらよいか）は第1，

2章の主旨に添うような学校歯科の執務のあり方に

っいて試案を提示したものである。

　協議は新潟市礎小学校長　重野　幸氏，和歌山県

教委技師　川口吉雄氏を司会者として進められた。

協議の大要

第1章「学校歯科は如何にあるべきか」の協議

　　　　　研究協議会のひとこま

　当初，竹内委員より全般に渉って説明，小西委員

より予防処置委貝会の答申にもとついてこの手引案

作成が行われた経過についての補足説明があり，こ

れに対して質問，要望があったが，向井会長，竹内

理事長，松田委貝などの説明があって了承，結局全

員一致賛成した。

　質疑，要望の要点は次のようであった。

竹内委員　第1章の1～4項説明，小西委員5項

　説明。

重野議長　学校は教育の場であるのにかかわらず，

　従来検査の事後措置だけに熱を入れているところ

　が多かった。本案では教育の立場から管理面だけ

　でなく，教育面，特に教育の本流である問題発見

　能力，問題解決能力の向上に重点を置いて述べて

　いる。ただ高度の教育論であるために，学校歯科

　医の方の中には見慣れない言葉に出会うかも知れ

　ません。いわば余りに美入でとりつきにくい点が

　あるのではないかと思う。

黒沢氏（秋田県）　早期治療は子どもにとって多くは

　嫌なことである。これを克服するには学校での教

　育だけでなく，保護者への教育も必要である。こ

　のことをこの章に入れてはどうか。

永田氏（茨城県）学校教師の行うべき歯科教育の責

　任を明かにする必要があるのではないか。
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角田氏（大阪）家庭への教育の必要なことを明記し

　てはどうか。

嶋　氏（京都）地域社会への教育は是非必要なこと

　である。

平田氏（栃木県）　学校歯科医が校内処置をすると，

　教師は歯のことは学校歯科医にまかせるというよ

　うな結果になりやすい。へき地などでない限り，

　校内処置はかえって好ましくない結果を招くおそ

　れがある。

重野議長　地域社会への教育は歯科衛生活動だけで

　なく，教育全体の立場から，また学校経営の立場

　から一一つの教育活動として学校教育が地域社会に

　浸透するような諸計画を立て，それによって教育

　を進めて行くべきものであって，いわば学校自体

　がこの間題を解決して行くのが教育のあるべき姿

　であると考える。

竹内委員より重野議長と同主旨の説明があり，山田

　委貝より地域社会への教育は当然必要であるが，

　学校の教育方針へこの主張を持込むというのでな

　く，学校歯科医の立場から学校教師とともに地域

　社会への働きかけを考え，実践することが実際的

　であると思う。このことは第3章に記載してある

　ので，そのところでご協議願いたいとの説明あり。

松田委員　学校の教師が健康ということはほんとう

　に大切であることを子どもに教え，その上，管理

　面から，むし歯のある子どもやその父兄に対して

　学校歯科医の方がもっと強く発言してもよいと思

　う。いま一つ，保健教育の教材としてむし歯を取

　上げることは適切であり，これによって保健教育

　の大方は指導できるものと考える。

久保内氏（青森県）松田委員の発言に同感の主旨を

　述べる。

向井会長　この第1章を，もっと掘下げて勉強して

　いただき，ほんとうに自分のものにしてもらいた

　い。先ほど，重野議長から美人とほめられたが，

　ほんとうに自分のものにしないと，他人に書いて

　もらったラブレターのようなものになる。教育と

　いい，管理というも学校教育，学校保健という立

　場からは2つにして1つである。学校歯科医の仕

　事についてもこの2つにまたがるようなものにし

　ていただきたい。

重野議長　教育の立場を基盤とした学校歯科のあり

方についてはどなたも異存がないようであります

ので，御異議がなければ第1章は満場一致ご賛同

を得たものと認めます。なお印刷にする場合には

字句表現に多少の変更があるかも知れないそうで

すが，その点も併せてご了承を得たいと思います。

（異議なしの声多数）

　as　2章「学校歯科は子どもがどんな状態になった

　　　　とき目的を達したとみるか」の協議

　こうして午前中の協議を終り，午後1時から第2

　章の協議に入る。

竹内委貝　学校歯科の活動を行おうとするとき，子

　どもがこのような状態になったときに目的を達し

　たという目安があれば，実際活動は行いやすいと

　思う。歯科に関する教育の面では知的理解，習慣

　形成などのほかに，態度の向上があるが，ここで

　は態度の評価だけを取上げている。それは，知的

　理解や習慣形成についてなら従来評価が行われて

　いるし，研究もされているが，態度については一

　番大切であるのに評価が困難であるために，じゅ

　うぶん行われていなかったので，学級担任教師が

　日常観察から大方の見当のつくような参考資料と

　なるもので，学校歯科医もそれを見れば，歯の検

　査と処置をするだけでなく，学校歯科の目的がこ

　んなところにもあるということが理解できるよう

　なものを作りたいと考えたからである。

　　ここには態度の評価の1例をあげているが，そ

　の中でA，B，　Cの3段階に分けてあるのは全国

　平均によったものでなく，また学年別にもなって

　いない。学校歯科医の方からは異論もあると思う

　が，これは各自自分の学校で態度の評価を行う場

　合，評価基準を作る際の参考資料と考えていただ

　けばよいわけである。またこの手引を作るとき，

　時日がせまり，時間的な余裕がなかったために細

　かい検討を行い得なかったので，一応これで協議

　にかけて皆様のご意見を伺うということになった。

松田・丹羽委員　評価尺度案（表1，2，3，4）の説

　明を行う。

　出席者数名から第2章の評価尺度案，特に表2，

　3のA（よい），B（ふつう），　C（おとる）の3段

　階区分について疑議，異議が出された。竹内，小西，

丹羽，山田各委貝が交互に立って説明し，じゅうぶ
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ん研究したい旨を答える。榊原氏（名古屋）からA

の到達目標だけを示してB，Cを除いてはどうかと

いう提案があり，山田委員がこれに対して，今後時

間をかけて研究してみたいと思うが，その上で，3

段階に分けることが不適であるか，あるいは無理で

あるということになれば，到達目標だけを示すこと

も一一方法であると思うと答える。

　重野議長から評価尺度案としてでなく，ある学校

の事例としてあげるという方法もあるとの助言あり，

松田委貝からは到達目標だけでは子どもの目標に到

達しようとする意欲をなくすおそれがあるので，現

段階をふまえて「ふつう」「おとる」を入れ，その

上，到達目標を示すことが実際的であるとの意見が

出された。これに対し榊原氏から到達目標とA，B，

Cを含んだ事例を示すことでよいではないかという

意見，および目的，指導方法，評価法の順の記載が

よいとの意見が出された。さらに一，二の参会者か

ら今回は1，3章だけにして，2章を除いてはどう

かという意見も出された。これに対して竹内委貝よ

り第2章は先ほどお話したように研究不じゅうぶん

な点は認めるが，この章を除くことはいまのところ

考えていない。今後，時間をかけて研究してみたい

旨答える。

　最後に重野議長から，委貝側は研究の時間をほし

いという意見のようだから，この章はみんなで今後

も研究して，来年度にもう一度協議することにして

はどうかという提案があり，全員これを了承して第

2章の協議を終る。

　第3章「学校歯科医はどのように執務したらよい

　　　　か」の協議

　議長川口氏に交代して協議に入る。

　第1項を竹内委貝，第2項を小西委貝，第3，5

項を山田委貝，第4，6項を丹羽委貝より説明。若

干の質問があったが．委員の説明を了承して質問を

終る。

　川口議長より第3章は皆様の協議の結果ご賛同を

得たものと認めるという発言があった。なおここで

も第1章同様若干の字句，表現の変更があるかも知

れないので委員に一任願いたい旨を附言して第3章

の協議を終る。

　向井会長より全般的な感想を述べ，各学校，地域

社会の実状にそった実施計画にもとついて無理をし

ないで，一歩一歩たゆまずに努力をつづけて行くこ

とが必要であると述べられた。

　最後に重野議長より参会者一一同に，熱心な討議と

議長への協力援助を謝し，皆様の意見，要望を取り

入れて学校歯科医にも学校にも役立つものにし，学

校もそれを活用することによって新らしい方向に変

って行くことを期待ずると述べて，午前9時より7

時間余におよんだ協議会を終了。時に午後4時20分

を経過していた。　　1　　　　　　　　　　（Y）
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「学校歯科の手引」編集委員会の経過

　昨年の富山の全国学校歯科衛生研究協議会で，別

掲のように，学校歯科の手引（案）については，と

くに，第2章「学校歯科は子どもがどんな状態にな

ったとき目的を達成したとみるか」のうち，態度の

評価に関する部分は来年度大会までの研究課題とな

ったので，この約束を果すために，前回の編集委貝

に教育評価の専門家と現場の教師の参加協力を求め

ることになり，その交渉を進めた結果，編集委員の

ほかに，東京大学教育学部で教育評価専攻の肥田野

直助教授を助言者に迎え，東京都学校歯科医会から

推薦された淡路小学校，神田小学校の校長，保健主

事，養教および編集委員の1人である松田委貝の埼

玉県前川小学校から校長，関係教師などの参加協力

を願い，地方からのアンケートの集計のできた3月

から，昭和40年度の第1回の会合を持ち，以来今日

まで6回の会合を重ねてようやく試案を作りあげる

ところまでこぎつけた。

　第1回（昭和40年3月23日）

　前回の全編集委貝竹内，丹羽，山田，小西，松田

各委員と東大の肥田野直先生，淡路小学校，神田小

学校の校長，保健主事，養護教諭，前川小学校の石

川教諭が参加した。この集会では竹内委貝から手引

編集の主旨とこれまでの経過を説明し，現場の教師

にも実践意慾を持たせるような魅力あるものにした

いと述べた。これに対し現場の教師側から意見感想

が熱心に述べられ，肥田野先生からは2，3の助言

をいただいた。編集委員側からも補足説明や希望が

述べられた後，山田委貝から，当初は現場の教師の

方々に，現在の各自の学校の実状にそった，そして

実際に行ない得るような評価案を立案してもらいた

いとの提案があり，この提案に関し現場の教師側と

編集委員と話し合った結果，次回までに各学校の案

を持ちよることになった。

　第2回（4月13日）

　全編集委員と肥田野先生，淡路・神田・前川小学校

の校長，保健主事など出席。各学校の案を検討した結

果，各学校の案は前回集会の申合せに従って，主とし

て評価目標，評価方法，評価尺度の設定に重点をお

いて記載されているけれども，現場の教師にとって

は，指導目標，指導方法が示され，そのような指導

の結果どの程度まで目標に近づいたかを評価すると

いう一般順序に従った記載が受入れられやすいとい

う意見が出され，肥田野先生からも助言があって，

今一度各学校案を検討，立案してもらうことになる。

　第3回（5月11日）

　前回同様全編集委貝と肥田野先生，3小学校から

の参加を得て，再提出案を検討する。各学校案には

それぞれ特色があり，全般的な記述が簡明でよくま

とまっている神田小学校案，指導方法が詳細明瞭な

淡路小学校案，評価方法が具体的詳細明確な前川小

学校案など各々優れた点があった。しかしながら，

これを一つの案としてまとめることは困難な点があ

何回も繰かえされている委貝会（40・7・6）

るので，評価案の系列，範囲を定めた

枠組を作って，これにあてはまるよう

に各学校案をいま一度立て直してもら

うこととし，その枠組を麹町小学校の

片寄校長にお願いすることになった。

片寄校長は淡路小学校長から4月に麹

町に転任されたもので，これまで淡路

小学校長としてこの編集委貝会に参加

していただいていたので，一同の希望

にょり引続き参加協力していただくこ

とになった方である。

　第4回（6月8日）

　全編集委貝に肥田野先生，淡路・神
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助言者の　東大・肥田野助教授

田・前川小学校の

先生方と，麹町小

学校片寄校長が参

加。各学校案を詳

細に検討。次回ま

でに各学校の最終

案を持ちよること

になった。この集

会でも3つの案を

1つにまとめるこ

とには困難がある

ことが了解された。

　第5回（7月6日）

　この日は，たまたま参議院選挙発表のため，予定

の日歯会館の部屋がふさがり，出入のうなぎやさん

の二階へ会場を移して開いた。

　向井会長を迎えて，編集委員に肥田野先生，各小

学校教師が参加して，各学校案の説明をじゅうぶん

に聞く。次回には小委員会をもって編集作業に入る

ことをきめる。

　第6回（7月20日）

　この日は午前中から夕方まで日本歯科医師会館の

一室に罐詰になった竹内，山田，松田の3委貝が編

集に着手。原案の大綱を定めるところまでこぎつけ，

これを山田委員がとりまとめ起草することになる。

　上述のようにこの編集委貝会はまだ終っていない。

だがようやく先が明るく見えてきた。ここまでくる

間，公私ともにご多忙のところを毎日欠かさずご出

席いただいた肥田野先生，淡路・神田・前川小学校

の先生方，片寄先生に心からお礼を申し上げたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y）

紹　介

あ　な　た　の　歯

　　一一それを護るために

　　　　　　（京都・臨床歯科社発行）

　著者Dr．　J．　J．　Millerはニューヨーク大学歯学

部助教授で，多くの原著を持たれる臨床家。ノー

スウェスタン大学の，故Dr．　G．　V．　Blackのお弟

子さん。

　訳者は，信原健介氏。原本が一般向に書かれた

といっても専門書である。よくこのように醸訳く

さくない流麗な日本語版ができたものと感心させ

られる。

　内容は，歯の歴史に始まって，ムシ歯対策の概

況に終る26章150項目にわたり，一応歯のことな

らなんでもといえる。ある意味では口腔衛生の辞

典ともなるし，小中学校等で教材前の教育資料と

して適当なものである。

　とにかく，パラッと開いて読むページに，うま

い！と思うことが一つぐらいは，たいていある。

おそらくこれは著者のセンスであろうが，世間的

につまらないと思われがちな保健の教養書では珍

らしい。餉蝕予防の新らしい研究も，大方承認せ

られたものが撰択されて要旨が述べられている。

本書はアメリカで好評であったと聞くが，この種

の本の多い中ではすぐれているからご活用をおす

すめしたい。

　私は故浜野松太郎博士の古くからの口腔衛生の

歩みを知る友人のひとりである。博士が永年日学

歯副会長として活躍されたことは皆様ご存じの通

りである。特に日本愛歯連盟への情熱は，彼の心

に最後まで燃えつづけたものと思う。信原健介氏

はその愛歯連盟の熱心な協力者であった。私は故

浜野副会長追悼の気持からも，本書の紹介をお引

受した次第である。　（向井喜男）
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学校歯科の手引（案）

の

アンケート

　学校歯科の手引（案）は，昭和39年9月16日，富

山市の学校歯科衛生研究協議会で検討され，そのさ

いの発言は別掲のようであるが，この協議会のさい

に，手引案のなかに予め一枚刷のアンケート用紙を

用意しておき，協議会終了時に記入を求め39枚の回

答をえた。

　さらに，当日の申合せにより，案の研究に役立て

るため，本会から，協議会終了後9月24日に各加盟

団体に手引案を添え（余分の申込にも応ず），任意な

形式で意見，感想の回答を求めたところ9府県から，

なかには長文の感想文や手引書案のプリントに添削

したものなど熱心な貴重な意見をいただいたので，

それらの要点を報告する。

　　　　研究協議会当日のアンケート

　回答をえた39枚の内訳は、学校歯科医32，教委2，

学校教員1，不明4である。

　（1）全体に対する意見

　　　「手引書としてはこれ以上詳しく書くことは

　　なかなか困難ですが，この程度のものでよいで

　　すか」に対し，「よい」21，「ほぼよい」16，「わ

　　るい」0，無記入2であった。

　（2）第1章（学校歯科は如何にあるべきか）に対

　　する意見

　　　主論に対しては全面的に賛成（坂本・福岡），

　　今後こうした方向に進むべきである（永田・茨

　　城），教師に対するよきラブレターとおもう（中

　　野・覚賀教委），大へんよい（仲野・福岡教委），

　　批判的な意見もあるがこれでよい（加藤・福

　　岡），その他趣旨としてよいとするもの合計16

　　で，性格を強くうちだせ（岩沢・千葉），要点を

　　きびしく表現せよ（榊原・愛知），問題解決能力

　を低学年に期待できない（坂本・福岡），その他

　の意見があり，また文意が難解であるとするも

　の5があった。

（3）第2章（学校歯科は子どもがどんな状態にな

　ったとき目的を達成したとみるか）に対する意見

　　原案に賛成するもの9，反対1，その他15の

　改正意見が出されているが，この大部分は別掲

　協議会記録に記録されている内容であったので

　省略するが開業歯科医に評価の協力を得るこ

　とは現状では困難である（小松・岡山）などが

　あった。

（4）第3章（学校歯科医はどのように執務したら

　よいか）に対する意見

　　よいという主旨のもの14，根拠法令を示せ

　（永田・茨城，加藤・福岡），健康手帳にふれよ

　（篠田・大阪），項目・内容，精揖を整理せよ

　（榊原・愛知）などであった。

㈲　その他の意見

　　いまの学校保健は若い医師に見はなされてい

　るといってもよい状況で，これを何とか関心を

　もたせる方法はないか（岩沢・千葉），災害の問

　題を入れよ（朝浪・静岡）などのほかは，早く

　出してほしい，周知徹底の困難さなどがあげら

　れていた。

　　　　　協議会後の郵送による感想

　回答を頂いた府県は，秋田，山形，福島，群馬，

茨城，埼玉，京都，岡山，鳥取の9府県で，山形，

埼玉1ま県の団体としての意見をのべ，さらに埼玉は

個人から7名，鳥取，茨城が個人各2名，他は個人

1名ずつで，個人の回答は合計17名であった。

　団体としての意見

　県としてまとめた意見については，山形県は，・全

体に対する意見は，「よい」7，「ほぼよい」6，

「悪い」0である。

　第1章に対する意見の要約は，現時点におけるあ

り方としては適当であるが，全国に配布する立場か

ら抽象的にならざるをえないだろうが，余りに抽象

的であり，具体性と説得性を加味されたい。また，

将来の学校病対策の立法の方向が明確でない。

　第2章は，標題の主旨はわかるし，評価尺度を示

すことは具体的でよいが，その項目を縮小，簡略に
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するのがよい。

　第3章は異論があまりない。その他として，各県

ごとにこれを基礎として実施要項を作ることが必要

となろう。

　埼玉県は，全体に対する意見は「よい」，第1章

に対する意見は，．親の積極的な協力をうるよう助言

すること，学校保健委員会の活用，学校当局の保健

活動を促進させる。学校病のうちいちばんとりつき

やすいことを考える。第2章に対する意見。よくか

む，よく食べる，よく掃除するという習慣面を入れ

てほしい。第3章に対しては，専門医としての助吾，

教育に精進する。その他として，歯の衛生の必要性

についての記載が望ましく，また，その解説プリン

トがほしい。また，手引の配布方法は組織を通じ，

よく理解させて配布してほしい。

　個人としての意見（教育関係者）

　このなかには，歯科医師もあるが，団体で，とく

に教育関係者に依頼して感想や意見をまとめていた

だいたものが多い。次に教育関係者からのおもなも

のを匿名で要点を紹介させていただくことにする。

　1．埼玉県某小学校保健主事

　　校外治療勧告の方針はもっともであるが，これ

　では処置の完了は望めなくともやむをえないと解

　されるが，現時点での管理面の前進を考えてもら

　えないか。

　　う歯の予防が食物その他多角的な対策が必要な

　こと，「う歯の予防の責任が学校だけにあるので

　はない」こともよく理解できるが，では，いった

　い，そのような公衆衛生的なう蝕予防対策が，ど

　こか他の分野で強力に推進されているのだろうか

　このような対策がなく，管理の具体策もなく，

教育的な働きかけに期待することは，学校歯科の

前進ではなく，方向変換ではないか。

　本書の教育理論の大綱は大賛成であるが，無条

件ではとり入れられそうもない。

　問題解決学習は，問題発見，把握，解決，手順

の予見，計画，実行，解決，結果の確め等と考え，

これによって「う歯をなくするという問題を解決

できる力」と解されるが，必ず治療することに直

結されるとはかぎらないし，そのような能力をつ

けるまでには，かなりの時間がかかるが．年何回

そのような学習をやれるかは疑わしく，「特活」

を利用せよとあるが，特活には特活本来の目的が

あり，時間的に非常に制約がある。

　教育的期待について，教師にはきびしいか，学

校歯科医自身も保護者の啓蒙，指導に具体的に分

担すべきである。

　以上のように物言いをつけたが，かといって自

分の構想はまとまっていない。

　　しかし，「態度に肉迫したい」と思う・それに

は，本書の問題解決学習を行なうほか，自分の健

康を自分で管理しようとする生活態度，習慣形成

適時の相互評価（習慣，治療，予防についての個

人個人の）である。

2．埼玉県某中学校長

　「多くの人たちは，学校歯科をもってわが国児

童生徒のう蝕予防の対策としての期待をかけ」と

　あるが，それは，ごく少数の人たちだけであって．

　ほとんどはそんな期待はよせていない。定期の健

康診断があるために，検診だけにはきてくれると

　いう期待はあるが……。

　　問題解決能力をもたせるのは保健科ばかりでな

　く，他の学習ですべての教師がとりくんでいる

　が，保健科が軽視されている学校の現状では，保

　健で問題解決能力を他教科以上に果そうとするこ

　とは無理で，本書の方法は，机上の空論になりそ

　うである。

　　校外処置に重点をおいて，教育と管理が有機的

　に連繋が保たれるということは意味がわかりにく

　いし，学校外の歯科医の仕事と考えられやすい仕

　事までは，教師の限界からみても困難である。

　　要は，学校歯科医は教師の啓蒙にあたれという

　ことは一方的である。

　　学校歯科の問題点は，むしろ，学校側に多い。

　協力をえられない場合が多い。歯科医は，学校側

　の問題点を理解し，たびたび学校へ積極的にきて

　くれることが必要で，会としてこのようにしても

　らえないか。

3．埼玉県某高校保健主事

　　問題解決はよい。う歯の治療が徹底しておこな

　われないのは教師の指導の欠陥ばかりでなく，開

　業医側や時間，距離などの外的条件がある。

4．鳥取県某小学校
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　問題解決学習は大賛成だが，なかなか困難だと

思われることは，学習の時間が少なく断片的であ

　ること，その対策を考えても，完全な解決は子ど

　もの力に余ることである。そこで学校では，主と

　して問題の発見につとめ，児童，教師，父兄の組

織へ反映させ，その組織の力で解決を考えていく

　のがよい。

　教師のための歯科衛生知識や，重要性について

　の記載がほしい。

5　茨城県某小学校保健主事

　学校歯科医，教師がどんな態度で学校歯科に臨

み，どんな尺度に評価したらよいかなどが明示さ

れ，学校歯科医，教師とも一本の柱のもとに進む

　ことができ百万の同志をえた想いで感謝にたえ

　ない。

個人としての意見（学校歯科医）

学校歯科医からの意見として，すでに述べられた

と同様な点を除いた要点は次のようである。

　　学校側では強く校内処置を要望しているし，自

　主的に治療することも困難だから，校内処置にか

　ぎり社保，国保を利用する便法をとれないか。原

　案では後退の危険が多い。高校向の記載もほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　（中村・埼玉）

　　予防処置委貝会答申も理解できるが，教育の場

　としての校内処置の利点が閑却されており，校内

処置を行なうものが異端扱いをうけるようになっ

　ては心外である。校内処置を地方長官の許可をえ

　て医療機関として社会診療を行なえるがごとき方

法をとれないか。　　　　　　　（後藤・京都）

　以上の紹介にあたっては，文を著るしく短縮した

場合も多く，回答者の意に満たなかったり，礼を失

した点があったかと思われるがご寛容いただきたく，

ご協力いただいた方々に感謝する。　　　　　（T）

昭和39年9月17日　富山市
公会堂の日学歯理事会にて

高　津　　弍氏

　本会参与，日本歯科

評論社の社長であった

氏は，昭和40年4月24

日午前4時5分喘息性

心臓衰弱のため逝去さ

れた。

　氏は日本の歯科操触

界の重鎮であったが，

口腔衛生の普及運動に

は特に熱心で，6月4日の「むし歯予防デー」は，

氏の発案になるものといわれている。

　学校歯科に向ける情熱は第1回の全国学校歯科

医大会以来の皆勤者として，大会で表彰されたこ

ともあった。亨年71歳。

塚本剛一氏
　本会常任理事として，

本年度から会計を担当

されておられた氏は，

同時に東京都学校歯科

医会の副会長として，

また第29回全国学校歯

科医大会の副準備委員

長および事務局次長と

して，多忙な日々をおくっておられたが，昭和40

年6月10日午前3時25分心筋梗塞で急逝された。

死の直前まで大会準備のために仕事をしておられ

たことを聞いて，頭の下る思いがする。

　写真の愛好家で，氏のいるところ必ず愛用のラ

イカと夫人におめにかかった。

　昨年金沢市における全国学校保健大会で，文部

大臣から表彰を受けた。亨年49歳。
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日本学校歯科医会 第11回総会

　本会第11回総会は，昭和39年9月17日，富

山市公会堂において，125代表者のうち83名

出席のもとに，定刻午後1時開会された。

　湯浅副会長の開会の辞に始まり，各役員か

らの報告，議案説明をめぐり，代表者からも

熱心な質問や提案があり，議案5件を可決し

て，4時すぎ閉会した。

　以下かんたんに総会の内容を報告する。

第11回総会のあと

　快晴にめぐまれた富山市，定刻前には，大

部の人が会場に参集。まず氏名点呼が行なわ

れ，83名の出席をもって総会が成立，開会が

宣言された。湯浅副会長の開会の辞についで，議長

の人選は司会者に一任され，議長に兵庫県清村軍時

氏，副議長に富山県和気憲一氏，議事録署名入に東

京の照井悌三，柴林両氏が指名された。

　次に向井会長のあいさつがあり，

「学校歯科医会足かけ10年の歩みには，かなりの業

績があがり，30年東京大会の決議によるむし歯半減

運動は全国に順調にのび，また予防処置問題，学校

歯科医の執務の問題など，本会が先頭に立って世論

を喚起してきた。本会の充実ぶりはみごとであり，

現場も学校歯科の明かるい前途を示唆している。さ

らに飛躍するために会員各位のご協力を」とのべ

られた。

　つづいて，保健文化賞を受けられた熊本県栃原義

人氏が，満場の拍手をうけて立ち，あいさつされた。

《会務報告》

　　竹内理事長から報告。前年第10回総会で決議さ

　れた本年度事業計画，予算案，法人化問題，手引書

　の件など，総会の協議の線にそって，役員一同努

　力し，さらに学校歯科の明確化にまい進している。

1．加盟団体，会貝数

　　　加盟団体は9月現在51で，昨年より愛知県立

　　高等学校保健会の1団体が増加した。

　　　会貝数は，9月15日現在で9，538名，昨年度

　　9，708人に比し130名の減となった。これは会費

　　納入額によっており，1県で200人減のところ

　　があったためで，実質的には変わりない。

2．各種会合のうち常任理事会

　　　昨年度総会に報告後，38年度に5回，39年度

総会のひとこま

　　に入って本日までに5回開催，本会の運営に努

　　りしてきた。

　　　また，法人化問題，手引書作成等の各種の会

　　合，そのため成案作製の作業が休みなく続けら

　　れてきた。

3．第27回全国学校歯科大会決議の処理

　　　38年10月15日，山形の栗田会長が上京，向井

　　会長以下本会役員が同道し，文部・厚生両大臣

　　宛懇請の文書を提出した。

　　　たまたま，文部省訪問の折，科学技術庁に当

　　時の鹿島政務次官を訪ねたところ，「学童う歯

　　対策の法制化の要望」に関連し，新しい歯科学

　　技術の研究を推進するための，研究費支出に努

　　力することを表明された。

4．録音テープおよびスライド

　　　本年度は新作しなかったが，従来の作品が本

　　年4月以降テープで54本出ている。

　　　主なものは，エゼールの人形とエスキモーの

　　ヤンをおさめた第6号の37本，次で第5号の14

　　本である。またスライドは，6号に同調させた

　　天然色“エゼールの人形”が67本出た。

5．特　　報

　　　会員に会誌発行までの中間に重要事項報告の

　　ため，発行したが，会貝増のムードを作りまた

　　未加盟県へも加盟を呼びかける目的から印刷部

　　数は3万部とした。

6．会　　誌

　　　会誌第8号を8月20日付で発行，8月末まで

　　に全加盟団体に送付した。
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　　第8号はページ数も増加して116頁となり，

　　印刷も見やすい写植製版とした。

7．よい歯の学校コンクール

　　　第5回を迎え，着実に運動としてのびつつあ

　　る。本年は小学校1，042，中学校285校となり，

　　合計1，327校が表彰をうける。さらに5回連続

　　表彰校には，毎年の表彰状のほかに，5年連続

　　を特に讃える，新しい感覚のレリーフのような

　　ものを作り，あとから送ることにした。目下，

　　専門家に依頼して，案をねっている。

8．奥村賞
　　　本年も加盟団体から相当数のこ推せんあり審

　　議の結果，奥村賞には新潟市立礎小学校，奥村

　　賞推せんの記には，長崎県神代小学校が入選

　　した。

9．医事行政

　　　法人化問題も含めて，関係方面と交渉した。

10．学校歯科衛生研究協議会

11．学校歯科の手引

　　　予防処置委員会答申中の要望にそって，その

　　趣旨を徹底するため，会長から新たに依頼あり，

　　極めて短時日だったが，連日作業をつづけて，

　　手引書（案）を作成，昨日の研究協議会に配布

　　した。

12．法人化準備委貝会

　　　昨年の総会の決議にもとずき，法人化準備会

　　をつくり，第1回会合を3月19日もった。委員

　　は12名，委員長に栃原氏，副委員長に亀沢氏を

　　推し，栃原先生は毎回，熊本から上京され，会

　　議は数日にわたることもあった。委貝会は2班

　　にわかれ，第1班は規則的なもの，第2班は事

　　業内容といったものを検討し，りっぱな主旨，

　　規則ならびに細則を得て，9日会長に答申した。

　　　ただ，法人化問題は，本会の立場のみからだ

　　けでなく，関係方面との問題もあり，会長もい

　　ろいろ考慮されている。

　　　この件につき，委貝会の経過を栃原委貝長が

　　報告した。

　　　さらに法人化問題については，代表者より強

　　力に推進せよとの発言が多くあった。

以上会務報告を了承して，議事は次に進んだ。

《会計現況報告》

　別項現況書によって，亀沢常任理事から説明が

あり，会費納入を速やかにされるよう強く要望

　した。

《議　　事》

　　つづいて議事に入った。

第1号議案　日本学校歯科医会昭和38年度歳入歳出

　　　　　決算の承認を求める件

　　亀沢常任理事の詳細な説明，渡部監事の監査報

　告によって，満場一致可決された。

第2号議案　日本学校歯科医会昭和40年度事業計画

　　　　　案に関する件

　1．第29回大会を開催する件

　2．学校歯科の手引の研究をさらにつづけ完成し

　　たときりっぱな印刷に付す。

　3．会誌，特報は従前通り発行する。

　4．むし歯半減運動も従前どおり行なう。

　5．学校歯科衛生の普及に適したもの，例えば，

　　手引書の刊行，適当なテープの作成など随時行

　　なう。

　6．大会決議事項の実現に必要なことを行なう。

　7．その他本会の目的達成に必要な事柄は随時，

　　適切に措置して実現する。

　　竹内理事長の説明があり，承認可決された。

第3号議案　日本学校歯科医会昭和40年度歳入歳出

　　　　　予算案に関する件

　　亀沢常任理事より説明，別項のような40年度予

　算案が可決された。

第4号議案　第29回全国学校歯科医大会開催地に

　　　　　関する件

　　向井会長より来年度は東京都が引受けるとの快

　諾があった旨報告され，可決。

　　東京都亀沢会長から，努力してよい会を開くと

　あいさつがあった。

第5号議案　会長1名，副会長3名，理事長1名，

　　　　　理事若干名，監事2名選出の件

　　各役貝の任期は2年間，昭和40年4月1日より

　昭和42年3月31日までである。

　　このうち，監事の選任は議長，副議長に一任し，

　副会長，理事長，理事は新会長にまかせるよう，

　議決され，会長には向井現会長が満場一致で，再

　任を要請された。

　　また監事には，東京の渡部重徳，関根　卓氏が

　推せんされた。

　向井新会長のあいさつ，渡部，関根新監事のあい

さつのあと，向井会長は会務報告について追補し，

栃原委員長より答申のあった法人化問題については，

関係各方面の意向も勘案し，ベターな対策をもって

前進したいとのべ，全議事を無事終了，午後5時会

を閉じた。
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日本学校歯科医会昭和40年度歳入歳出予算

自　40．4．　1

至41．3．31

収　入　之　部

β
　
k
ド

立
ロ
立
ロ

之

之

入

出

収

支

高

高

算

算

予

予

3，054，200円

3，054，200円

比 較
備　　　　　　考科　　　　　　目 予算高 前年度予算高 増 減

第1款　会　　　　費 3，050，000円 3，050，000円

第1項　会　　　　　費 3，000，000 3，000，000 会費10，000人×300円

第2項　過年度会費 50，000 50，000

第2款　雑　　収　　入 4，200 4，200

第1項　寄　　附　　金 100 100

第2項　雑　　収　　入 4，000 4，000 預金利子

第3項　繰　　越　　金 100 100

計 3，054，200 3，054，200

支　出　之　部

比 較
備　　　　　　考科　　　　　　目 予算高 前年度予算高一　　増 減

第1款　事　　業　　費 1，550，000円 1，550，000円

第1項　大　　会　　費 200，000 200，000 大会助成金

第2項　調査研究費 150，000 150，000 教育評価に関する調査等

第3項　会誌発行費 800，000 800，000 会誌発行1回分，印刷，送料代

特報1回分，よい歯の表彰費
第4項　普　　及　　費 400，000 400，000 手引書印刷費等

第2款　需　　用　　費 1，310，000 1，310，000

第1項　会　　議　　費 250，000 250，000 諸会議費
人件費，消耗品，電話料，事務

第2項　庶　　務　　費 700，000 700，000 所使用料，その他事務処理費

第3項　通　　信　　費 100，000 100，000 通信切手代
会務連絡旅費

第4項　会務連絡費 250，000 250，000 官公庁等接渉費

第5項　雑　　　　　　費 10，000 10，000

第3款　予　　備　　費 194，200 194，200

第1項　予　　備　　費 194，200 194，200

計 3，054，200 3，054，200
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日本学校歯科医会昭和38年度歳入歳出決算

自　38．4．　1

至39．3．31
収　入　之　部

支　出　之　部

収　支　差　引

収　入　之　部

決　算　高

予　算　高

決　算　高

予　算　高

2，704，872円

2，554，200円

2，375，503円

2，554，200円

　329，369円 昭和39年度会計へ繰越

1　　比 較
科　　　　　　目 決算高 予算高 説　　　　　　明

増 減

第1款　会　　　　費 2，472，100円 2，550，000円 円 77，900円

第1項　会　　　　　費 1，770，200 2，500，000 729，800 会費　7，081名分

第2項　過年度会費 701，900 50，000 651，900 36，37年度分会費

第2款　雑　　収　　入 232，772 4，200 228，572

第1項　寄　　附　　金 100，000 100 99，900 日本歯科医師会より

第2項　雑　　収　　入 67，855 4，000 63，855 預金利子，広告収入

第3項　繰　　越　　金 64，917 100 64，817 昭和37年度より繰越

計 2，704，872 2，554，200 150，672

支　出　之　部

比 較
科　　　　　　目 決算高 予算高 説　　　　　　明

増 減
　

第1款　事　　業　　費 1，558，705円 1，450，000円 108，705円 円

第1項　大　　会　　費 300，000 200，000 100，000 山形大会費

第2項　調査研究費 138，015 150，000 11，985
予防処置等研究費，歯科衛生
研究協議会助成金他

第3項　会誌発行費 789，200 700，000 89，200 会誌印刷，発送代

第4項　普　　及　　費 331，490 400，000 68，510
特報印刷代，発送代
よい歯の学校諸費，テープ他

第2款　需　　用　　費 816，798 910，000 98，202

第1項　会　　議　　費 151，410 200，000 48，590 諸会議費

第2項　庶　　務　　費 318，610 350，000 31，390 事務処理費

第3項　通　　信　　費 91，765 100，000 8，235 切手代他

第4項　会務連絡費 245，733 250，000 4，267 会務連絡旅費他

第5項　雑　　　　　費 9，280 10，000 720 大会の鐘修理代他

第3款　予　　備　　費 0 194，200 194，200

第1項　予　　備　　費 0 194，200 194，200

計 2，375，503 2，554，200 178，697
［

1

帳簿，証愚書等を監査の結果，上記の通り間違いありません。

監事　　渡　部　重　徳
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　　　　　　　　　　　　日本学校歯科医会昭和39年度会計現況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年9月10日現在

収　入　之　部

　　　会　　　　　費　　　　　1，176，800円　　　　22団体分

　　　過年度会費　　　　　　95，500円　　　　6団体分

　　　寄　　付　　金　　　　　　　　　0円

　　　雑　　収　　入　　　　　　　　　0円

　　　繰　　越　　金　　　　　　329，369円　　　　昭和38年度会計より繰越

　　　　　　計1，601，669円

支　出　之　部

　　　大　　会　　費　　　　　　　　　0円

　　　調査研究費　　　　　　67，050円　　　　富山大会シンポジウム調査団費用，他

　　　会誌発行費　　　　　　71，520円　　　　会誌発送料他

　　　普及費　 117，810円　特報発行費，よい歯の学校，手引委員会諸費用

　　　会　　議　　費　　　　　　91，570円　　　　理事会費

　　　庶　　務　　費　　　　　　98，750円　　　　事務処理費，車代，印刷代，人件費他

　　　通信費　　29，702円　切手代
　　　会務連絡費　　　　81，407円　　 接待，連絡旅費

　　　雑　　　　　費　　　　　　2，000円　　　　業界誌広告料

　　　予　　備　　費　　　　　　302，　589円　　　　法人化委貝会関係諸費用

　　　　　　計862，398円

　　　差引残高　　 739，271円

録音テープ，スライド関係会計現況　　　　　　　　　　　　　昭和39年9月10日現在

　録音テープ関係

　　収　　　入　　120，820円（37年度残額20，170円，38年度残額67，940円，39年度売上32，710円）

　　支出10，270円（テープ原価および発送料）

　　差引現在高　　110，550円

　スライド関係

　　収　　　入　　66，000円（エゼールの人形スライド売上代）

　　支出46，360円（スライド原価および説明書印刷代）

　　差引現在高　　19，640円
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第5回全日本よい歯の学校表彰

小学校982校・中学校259校に増加

　昭和39年度は，よい歯の学校表彰も第5回を迎え，

いよいよ本物になってきた感じである。本会特報で

も報じたように“体力つくり国民会議”も後援して

取上げる。

　よい歯の学校表彰は，必然的にむし歯の処置の向

上になるが，単にむし歯の処置数を競うものではな

く，むし歯解決のための障害を子どもたちばかりで

なく，教師，父母，その他の関係者が協力して克服

してゆく，その生活体験によって，子どもたちに，

健康上の問題処理能力を高めるところに，大きな教

育的意味をもつ。それは今日の如く，上級学校進学

に多くの時間をぎせいにする子どもたちに最も好ま

しい学習場面を提供するものだ。

　この趣旨に共鳴し，この運動に参加し，積極的な

活動を行なう小・中学校が全国にその数を増し，ひ

ろがっていくことをわれわれは期待する。

　昨年度は38都府県から，小学校982校，中学校259

校，合計1，241校が表彰された。

　これを第1年度20都府県186校，第2年度29都府

県458校に比べると，まさに隔世の感があり，第3

年度から新たに参加した中学校も，順調に，のびて

いる。

　とくに第5回からは，5回連続賞がおくられるこ

とになり，本誌口絵に紹介したような銀メダルの額

が贈呈される。

　10年連続のあかつきには，金メダルをの話もあり，

5年連続もものかは，ぜひ10年とつづけてほしい。

また，どの学校も連続受賞を心がけて頂きたい。

1

24

5回連続校におくられる賞額

全日本よい歯の学校5年連続表彰校

千葉県

埼玉県

東京都

富山県

南

竹

崎

川
間
町
本
町
栖
瀬
積
町

　

　

木

下

　
　
　
人
　
　
加
水

周

植

上

木

言

林

駒

八

鷹

岩

浜

清

富山県

滋賀県
和歌山県

京都府

安野屋

東　部

博　労

福　光

山　室

五番町

柳　町

東太美

長浜北

応　其

嵯峨野

立　誠

京都府

兵庫県

岡山県

広島県

高知県

福岡県

我

和

谷

津

崎

気

庵

昭

櫨

木

魚

和

江田島
三　　里

美野島

住　吉

　　計　34校

いずれも小学校

昭和39年度　全日本よい歯の学校数

　太字は小学校　細字は中学校

　北海道および無記入は申請のなかった県

t71

　　369
　t4

3133105

　　　10　50
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全日本よい歯の学校表彰校県別内訳表

校
学
中

2
　
　
4
　
　
　
　
2
6
0
6
5
1
3
3
9
2
　
　
3
9
3
2
　
　
5
5
5
2
1
2
　
　
1
5
0
2
2
1
　
　
2
4
　
　
4
3
4
　
　
1
　
　
1
　
　
　
3
3
　
　
　
1
3
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1 校

5
9
2

回
5
第
度
年
3
9

校
学
小

6
　
　
4
　
　
1
　
　
6
3
5
8
3
0
7
2
5
1
7
　
　
0
0
3
8
　
　
3
6
6
0
9
4
6
5
2
7
3
5
0
1
3
4
　
　
9
3
1
　
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
臼
　
1
　
　
1
　
　
　
4
　
　
　
　
1
6
7
1
4
　
　
4
0
3
　
　
　
　
1
5
1
3
　
　
1
4
3
4
　
　
1
　
　
　
　
4
3
　
　
　
　
7
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

校
8
2
9

校
学
中

1
　
　
5
　
　
　
　
3
4
5
9
8
2
7
4
8
1
　
　
1
　
　
　
　
3
　
　
　
　
2
3
9
　
　
1
　
　
5
5
0
3
1
1
　
　
　
　
2
　
　
4
2
　
　
　
　
　
1
2
　
　
　
　
　
　
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

校
8
9
1

回
4
第
度
年
3
8

校
学
小

2
　
　
1
　
　
7
4
1
1
9
4
6
3
2
8
5
　
　
2
4
2
9
　
　
8
0
1
5
　
　
9
6
8
0
8
3
5
3
2
2
7
　
　
2
3
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
1
2
7
1
4
　
　
5
8
1
　
　
　
　
1
6
　
　
1
　
　
　
　
3
1
3
　
　
1
　
　
1
4
4
　
　
　
　
6
　
　
　
　
1
　
　
2
3

校
1
3
8

校
学
中

2
　
　
　
　
　
　
2
5
5
1
5
6
7
0
5
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
2
1
3
6
7
1
　
　
5
7
2
　
　
1
3
　
　
　
2
　
　
2
4
　
　
　
　
　
　
1
1
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

校
7
6
1

回
3
第
度
年
3
7

校
学
小

3
　
・
　
・
　
4
8
U
娼
鍋
詑
B
認
6
6
M
　
　
9
銘
　
η
　
8
幻
4
P
驚
U
5
蛉
舘
％
　
2
㏄
1
4
U
2
2
。
6
2
2

校
5
1
6

度
回

2
学
3
6
第
小

2
1
　
　
　
　
6
3
　
　
1
8
8
6
0
0
7
　
　
　
　
2
8
　
　
5
　
　
4
5
4
9
1
8
　
　
2
7
6
　
　
2
　
　
　
　
6
9
　
　
5
7
2
　
　
　
　
　
　
2
2
4
1
2
5
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
　
　
3
1
　
　
3
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

校
5
4
4

度
回

－
学
3
5
第
小

2
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
2
4
2
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
9
2
　
　
5
　
　
7
1
6
8
　
　
0
　
　
　
　
4
1
　
　
1
　
　
　
　
1
5
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
4
　
　
　
　
　
1

校
8
6
1

度
年
　
別
　
県

道

森

手

城

田

形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
～
北
青
岩
宮
秋
山
福
茨
栃
群
埼
千
束
神
新
富
石
福
山
長
岐
静
愛
三
滋
京
大
兵
奈
和
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
熊
大
宮
鹿

計
合
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1
」

率
置
％
処

1
　
　
1
4
2
　
　
　
　
3
　
　
2
　
　
5
0
　
　
2
9
7
2
8
1
1
　
　
4
3
2
6
8
5
9
0
7
5
6
2
2
5
4
　
　
7
1
9
1
．
3
　
　
1
6
即
印
6
2
茄
肪
5
2
7
2
6
8
5
1
脇
7
4
脇
π
5
3
肱
漁
能
瞼
駈
5
2
餌
5
0
皿
脇
6
6
瞼
覧
肌
礁
礁
晩
砿
騒
5
3
5
0
6
6
α
6
0
7
1
5
0
6
5
騒
η
6
9
騒
田

査員
検
人

儒
識
麗
幾
號
雛
援
脇
罵
m
姻
餅
＆
鵬
細
號
枷
卿
罵
脚
鷹
獄
蠕
脇
魏
謝
課
　
　
L
　
　
　
L
L
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
　
　
　
　
　
　
L
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
　
L

名
校
学

徽
∵
鎚
〔
∵
灘
蕪
黙
　
』
　
∵
轡
補
論
難
∵
鵬
一
翻
湘

率
置
％
処

7
1
3
9
3
5
7
9
　
　
5
2
7
6
7
4
　
　
　
　
7
4
4
1
5
8
5
4
7
　
　
6
9
　
　
3
3
5
3
2
7
2
　
　
7
6
6
9
0
7
4
2
防
麗
肱
砿
凪
9
3
漁
砿
　
π
磁
9
・
符
覧
肌
　
。
・
沿
覧
肌
即
肱
砿
能
孤
砿
脇
礁
鳳
　
5
3
6
5
旺
凪
6
2
5
・
5
6
詔
5
6
凪
甑
併
舘
駝
6
8
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　

査員
検
人

51

69

85

19

25

57

65

62

　
40

31

69

40

03

94

　
31

34

23

34

32

66

35

43

81

92

96

43
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昭和39年第5回全日本よい歯の学校表彰校名（中学校の部）

学　　校　　名
検　査
人　員

処置率
％

学　　校　　名
　　…検　査
人　貝

処置率
％

学　　校　　名 検　査
人　員

処置率
％

中学校 中学校 中学校

宮城県 一
　　ノ　　宮 308 60．9 妻　　沼　　西 453 61．1

県　　立　　盲 36 93．2 昭和村立東 481 51 岸 1，216 58

五　　　　橋 2，067 51．3 長　　　　　尾 525 55．1 東京都
山形県 高崎市立第四 821 56．4 松　　　　渓 999 83．4

長　　　　　崎 540 70．6 桐生市立西 1，105 52．5 文　　　　　海 560 64．2

西　　　　　部 305 63．9 上　　野　　車 162 84 月　島第一 378 56．1

東　　　　部 650 90．3 多　　　　胡 154 63 東　　　　蒲 1，121 51．8

西　　　　　里 326 55．4 豊　　　　受 578 60 台　　　　　東 943 52．5

鮭　　　　　川 286 69．4 名　　久　　田 298 56．2 神奈川県

温　　　　　海 618 57 世　　良　　田 397 53．7 伊　　勢　　原 1，275 77

鳥　　　　海 727 50．2 額　　　　　部 365 59．2 静岡県
西　　　　　根 478 53．2 千葉県 沼津市立第一 955 51．7

作　　谷　　沢 178 53 館　山第　二 1，763 67．2 大　　　　　平 155 60．1

南　　　　山 75 67．2 八　　　　束 128 64．2 北　　　　　部 1，099 72．7

大　　　　　蔵 406 52．1 周　　　　南 195 73．9 愛知県
肘　　　　　折 100 55．5 飯　　　　高 153 53 青　　　　海 591 52．6

沼　　　　　台 112 52．8 湊 711 62．5 田　　　　　口 412 89．3

大　　　　　蔵 406 52．1 館　山　第四 346 74．6 岐阜県
栃木県 埼玉県 1　神　　　　戸 859 85．8

陽　　　　　北 1，285 52．1 大宮市立北 911 57．4 国　　　　見 27 57．7

旭 1，525 84．2 荒　　　　　川 1，285 62．3 宮　　　　　川 122 78．1

群馬県 寄　　　　居 807 59．5 国　　　　府 458 69．2

南　　　　橘 699 56．8 与　　野　　東 967 50．3 中　　　　山 1，186 57．3

前橋市立第六 554 53．8 大　　　　原 1，050 62．6 南　　ケ　　丘 664 57．7

桂　　　　　萱 824 68．1 桜　　　　　木 932 63．2 東　　白　　川 331 67．8

前橋市立第三 1，338 62．2 井　　　　　泉 305 98．7 清見池本分 44 69．8

前橋市立第二

前橋市立第一
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第6回　全日本よい歯の学校表彰に応募しよう

主催　日本学校歯科医会・日本学校保健会

後援文部省・日本歯科医師会

　子どもたちが，めいめい自己の健康上の問題

点を発見し，それを解決するための障害を子ど

もたちばかりでなく、教師・父兄・その他の関

係者とも協力して処理し，克服していく。その

生活経験を通じて子どもたちの健康上の問題処

理能力を高める一これこそ真の保健教育だ。そ

して，むしばはそのための絶好の教材である。

　この趣旨が共鳴され，活動が行われ，子ども

たちの問題解決能力を高めた（その現れとして

の永久歯未処置う歯半減）小・中学校が全国に

ひろがることを期待する，地味で堅実な運動が

この表彰だ。

　昨年度は38都道府県から，小学校982校，中

学校259校が表彰された．表彰に該当する学校

はどしどし名乗り出ていただきたいし，一一度表

彰された学校も毎年応募して，この運動を盛上

げよう。

昭和38年度全日本よい歯の学1交数

　太字は小学校　細字は中学校

　北海道および無記入は申請のなかった県

4
　19

趣旨児童生徒の大多数がむしばを持ち，しかもその90％以上が未処置のままに放置されている現状にか

　　　　　んがみ，本会はさきに学童のむしば半減運動を提唱したのであるが，そのために保健教育と保健管

　　　　　理とにより，学童のむしば半減を達成した学校ができるだけ多くなるようこの表彰を行なうn

審査会　全日本よい歯の学校表彰中央審査会を日本学校歯科医会内（東京都千代田区九段4の6日本歯科医

　　　　　師会内）におき，主催，後援団体より推せんされた者および学識経験者を以って構成する。

　　　　　地方審査会は地方の実情に即して構成設置する。

応募および審査の方法

　　　　　1．定期の歯の健康診断の結果，全校児童生徒の永久歯う歯の50％以上が処置を完了した中学校ま

　　　　　　たは小学校の学校長は，調査票を所定の期日までに地方審査会あて応募する。

　　　　　2．地方審査会は，中学校または小学校の学校長から応募をうけた調査票を審査の上，本表彰の趣

　　　　　　旨に該当するものはすべて所定の期日までに中央審査会あて送付する。

　　　　　3．中央審査会は地方審査会から送付された調査票を審査決定する。

表彰方法　全日本よい歯の学校表彰中央審査会は，選定されたすべての学校長に表彰状を贈り表彰する。
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全日本よい歯の学校表彰調査票

フリカナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都　府　　　　　　　　　郡　区
学校所在地および学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町　　　　　　　中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道　県　　　　　　　　　市　村　　　　　　　小学校

学校　　　　　　　　　印

長名

学　　校　　　　　　　　　印

歯科医名

全　　校　　　　　　　　学級

学級数

全校児童　　　　　　　　　　　人

生徒数

学校保健に関する表彰

および事故

項　　　　　　　　目 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 ※

1

学校保健計画におけ

る歯に関する決定事

項と実施事項

学校保健委貝会　　有　無，　　昨年度開催回数　　　回

2
保健教育における歯

に関する事項

3
歯に関する保健管理

状況

＼一学年項目　　～＼一一　　　　　＼

1 2 3 4 5 6 合計

検　査　　人　員

4

歯
に
関
す
る
保
健
管
理
．
の
結

永久歯う歯総数 （A）

参考：学校歯科に関する経費等

歯の保健室　　有　無

学校歯科医の38年度手当

　　　　　　　　　　　　円

要保護，準要保護児童生徒医療

費中歯に関する昨年度支出総額

　　　　　　　人　　　　　　円

その他の歯に関する経費
　　　　　　　　　　　　円

永久歯う歯処置
完了歯総数

（B）

果

全校懸生徒永久歯う歯の処置完了榊（B－×1A）一％
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調査票記入上の注意

1　全校児童生徒数等学校の一般状況は本年5月1日現在で記人すること。

II学校保健に関する表彰および事故は昨年度までの状況を年度をあげて記入すること。

III　調　査　項　目

　1．学校保健計画における歯に関する決定事項と実施事項：

　　　昨年度における学校保健委貝会の有無および開催回数を記入し，学校保健委貝会の有無に拘らず，その

　　　学校の学校保健計画の中に生徒児童の歯の健康に関し決定された事項と実行された事項を記述する。経

　　　過的な説明が必要であれば以前からの方式の変化，工夫も年度をあげて記述する。

　2．保健教育における歯に関する事項：

　　　保健学習・保健指導の両面にわたる全般的な特長を略述し，そのうち，とくに歯についての状況をなる

　　　べく特長をとらえ具体的に記述する。とくに，何か歯の保健上の問題解決能力や態度に関する評価を工

　　　夫・実施していれば，それも記述する。

　3．歯に関する保健管理状況：

　　　次の4の項目の結果が得られるに至った実施状況がわかるように，主として，昨年度の歯の検査回数，

　　　勧告の方法や回数など事後処置の方法，校内処置の有無等を具体的に記述する。

　4．歯に関する健康管理の結果：

　　　「検査人貝」「永久歯う歯総数」「永久歯う歯処置完了歯総数」はすべて本年度の定期の健康診断のさい

　　　学校歯科医によって行われた児童生徒歯の検査票（第3号様式）にもとついて記入すること。

　　　「検査人員」欄は学校歯科医により歯の検査をうけた生徒児童の人数を記入すること。

　　　「永久歯う歯総数」欄は永久歯のうち処置歯と未処置歯および永久歯の喪失歯の合計の歯数を記入する

　　　こと。

　　　「永久歯う歯処置完了歯総数」欄は永久歯う歯のうち処置を完了した合計の歯数を記入すること。

　　　「全校児童生徒永久歯う歯処置完了歯率」はその％を四捨五入により小数点以下一位にとどめる。

　　学校歯科に関する設備と経費：

　　　昨年度の状況を記入すること。

V　※印欄は記入の必要はない。

一度受賞された学校もこの表彰の趣旨をひろめるため毎年連続応募受賞されることが望ましい。

将来5回受賞校には特別の賞状を贈る予定である。
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第6回奥村賞授賞
　奥村賞は，日本学校歯科医会の名誉会長であった故奥村鶴吉先生の御遺族の篤志によって贈られた

基金により設けられた賞で，学校歯科衛生に関する研究又は学校における業績が優秀と認められ，直

ちに学校歯科の振興に寄与する個人又は団体に与えられる，学校歯科界の栄冠である。

　候補者の選衡は日本学校歯科医会が依託をうけ，日本学校歯科医会の加盟団体長から推薦された対

象について審査委員会で選定し，毎年開かれる全国学校歯科医大会の席上で，奥村賞基金管理委員会

が授賞することになっている。

　第1回は八戸市学校歯科医会，第2回は甲府市富士川・」・学校，第3回は富山県学校歯科医会，第4

回は香川県琴平小学枕　第5回は埼玉県学校歯科医会に奥村賞が贈られた。また，第4回のさいには

3件，第5回のさいには1件の推薦之記が贈られた。第6回の昭和39年度は下記の如く決定，第28回

全国学校歯科医大会で表彰された。

奥 村 賞

学校歯科30年の歩み

新潟市立礎小学校

推　薦　之　記

学校歯科衛生に関する教育活動

長崎県国見町立神代小学校

奥村賞審査委員会委員長報告

　奥村賞審査委員会における審査の経過についてご

報告申上げます。

　本年度の奥村賞授賞対象は，すべて加盟団体長を

通じて推薦せられたものでありまして，審査委員会

におきましては，それらについて慎重に審査をいた

したのであります。

　新潟市立礎小学校は，昭和6年“児童の健康増進”

を教育の第一の方針にうち立て，昭和10年からはう

歯の実体から出発して，歯科施設をもうけ，校内で

初期う歯の充愼を始めたのであります。

　戦後にいたり，それまでの経過からう歯の治療は

家庭勧告に切換え，学校では処置の確認，個人指導

を中心とした教育指導を全教師が行ない，また学校

歯科医も，教師の一員であるごとく指導に協力する

態勢に切りかえたのであります。

　その結果，ほとんど大部分の処置は完了されなが

らも，なお起こる高度う歯の原因を学校として追求

しうる限度にまで追求したのであります。

　その間，工夫されたさまざまな資料の実態に立っ

て，評価とこれにもとずいた計画が年々更新され，

積み重ねられていったさまは，教育の場としての学

校という組織体が，児童の歯科の健康のためになし

うる限界点にまで到達し，しかも，これは教育を主

体とした学校歯科のあるべき姿を示しているという

点で，きわめて秀れたものであり，正に奥村賞に値

すると認められたのであります。
　　　　　　みなみたかき　　くにみ　　こうじろ
　次に，長崎県南高来郡国見町神代小学校は昭和20

年学校歯科医の設置以来つづいた校内処置を昭和36

年から校外処置へ切かえ，学校保健委員会，児童保

健委貝会など，学校保健全般として，巾の広い活動

が行なわれ，りっぱな成果をあげており，奥村賞推

薦之記を贈るに値すると認められたのであります。

　よって，これを奥村賞基金管理委員会に報告し，

その議を経て決定いたした次第であります。
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歯科教育30年

永久歯う歯・歯科問題児を追求する

奥村賞授賞の新潟市立礎小学校

　富山大会奥村賞授賞式のあとのあいさつで，礎小

学校の重野幸校長は，実に感動的な話をして，満場

の会衆をしんとさせた。

　歯科教育は非常にむずかしいが，30年の伝統に立

って，先輩の業績をつぎ，それを恥ずかしめないよ

う心がけ，校区の入びともこれを助けてきたこと，

新潟地震の災害によって子どもたちも，支えになる

ものがなくなり，張りを失っているが，こんどの授

賞は，子どもたちに対して大きな希望と力を与えて

くれた，たいへん貴重なものであること。そして特

に声を大にしていいたいのは，現在，学校で歯科教

育の中心になっているのは，保健主事の草村トヨ教

諭である。このごろ女教師に対する風当たりが強い

が，本校の歯科教育がここまでのびたのは，一に草

村教諭という女性のたゆまぬ努力がその中心になっ

ているのだ。

　重野幸校長は，そういって，会場のなかの草村さ

んを立上がらせた。

　おもはゆげに，草村さんが立

つと，会場をゆるがせるような

万雷の拍手が，わき起った。

　感動的な一場面であった。

　新潟市立礎小学校は，明治34

年の創立で，現在，児童数670名，

学級数19（内養護2，特殊1），

職員数31という規模である。

　場所が新潟市の商業地区の中

心地にあり，交通もひんぱんで，保

健的には問題の多い上地である。

　昭和6年4月，若佐慶蔵校長

が校長として着任するや，児童

の健康状況，学区内の実状に照

らして，“本校の教育はまず児

童の健康増進から始めねばならぬ”という根本方針

を立て，衛生室新設，備品充実，虚弱児童養護学級

特設，学校歯科診療開設，栄養剤服用，学校給食実

施など，一連の健康教育，健康管理施策をつぎつぎ

に具体化した。

　当時としてまことに稀な卓見であり，これが礎小

　　　　　　　　　　　　　　　，学校の教育原理となったのである。

　若佐校長は在任5年で去ったが，その後の教育事

情の変遷，校長，職貝の更迭をへながら，この大方

針は終始変わらず，研究に実践に全校の努力がつづ

いた。

　現校長重野幸氏は，若佐校長と共に礎小学校に赴

任，若佐氏の指導を親しく受け，その後昭和16年か

ら他校に転じたが，昭和24年，ふたたび，こんどは

校長として着任した。

　いってみれば，礎小の学校保健，学校歯科は，若

佐一重野ラインに受けつがれ，その間，学校歯科医

保健部のポスターはり
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高頭憲二郎，小林十一郎，村田忠夫の三氏が引きつ

づいて勤めており，かたい結びつきができていたの

である。

　戦後，児童のう歯が増加し，う蝕の進行がいちじ

るしく速いこと，さらに，再う蝕が多いことが判明

した。

　このう歯の増加，う蝕進行，再う蝕増加の事態に

即して新しい研究が開始された。

　もともと礎小の学校歯科は，児童の実態から出発

し，学校における治療もそこに根づいていたのだ。

　こんども同じである。

　そして，集団的な指導から「児童ひとりひとりの

指導」へと進んだ研究となり，保護者（大半は学校

歯科創設時の児童）の啓蒙，指導に発展した。

　学校歯科医も，執務の内容は，「検診・予防措置」

のしごとから「口腔衛生を担当する小学校の職貝で

あり，教育者である」ことに拡大深化した。

　かくて，現在，礎小学校では，抜歯も充愼も学校

では全くしない。

　治療はすべて，保護者が開業医によって行ない，

その成績は100％近い。しかも，学校歯科医は，往

年の数倍の熱心さと，多忙な執務を行なっている。

学 校 歯 科 の 実 践

草 村 ト ヨ

　昭和10年に学校歯科施設を実施以来30年のあゆみ

を表1のように実施内容の変遷によって4期に分け

てのべる。

　第1期（昭和10～27年）

　年1回，5月に探針を用いて精密検査を行ない，

学校内の歯科施設で全校児童を対象とした要抜去乳

歯の抜去と永久歯C、のアマルガム充愼を行ない，

永久歯C2以上は家庭勧告にょり校外治療を行なわ

せた。また，学校では歯みがき訓練やその習慣形成

につとめた。

第2期（昭和28～30年）

昭和28年の検査の結果は， いよいよ永久歯う蝕が

表1　本校の歯科対策の経過の分類

　
昭和
　年

精　密　検　査 校　内　処　置 校　外　処　置 予　　　　　防

10 ○春（5月）1回 ○要抜去乳歯の抜去 ○永久歯のC2，　C3の治療 ○正しい歯みがき指導

1 ～ ○全児童の永久歯C、の充
27

愼

○春秋（5．9月）2回 ○要抜去乳歯の抜去 ○永久歯C、，C2，C3の治 ○家庭での歯みがき調査

II

28

～
3
0

理由　う歯の増加，進行

　が早い。再発う蝕が目

○貧困児童のみの永久歯

　C、の充損

療 ○歯ブラシ検査

o医師の歯みがき検査

立つ

○同上 o家庭治療終了の確認 ○要抜去乳歯の抜去 ○同上

31 ○就学時健康診断に歯科精 ○治療中の者，未治療者の o永久歯C、，C2，　C3の治
【II ～ 密検査を加える 指導 療
36
理由　1年生のう歯が目 ○貧困児童のC、の充愼

立ってきた

○同上 ○同上 ○同上 ○同上

○検査時期を5月と11月に ○歯の問題児の健康相談
37

w ～ 変更

39 理由　5月と9月の差が
著しいので間隔をそろ

える
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増加し，進行が早く，再発う蝕が目立つことが統計

の上から確認されたので保健委員会，臨時校会，

PTA会議を開き，次のむし歯予防対策をたてた。

　学校診療に対する家庭の依存感を改め，学校歯科

医は治療に専念するだけでなく，むしろ歯科教育に

重点をおくべきであるとの考え方をとり，専門的立

場から個人指導や問題点の研究にあたることに方針

を変更。

　精密検査は春5月と秋9月の年2回行なうことと

し，校内処置は，要抜去乳歯の抜去のほか，充墳は

貧困児童のみの永久歯C、のアマ充にしぼり，永久

歯う歯は家庭勧告にょることとした。

　昭和28年に，全校児童1，253人中，385人の家庭勧

告を行なったが，どの程度の父母の協力をえられる

か不安であったが，8月末までに75．5％という好成

績がえられた。これは，20年間の歯科教育をうけた

児童が現在の児童の親となっていることが大きな理

由と思われた。

　検査の方法は，歯科医6名が同時に行ない，同じ

学級は同一歯科医が継続して検査し持上げていくや

り方をとり，現在までこのやり方をつづけている。

　予防の教育についてもいろいろやってきたが，学

校歯科医の清掃検査を始めたが，これはよい効果を

示した。

　第3期（昭和31　一　36年）

　これまでの種々の方策から，学校歯科医は治療医

としてではなく，口腔衛生教育を担当する教育者と

の方針をいよいよ明確にし，学校の保健室では，家

庭治療の確認，治療中の者や全然治療をしてこない

者の指導啓蒙をし，また，学校歯科医は歯の清掃検

査なども行なうこととし，要抜去乳歯も永久歯の

C、，C2，　C3の治療も一切家庭勧告にした。

　数年前から1年生のう歯の増加が統計上目立って

きたので，就学時健康診断のむし歯の精密検査を加

える。

　学校歯科医による歯の清掃検査の結果，歯みがき

指導方法を，第1段階一4年以上全貝の歯石，歯垢

の除去，第2段階一歯みがき指導，第3段階一歯の

清掃検査を行なった。これには6名の歯科医が560

名の児童に28日間を要したが，表2のようなよい成

績をあげた。

校医による家庭治療の確認

　昭和32年の努力目標は，歯みがき指導，家庭治療

の徹底，C2，C3を出さない，再う蝕の調査の4項

目で，この年から永久歯う歯は，新う歯（新しく発

生したう歯，C），再う歯（充填した歯がさらにう蝕

した歯，S），治療継続歯（まだ治療がすんでないう

歯），治療不能歯（治療できないう歯，C、）の4種に

分類することとした。

　永久歯う歯でC、，C2，　C3と診断された歯の，そ

れぞれの内訳をこの4分類に分けて分析してみると

図1のようになる。

　春の1年生だけは，C、，　C2は新発生のう歯で占

められているが，秋の検査および2年生以後の春の

％

100

80

60

40

20

表2歯の清掃検査
歯石i菊垢除去前 歯石歯垢除去後正しい歯磨励行後

100

80

60

40

20

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
学年1　3　　5　　6　全校　　　　　学年2　　3　　4　　5　　6　全校

　　　　　　　［コA吻B■C
　　A　歯に食べかすがなく，よく清掃されているもの。
　　B　歯の裏側や奥歯に食べかすが残っているもの。
　　C　全体に食べかすがついて歯のきたないもの。
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検査ては，C、と診断されたものの半数ぐらいは新発

生のものたか，残りは，冶療継続中のものと再っ蝕

てあることが判る。

　C2ては，1年生の春を除いて，すべて冶療継続

中のものと再っ蝕てある。C3のなかには冶療不能

となった歯の割合が半数以kを占めてきている。

　この図を，C、，　C，，　C3の分類にかかわbず，本校

のきめた4分類にまとめてみると図2のよっになる。

　　／
　100

80

60

40

20
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80

60

40

20

1 2

了捧

　以上の検討かb，1）再っ蝕は学年か進むにつれ

て高率となっており，4，5年生での新っ蝕とほほ

同率の再っ蝕となってきている。2）秋の検査に1

年生に，もっ再っ蝕が発生しているか，わずか半年

の間に再っ蝕するといっことは追求するに値する問

題があると考えbれる。3）杁の検査ては，毎年冶

療継続歯か多い。家庭冶療について父兄の啓蒙を強

める必要かあることか評めりれた，

1］IJ手i32　i　4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日f｛手032年9fj

　図1　水久歯っ歯の3度分類と本校の分類による内杏
　　（新一新っ歯　再一由“歯　継一冶療継続歯　不一冶療不能歯）
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表3　永久歯う歯の分類

1 2 3 4 5 6”；．fl’

　そこで家庭啓蒙には表3のようなグラフ入りの通

知表を全家庭に配布し，未治療者を一一人も出さない

ようよびかけ．再う蝕や不能歯を出さないよう協力

を求めた。

　一方，治療継続者調査表を作り，これを各学級担

当教師に依頼し，まず，治療のおくれた理由を調べ

たところ，表4のように22名のうち貧困は2名で，

他は途中でやめていたことがわかったので，根気よ

く個人指導をした結果，病気の児童を除いて全部治

療を完了することができた。この治療率99．5％は，

担任教師の適切な指導と督励であり，校長の「最後

の一人まで追いかけろ」の合言葉が効果的であるこ

とを体験した。

　昭和34年には，1）再う蝕の研究，2）C3，　C4

を出さないための完全治療，3）治療不能歯の研究，

4）正しい歯みがき指導に重点をおいた。

　5年の2つの学級では全貝治療完了後2ヵ月たら

ずで11本の再う歯が出たことは意外であるとともに

歯科保健指導の特殊のあることを考えさせられ，歯

科医の技術面の研究，教育的な指導の研究，環：境等

についての研究を翌年への課題とした。

　完全治療のための一つとして，体育館に，学年別

表4　治療継続者原因調査 （33．10）

職 業 八数 理　　　　　　　　由

製 麺 職 2 家庭の無関心・貧困

豆 腐 屋 1 本入の怠慢

七 建 業 1 本人の怠慢

綿製品卸小売 1 本人の怠漫

菓 子 屋 2 う歯が多くて途中で休んだ

無 3 医者をこわがる。途中で止めた
本人怠慢

理 髪 業 1 途中で止めた

塗 料販売 1 途中で止めた

工 貝 3 途中で止めた

店 貝 2 根気がつづかず途中で止めた

調 理 師 1 一 八で終了したと思い違った

八 r
f
屋 1 家庭の放任。貧困

運 転 r 1 治療の途中に骨膜炎になる

電 通　社 貝 1 乍八の怠慢

会 社 員 1 本八の怠慢

の処置完了者と未処置者の，にこにこ顔と泣き顔の

絵グラフを掲示した。

　この年に，新潟県よい歯の学校の実地審査のさい，

「当校の実地審査をして下さるなら，まず子どもの

歯をみて下さい。どの子をみても結構です。どの組

をみて下さってもさしつかえありません」と校長に

いわせるほど一同頑張ったし思う。「新潟県一よい

歯の学校」を受賞。

　治療不能歯をもつ全児童にっいて調査票を作り調

査した。

　昭和35年にいたり，いままでの努力が，「ある限

界」に達し，新う歯も体質的または予防不じゅうぶ

んな者のきまった線でおさえられ，再う蝕，治療継

続歯も限度にきてしまった。そこで，永久歯のう歯

をもっと分析したらあるいは新しい考察が生れるの

ではないかとの見解に達し，再う蝕歯を，1）充填

されている部分がさらにう蝕されている場合（S、～

S4），2）充填されている部分以外がう蝕されてい

る場合（C、～C4）の2つに区分することを従来の分

類に加えたところ図3のようになった。

　この分析で，再う歯のなかには，充損した部分以

外がう蝕されるものもある程度あることはわかった

が，やはり，充愼された部分がさらにう蝕される場
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23 45　詐tl　　　！】召和35年4∫1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和35年9月
　　　　■再・歯・國1・D歯C圏郭i・歯圏瀞制＊続歯吻楠旨

　再う歯を（①充順されている部分がさらにう蝕されている場合をSi　－4，

　②充填されている部分以外がう蝕されている場合をC，～41とわけた．

　図3　永久歯う歯の本校分類で再う歯を2分した場合の分類

合が多いことがわかった。

　このような検討の結果，教科の学習や生活態度に

問題児があるように，歯科についても問題児がある

と確認した。

　そこで，C3，　C、のある児竜と未治療児50名の歯

科問題児の父兄の指導のため，昭和35年にむし歯懇

談会を開いた。

　だが，6月16日には，たった8名しか出席がなか

ったので，再び6月28日に開き20名の出席をえて，

映画，校長，歯科医の話や懇談をした。

　その結果，いままでに治療が終らない事情は，

1）6歳臼歯は生えかわると思っていた。2）痛が

らないので急がなかった。3）充損してもすぐとれ

る。4）治療が長いので途中でやめた。5）歯科医

で待たされる。6）むし歯であることを知らなかっ

た等がわかった。

　19名の欠席者には7月第1週中の都合のよい日に

きてもらうようにしたが，ついに3名の父兄は欠席

であった。最後の1人まで最も重要な要指導児であ

るので学級担任が家庭訪問をし，事情をきき，治療

をすすめた。

　一般父兄には新聞を発行し理解を深めたり，児童

会でもとりあげ，たとえば，スタジオに児童が集ま

り，いくら磨いても検査のたびにむし歯ができるわ

けなどの話合いの録音テープをたずさえて学校歯科

医を訪問し，そのお話をテープにとり発表するな

どした。

6　学f季

　昭和36年には，治療の追いかけ方の検討をした。

歯科問題児については家庭の事情をよく調査して指

導することとした。しかし，ただ治療完了証さえ提

出すればよいというような考え方が開業歯科医側か

ら出ている向きもあるので，証明さえあればよいと

いうのでなく，治療完了が基本であることを徹底さ

せることを方針とした。

　歯みがき指導もあいかわらず行なった。

　この年の統計から治療不能歯が漸減し，う歯率も

漸減してきたようだが，再う歯の率はほぼ一定して

しまった。その理由は，歯科医学上の研究，歯質の

度合，歯磨状態等があげられるので個々の児童につ

いて継続指導をした。

　第4期（昭和37年一現在）

　従来春秋の精密検査は5月と9月であったが，そ

の差が著るしいので，6カ月間隔にするため，秋の

検査を11月に昭和37年から変更した。

　家庭勧告は高学年の方が治療日数を要するため6

年生から順次1年生へ勧告する。

　再う蝕の調査は依然として第一の重点で，これに

もとずき歯科問題児の指導に重点をおく。

　昭和36年秋の検査のさい再う歯をもっていた児童

合計40名について一人ずつ既応にさかのぼった経過

を調査してみると表5のようになる。
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表5　再う歯保有児童のう蝕状況一覧表 （37．5）

34 35 36 34 35 36 懸
31 32 33 34 35 36
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　この表をみると，家庭治療完了歯が半年後にC2

になっている（No．　8の子），2回アマルガムがとれ

て充愼した歯が3回目に再う歯C4となり，治療不

能になっている（No．　14の子）などがでてきた。

　この40名にっいて充損完了歯が再う歯になるまで

の期間をまとめてみると表6のようになる。

表6　充損完了歯が再う歯になるまでの期間
1

脚

充愼後再う歯に
なるまでの期間

2 3 4 5 6 合計

0．5年 1 3 2 6

1 1 2 3 6

1．5 1 1 8 1 5 16

2 3 2 2 4 11

2．5 4 4

3 3 7 1 11

3．5 3 3

4 1 1

　すなわち，充損をして半年目に再う歯になった歯

が，4年生に1本，5年生に3本，6年生に2本合

計6本である。このようにしてみていくと，半年か

ら2年後の短期間に，充損した歯が再びう蝕される

ということは，どういうことなのだろうか。われわ

れが教育的な指導をするとすれば，どのような点に

留意しなければならないか一一。それと同時に歯科

医の研究を要望する。

　37年秋には，秋の検査の結果，4年以上の各組か

ら5名ずつ（但し健歯は2名）を抽出し，新う歯保

有児童30名，再う歯保有児童30名，健全歯児童（未

処置歯の1本もない児童）15名にっいて保健部職員

が調査票を作ワ実態調査を行なった。その結論を要

約すると次のようであった。

　健全歯児童は，朝晩歯みがきをする，塩からいお

菓子を好む，おやつはきめられた時間に食べる。

　新再う歯児童は，朝晩歯みがきをする児童は1名，
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表7　永久歯治療状況
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1

・　28　29　30　31　32　33　34　35　36　37　38　39年
　　　　80嚇の1臆は家庭治療の用紙をもらうと，すぐ医師にL・くので特別な指導なくしてXl療

　　　　を完rしているlt　20％位の児薩は学校診療で．医師より指尊をうけ．再度通知書を受ける。

　　　　さらに2．．3％のve　ept’．は．担イ肋家庭訪問，学校と医自1　との治療状況の連絡等で完了する

　　　　のである．，現在では治療率100％で，その目的を達i成することができた。

甘いお菓子を好む，おやつは自分勝毛なときに食べ

る，床の中で食べるものもいた。

　この調査を歯の問題児の指導につよくとり入れた。

　歯科教育の推進は、つねに全職員一一致して児竜，

父兄の指導に当ってきたが，何としても「学級が単位

であり第一一線である一」ので．学級別グラフを作成し

各担任教師の啓蒙にした。

　努力しながらも相変らずC3，　C、があることに不

審をもち転入児童について調査したところ，重症歯

は大部分が転入児竜であることが判明した。

　むし歯予防の環境調査を行なったが，そのうち両

親の歯みがき状況と児竜の歯みがき状況との相互関

係は密接であって，両親が歯をみがかない割合（父

11％，母7％）と児竜がみがかない割合（7％）と

はほぼ同じであった。．

　昭和38年の春の検査をしてみると，37年秋の処置

率は100％であったのに，治療継続歯6本（長欠児童

4ts，見落し2本），治療不能歯15本（転入児童12本，

再う蝕3本）があらわれた。しかし，ようやく治療

継続歯の減少が目立ってきた。

　個入指導が進んでくると再う歯保有児童について

いっそう詳しい調査をすることが必要になった。

　とくに，体質上の問題か．指導上の問題か，医学

上の問題かを把握するため．再び昨年行なった調査

（表5，6）その他の調査を行なった。

　そして，歯科問題児（う歯が多い，再う歯，治療

不能歯がある，異常歯がある）を問題児として扱う

だけでなく，さらに進んで歯科医による個別指導が

必要であるので，父兄と児童といっしょに学校歯科

医の検査，相談を行ない指導を行なった。

　昭和39年の春の検査成績は表8，9のよっである。

　C，，C，のう歯は現在までの結果では，1）再う

歯，2）転入児童，3）長欠児童の3点にしぼるこ

とができ，これに対しては，1）再う蝕の追求，2）

完全治療，3）親子そろってねる前に歯をみがくこ

とに努力している。

　再う蝕のうち，充順と同一部位のPt　5蝕は歯科医

治療完了，処置完了の通知書が出ると、赤い

紙をはる。治療率100％になった進度表。
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a）　人を単位

表9　永久歯のみについての昭和39年度検査成績

　　　　　　　　　　　　b）　4度分類 c）本校の分類

学年 受検者
う歯の
ない者 処置者

未処置者 凝 C1 C2 C3 C4　　　学年 新 C S 継

i
％
｝ i％　、 11（8） 2　（1） 1 11 2

1 104 76 19　：18 9　i9
1 ；　　　　　2 15（12） 2　（2） 2 14 1 2

2 88 40 34　139 14　116
i ：　　　　　　　　　3 35（30） 6　（3、 3 24 5 10 2

3 108 29 46　143 33i32
i 1　　　　　4 28（瀞） 6　（6） 4 21 6 7

4 127 24 81　：64 22i17
… ｝　　　5 30（21） 11（9） 5（5） 1（1）　　　5 38 5 14

5 127 28 63　150 36　128
：

i　　　　　6 36（24） 3　（3） 3　（3） 6 29 3 10

6 102 9 63　i63 30　129

計 656 206

　　　　　i306　i47

165（111） 30（24） 8（8） 1（1）　　計 137 20 43 4

糾来紳歯 4太は 1 年献
144名　204本

C3の5本は全部再S
C‘の1本は転入生

C3の3本の中1本は転入他は再S

継続歯4本は，1年就
学時検診後の未治療，

3年2本はサインの見

おとし，家庭治療通知

をしなかった。

学によらなければならない。同一部以外のう蝕は歯

みがき習慣の形成などによらなければならない。

　　結　　論

　1．この報告は，昭和26，27年頃からう歯の増加

が目立ってきたので特別対策を行なった経過を述べ

たものであるが，これらを通して考えられることは，

　　1）学校歯科医の勤務は治療を考えている学校

　が多いようだが，当校では，歯科の専門的立場か

　ら児童の健康診断と保健指導を担当している。私

　どもの，とくにここ10年余の研究実践から，これ

　が本当の在り方だと考える。

　　2）昭和10年以来の経験と指導の深さがあるの

　で，家庭治療は全員完全治療の好成績をあげるよ

　うになった。そして両親が歯科衛生の生活をする

　ことが児童に反映していることがわかった。そし

　て教育は長年月にわたって繰返し努力し，やがて

　親から子へ，子から孫へと伝えられるものでなけ

　ればならないと確信する。

　　3）C3，　C。のう歯は，転入児童と再う歯に止

　まるようになった。1年から当校に在学するかぎ

　り，C、以上にならないように管理することがで

　きるようになった。

　　4）校長は「われわれ教師は1人1人の子ども

　を追いかけなければならない」といっているが，

歯科教育では，1本1本の歯を追いかけることが，

子どもの習慣や家庭の環境を向上させ，親の理解

　をたかめてきたことを体験した。

　2．しかし，この30年間，普通小学校として，や

れるだけやったと思うが，なお今日次のような問題

をもち，研究努力を重ねている。

　　1）コンスタントになっている新う歯発生は，

　果して全部体質上からくる予防のできないう歯で

　あろうか。

　　2）再う歯が目立つが，この対策はないものか。

　　3）家庭の習慣や両親を指導することによって

　夜歯をみがく習慣をつけたい。
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有明海にのぞむ健康優良校

神代小学校のたどった道

歯のまつりの劇

　島原市の北隣．島原半島の有明海にそった国見町に
　　こうヒろ
ある神代小学校は，全日本健康優良学校表彰で昭和

28年以来，6回も県一を獲得しているすぐれた学校

である。

　本校は18学級，児童数691名（昭39・5），木造平

屋の農村地帯の小学校だが，学校保健委貝会を中核

として，児童保健委員会などの特別教育活動も盛ん

であり，保健学習のカリキュラムも作り，地域社会

の協力もよく，今日の新らしい学校保健として全般

的に均せいがとれている。

　同校の学校歯科医は，長崎県学校歯科医会の創設

者であり会長である堺正治氏で，同氏は昭和20年に

神代小学校に学校歯科医がおかれて以来，その職に

ある。

　学校歯科開始当時は，国民健康保険が崩壊にひん

したときで，学校で努力しても児童の処置率は30％

位であったので，見るにしのびず，足踏エンジンを

5キロもあるいて学校へもちかえり，初期う蝕の充

填を始めた。これに喜んだ村は翌年，新規予算を計

上し，児童の初期う蝕の充填は村営の形で行われ

だし，全校800余名の全部の充填が行われ，この状

態が10年以上もつづいた。この間，弗化ソーダの塗

布を行なったり，また学校側の教育指導もよく行わ

れていったので，余り村営により無料処置をつづけ

ることは父兄の関心をうすくし，教育的にもよくな

いと考えたので，国保最後の年，町にもなったので

昭和36年から公営を廃し，家庭勧告による保険診療

に切かえた。

　この切かえによって，いままでの半分位にへるの

ではないかと心配をしたが，予想を裏切って処置率

76．3％であった。これは，学校の努力，家庭の認識

の向上によるものであろっ。

　同校を今日あらしめた裏には，谷守裕教頭がよき

保健主事として熱心に勤め，周囲との同調をはかっ

てきたことが特筆されねばなるまい。

本校のロ腔衛生カリキュラムの一例

学
年

単
兀 指　　導　　内　　容 関連教科

1。神代の歯科医院をしらべる 理　科

2．骨や歯をつくる食物をし 理　科

五 歯
らべる（酸とカルシュウム，

貝殻実験）

の 3．歯が健康生活に必要なこ 図　工

とを話合う，理解する。

衛 4．歯疾・抜歯等，早期発見 国　語

治療を受けることの話合い
年 生
5、歯みがき実施 保　体

6．ムシ歯予防ポスター，作 家　庭

文をかく
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奥村賞授賞規程
奥村賞基金管理委貝会

趣　　旨　学校歯科衛生の振興に資するため奥村賞

　　　　　を設ける。

授賞対象　奥村賞は学校歯科衛生に関する研究また

　　　　　は学校における業績が優秀と認められ，

　　　　　かつ直ちに学校歯科の進展に寄与するも

　　　　　のに授賞する。

　　　　　但し，授賞されるものは，個人たると団

　　　　　体たるとを間わないが最終発表が3年以

　　　　　内のものに限る。

推薦方法　1．日本学校歯科医会の加盟団体長は，

　　　　　個入又は団体の授賞候補者をいずれか1

　　　　　件又はそれぞれ1件つつ選定し，日本学

　　　　　校歯科医会長（事務所は日本歯科医師会

　　　　　内）あて所定の期日までに推薦すること。

　　　　　2．奥村賞審査委貝は日本学校歯科医会

　　　　　長あて授賞候補者を推薦することができる。

推薦書類　推薦受付に当っては日本学校歯科医会加

　　　　　盟団体長又は奥村賞審査委員の推薦状と

　　　　　共に次の書類を添付すること。

　　　　　A．学校歯科衛生に関する研究論文につ

　　　　　　　いては
　　　　　　1．論文要旨（400字程度）

　　　　　　2．学校歯科衛生の振興に寄与する意

審査方法

受賞者

備

　　　　　義（400字程度）

　　　3．原著論文

　　B．学校歯科衛生に関する現場活動につ

　　　　いては

　　　1．学校歯科衛生の実績を向上せしめ
　　　　　た趣旨とその意義（400字程度）

　　　2．業績の経過と資料（統計，写真等

　　　　　を含む）

　　奥村賞基金管理委員会の委嘱をうけた日

　　本学校歯科医会において奥村賞審査委貝

　　会が詮衡し，奥村賞基金管理委貝会が決

　　定授賞する。

　　奥村賞は原則として毎年1回1件に対し

　　授賞する。

　　但し優秀なるものには推薦の記を贈呈

　　する。

考　日本学校歯科医会は奥村賞管理委員会の

　　委嘱を受けて授賞候補者の詮衡に関する

　　事務を行なう。

　　　　　　奥村賞基金管理委貝会

　　　　　　　山　口　晋　吾

　　　　　　　福　島　秀　策

　　　　　　　向　井　喜　男

奥村賞受賞者の業績（第1回から第6回まで）

第1回（昭和34年度）

　　　　業　　績
第2回（昭和35年度）

　　　　業　　績
第3回（昭和36年度）

　　　　業　　績
第4回（昭和37年度）

　　　　業　　績
第5回（昭和38年度）

　　　　業　　績
第6回（昭和39年度）

　　　　業　　績

八戸市学校歯科医会（青森県）

昭和12年以来の組織活動

甲府市立富七川小学校（山梨県）

全校あげての学校歯科衛生活動

富山県学校歯科医会

富山県よい歯の学校表彰を通じ，むし歯半減運動の推進

琴平町立琴平小学校（香川県）

同校の学校歯科衛生活動

埼玉県学校歯科医会

埼玉県学校歯科の組織活動（全県よい歯の学校を目ざして）

新潟市立礎小学校

学校歯科30年の歩み

　　　　　　　　奥村賞推薦の記受賞者の業績

第5回（昭和38年度）

　岐阜県加茂郡白川村神土小学校

　　　　業　　績　　学校歯科衛生に関する教育活動

　熊本県八代学校歯科医会
　　　　業　　績　　　21力年にわたる児童生徒の集団歯科診療と保健活動

第6回（昭和39年度）

　長崎県国見町立神代小学校

　　　　業　　績　　学校歯科衛生に関する教育活動
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本会会長に

科学技術庁・文部省より

歯質の後天的改善の野外調査委託

　昭和38年の予防処置委員会の答申は，従来からの，

校内でのアマルガム充損に主力を注ぐ方式にひとつ

の区切りをつけた。

　しかし，これは，予防処置に見切りをつけたわけ

では決してないのであって，現今の諸情況下で非常

勤の学校歯科医が校内アマ充だけを一本槍とするこ

とを全国的，一般的な方策とはしないということで

あって，答申案の第1項として短かい文ではあるが，

「学校保健法第7条の予防処置にっいて，各種類，

個々に検討してみたが，何れも極めて簡易で，その

効果が高く，且つ，全国的にこれが実施を推奨すべ

きものが見当りがたいので，比較的簡易で効果の相

当高いものを速かに研究する必要があると認められ

た。よって本問題を緊急指定研究課題に指定して学

童の保健上速かなる解決策を計られるよう要望する。」

と答申され，問題を他日に残していたわけである。

　昭和38年11月28日に，富山での第27回全国学校歯

科医大会の要望書を持って，向井会長，湯浅副会長，

山形の栗田会長，竹内理事長ほか数名が文部省の学

校保健課長に詳細な説明をしたところ，ときの高橋

恒三課長は「学童う歯対策の法制化を要望する一一

とあるが，これを若し法制化しようとしたら，その

内容はアマルガム充愼にするのか，いったい具体的

には何を中核とするのか」との質問である・

　なるほど要望書には，飛躍的な予算，強力な対策

とかかれているが，内容はふれておらず，校内のア

マ充は全国的方策とはしないことを打出したばかり

である。そこで，竹内理事長から，目下，合成樹脂

による予防愼塞法を研究中だが，万一，こんな方法

が有効となればよいであろうと答えて，引上げたが，

たまたま，文部省と同一建物に科学技術庁があり，

鹿島俊雄氏が政務次官であったので，一同，不意に

同氏を訪ねたところ，幸い在室，話が高橋課長との

応答に及ぷや，それは面白い，ひとつ科学技術庁か

ら研究費を出すことを検討してみようということに

なった。

　その後，細部の折衝に入ったが，科学技術庁の研

究費の支出は，国民生活に重要な影響を及ぼし，急

いで対策をたてる必要があり，かつ，二省庁以上に

わたっていなければならないという極めて制限され

た条件でしばられているため，1年余に及ぷ努力も

放てきの状態となったが，政務次官をやめられたが

鹿島議員，科学技術庁の児崎課長補佐その他多くの

方々の尽力で，ようやく，昭和39年12月14日に科学

技術庁から特別研究促進調整費が支出されることに

なった。

　研究内容は，弗化物を含む磨歯剤による騙蝕予防

（予研大西栄蔵部長），弗化物の局所塗布にょる爾蝕

予防に関する研究（東歯大松宮誠一教授外1），シ

アノアクリレート充填による歯禺蝕予防に関する研究

（東歯大竹内光春教授外3），学童を対象とした歯質

　　　の後天的改善に関する野外調査（日学歯向井

野外調査打合せ会

喜男会長）で，合計4，114，000円が「歯質の後

天的改善に関する総合研究」として厚生省，文

部省本省へ移管，さらに文部省分1，405，000円

が本会会長へ委託された。

　なにせ39年度の予算であるため，3カ月間

で実施をしなければならないので，埼玉県教

育委貝会，同県歯会，同県学歯会の協力にょ

り川口市飯塚小学校，大宮市大宮小学校．与

野市本町小学校の3校が選ばれ，40年2月2

日に東京歯科大学において向井会長臨席のも

と，文部省鈴木課長補佐をはじめ，県，県歯，

関係学校の関係者の出席をえて野外調査の打

一 77一



大宮小学校における調査の一・コマ

合せ会が開かれた。

　学期末であったが関係学校の理解協力により，2

月6日の与野市！ド町小学校を皮切1）に3月18日まで，

ほとんど連日にわたる調査が開始された。

　調査は，竹内，松宮教授ほか10数名の調査員によ

り，小学校第1・2学年全児童中から健常な第一大

臼歯にシアノアクリレート予防損塞を行ない，その

直前，直後の歯牙の電気抵抗値を測定，25日後に再

度．抵抗値の測定，および第3・4学年児童の上顎

前歯に燐酸酸性弗化ソーダの塗布が行なわれた。

　なお，研究委託の年度が終っても，電気抵抗値は，

3，6，12ヵ月後，燐酸酸性弗化ソーダは1年後に

再調査が予定されているので，これらのデータがそ

ろうのは41年以降になるわけである。

本会も体力つくり国民会議に参加

　オリンピック東京大会が契機となって，昭和39年

12月18日の閣議決定により「国民の健康体力増強対

策について」が決定された。

　これは（1）保健・栄養を改善する。（2）体育・スポ

t一 ツ・レクリエーションを普及する。（3）強固な精神

力（根性）を養iい育てる。

　以上3つの事項について，主として関係民間団体

の話合いの場であるLL体力つくり国民会議”を通じ

て自主的な運動を展開しようとするものである。

　本年3月，本会にも国民会議への参加とこの会議i

への提案を求めてきたので，本会でもこれに参加す

るとともに，本会の従来からの事業や方針にのっと

って別紙1の提案を提出した。

　本年3月25日には，総理府講堂において，懇談会

として第1回の会合が開かれ，向井会長が出席し，

“体力つくり国民会議”の結成などが計られ，3つ

の事業ごとに部会が作られ，本会は日本学校保健会

ほか20数団体とともに第3部会である保健・栄養の

部会に属することになった。

　‘‘体力つくり国民会議”の運営については，4月

22日にとりきめがつくられた。本年7月，前記本会

提案中，学竜のむし歯半減運動は適切であるので体

力つくり国民会議の後援としたいとの内報に接した。

　この国民会議は，出発の性格からみて，体育方面

に重点がかかっているようにみられ，どのよっにこ

の運動が盛り上るかは今後の問題であるが，われわ

れとしては，すでに10年の歴史をもつむしば半減運

動の実績の上に立って，この主張を学校の現場に，

いっそう広く浸透させ，継続させていくことが，そ

のまま体力つくり国民会議の目標にも合致すること

になるわけである。

別紙　　1

　　　　　　　本会の提案

1　国民が自主的に健康を増進し，体力を増強する

強固な精神力（根性）の考え方を統一する必要が

　ある。

　　本運動成否の鍵となる点は，強固な精神力（根

性）の解釈にあるとみてよい。もしこの点の誤解

　をうけたり，説得力に乏しければ成功しがたい。

　健康，体力を得るための真の精神力とは，（1）健

康を尊び希求する心，（2腱康をうるための自己の

　問題を知ること，（3）自己の健康を高めるための障

碍を，如何なる困難に遭遇しても，忍耐強く克服

　できることであると考えられる。

　　たとえば，自分の現在の体力から，それに適合

　した運動が必要であると知ったとき，それを実行

　するためには，進学の勉強のために時間が得にく

　いとか，運動の場所がないとか様々な障碍点が出

　てくるが，その障碍に屈せず自分で解決していく

　こと，その障碍をのぞいて自己の必要と認めた運

　動を行なうことができるようになることであると

　考える。

　　したがって，この精神力とは健康を希求する点

一 78一



ニ
ー
一

，
孔

㌧

1
　
一
丁

巳

璽
と

点

　においては健康独自の性格があるが，自己の問題

点を解決することのできる力は，健康のみならず，

広く人間生活の全領域にあてはまる力である。

2．自主的に健康を獲得できる精神力（根性）を養

　う方法の原理を周知すること。

　　自己の健康生活上の問題点を知り，その困難を

解決する力を得しめる方法は，それぞれ自己の現

状における健康上の問題点を考えさせ，（例えば，

痛まないむし歯を，早期に治療をうける時間を工

　夫する等）その問題点を解決して目的を達成する

　まで多角的に努力をさせ，その間における経験に

　ょって体得させるほかはない。

　　また，そのような考えで指導し，日常生活をさ

　せるべきである。

3．自主的に健康を得る精神力（根性）の養成にも

　役立つよい歯の学校運動を普及すること。

　　自己の健康を向上するための困難を克服する力

　を得せしめるためには，素材の種類は問わないが，

　児童生徒の年代でだれにでも共通し，また，誰も

　が解決しなければならない素材により，すなわち

　極めて早期のうちに日常生活上の困難をのりこえ

　て完全に処置を完了するむし歯処置のような経験

　は適切な例の一つである。

4．予防歯科における新技術の開発とその適用の

促進。

　国民の健康，体力が向上した場合に，ただ一点

これとあたかも逆比例するが如き現象をきたすも

のにむし歯の増加がある。

　世界で最も体格がよく体力がすぐれ健康な国民

であるニュージーランドでは，すでに40年前に，

どこにも欠陥のない壮丁でさえ，著しいむし歯の

ため徴兵免除になり，徴兵猶予になるという大問

題がおこった。その解決のため学校歯科看護婦の

制度ができて，2歳半から12歳までの児童を学校

内で治療し，16歳までは開業医で治療した。そして

このことによって問題は，はじめて解決している。

　また，最近わが国において全く新しい着想にも

とつく簡単且つ有効と思われる予防技術が案出さ

れている。それは，繭出直後の健康な臼歯の窩洞

をシァノァクリレートを主とする合成樹脂を塗

布填塞することによって予防しFらとする方法で

ある。

　科学技術庁では，この方法を含む「歯質の後天

的改善」に関し，昭和39年度に特別研究促進調整費

を厚生省，文部省に支出し，日本学校歯科医会に

おいては，文部省からの委託によりその野外研究

を実施中であるが，さらにこれを促進するよう援

助することが望ましい。
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特 集

ニュー ジーランド学校歯科サービス

その起源と発達（1920～1960）

J．リューエリン・サンダース

「この国の子どもを私に委せて下さい。そうすれば私

は国中の抜歯室をなくし，やぶ医者から被害者を奪い

取る。歯科医たちは永遠に私に感謝し，公衆の支持の

最頂点は歯科医業界が占めることになるであろっ。」

一
第1章に述べたF．W．トンプソンの論文

中に引用されているある欧州の著者の言葉。

はじめに

訳監修 呈鷲禦驚懸援竹内光春

　ニュージーランドの学校歯科の現状については，

かなりよく知られるようになってきたし，今後もま

た紹介されることがあるであろっ。

　しかし，ニュージーランドの学校歯科が，みる人

の心をゆり動かすものは設備でも学問でもない。制

度もさることながら，これを創りあげた歯科医のヒ

ューマニティーだと思う。

　私のニュージーランド視察で，一つ望みをはたし

得なかったことは，この制度の創設者ハンターが渡

航2カ月前に逝去したため，直接会って当時の苦心

をきくことができなかったことである。

　ところが，昭和39年10月，ハンターの次の歯科衛

生部長サンダースの著になる本書が，レズリー現歯

科衛生部長から私に贈られてきたのである。

　澄んだ空色の表紙がつけられた，タイプ謄写とで

もいうのか小冊子ではあるが，長い隠退生活の死に

至る数年間，自ら書き残した貴重な資料である。

　日本学校歯科医会の理事会において，これの練訳

を会誌に転載すること，ならびにそめ監修が私に一

任された。

　直ちにレズリー部長に掲載の許可，ならびに同書

には一葉の写真も含まれていなかったので，著者の

肖像，できれば関係の写真を依頼したところ，同部

長海外出張中のため，ブレブナー部長補佐から，

直ちに快よき承諾とともに，多数の写真が送られて

きた。

　これは，同書の全訳であって，齢訳は専門家の吉

田澄女史に依頼し，私が監修し，さらに不明な点は

ブレブナー氏に照会した。

　サンダース以外の人物写真は送付がなかったが，

現地または来日時に，私のスナップしたものを加

えた。
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序 文

保健大臣　D．N．マックケー

　ニュージーランド学校歯科サービスの発端と，初

期における幾多の困難とサービスを，今日のような

全国的の重要な組織に発展させるまでの長い間ので

き事を，興味深く，歴史に忠実に，書き綴った著者

は，1930年から1955年までの間，保健省歯科衛生部

長であった，故ジョン・リューエリン・サンダース，

C．B．E．，　D．S．0．，　F．D．S．R．C．S．（英）である。

　彼はその在職中の後半に至って，しばしば記憶と

いうものの薄れがちの性質について語り，学校歯科

サービスの創設ならびに発達に寄与したすべての人

の名前と業績は，必ず記録しておく必要があるとい

っていた。

　この記録の必要ということを，よほど彼は強く信

じていたらしく，遂に彼は晩年の数年間をその執筆

のために捧げた。これは多大な努力と時間を要する

仕事であったが，サンダース氏は金銭上の報酬の

ことなど全然考えていなかった。彼が亡くなった

ときこの原稿は殆んど完成していたので，本当によ

かったと私は思ったが，すっかりでき上ったこの本

を見せることができなかったのはまことに残念であ

った。

　この記録はわが国だけでなく，外国においても，

ニュージーランドにおける歯科医療計画に関心を持

っすべての人にとり有益であり，また現在および未

来のすべての学校歯科看護婦は，これから絶えざる

霊感を受けることができると思う。

＿AArv’LMMAAMM－LAmumu－mumumUMMMTV－Lmu！）へMmu……－m

はしがき

J．LI．サンダース

　この著は小児歯科衛生サービスとして，比較的成

功している一事業として一般に認められているもり

の，創立以来40年間の記録である。医業界の理想が

政治的思惑によって影響されがちな国家的医療サー

ビスにとっては，はじめは実現困難かと思われたが，

しかし学齢および学齢前の子どもの歯を，高い標準

の健全さに保つことを目標とした，治療，予防，教育

および学術研究を，総合的に行なうことを原則とし

て採用することが，いまや可能であることが証明さ

れた。政権の交替があったにもかかわらず，いずれ

の政府も常に歯科医療サービスに対して，心からの

激励と支持を与えたことは，われわれにとって非常

に幸運であった。そのような事業は，頭脳よりも真

心のほうがより成功するといわれた時代は既に過ぎ

た。われわれの歯科サービスは公衆から喜ばれ是認

されるに至った。しかし，まだまだ両親，その他が

もっと熱心に，より良き理解の下に口腔衛生の原理

の実行に協力することが望ましい。

　ニュージーランドは国土が小さく，人口が僅かに

2，500．000人であるため，サービスの発達のために

は環境に恵まれていたといえよう。しかし根本原理

は，人口の多少には関係はない。少数の場合の利点

は，早く結果が明白に現われることであろう。その

上，ニュージーランドでは学校歯科看護婦をじゅう

ぶんに，そして上手に使ったということである。

　これは歯科衛生部（1960年に歯科保健部のほうが

より適切であるとしてそう改称された）の歴史でな

く，ただその主要な事業である学校歯科サービスの

歴史である。この事業は世界中の注目を魅き，幾ら

かの外国では，既にこれを採用している。それ故，

子どもの歯の健康に関心を持つすべての人の参考に

供するため，この事業の開始と発達，並びにその成

功と挫折の物語を述べるべきであると思う。

　この話の中で適当と思われる箇所では，いろいろな

人の名前を明記した。しかしこの長い年月の間に，顕

著な功績を残した人は多くある。たとえこの書の中に

名前が出ていなくても，これらの人ぴとの貢献によっ

てこそサービスは成功したのであって，彼らなしでは

この書も出現しなかったことを知っていただきたい。

　公用記録の調査と引用の許可をはじめ，種々貴重

な助力を与えて下さった保健総監，並びに歯科保健

部長に対し深甚な感謝を捧げたい。

　この歴史を書くに当り，歯科保健部高等管理事務

官のMr．　G．　W．L．Hanlonの多大な援助に対し特に

感謝する。彼は私の25年間の部長在職中，僅か1年

間を除くほかは，ずっと私の管理面の仕事における

個人的助手であった。そして，歯科サービスの発達

に関する知識においては，彼の右に出る者はいない。

また彼の指導の下に，この物語の基礎となる歴史的

資料の大部分を収集し，整然と配列させた歯科看護

婦教官補Miss　A．　M．　Redstoneにも感謝する。
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第1章　学校歯科サービスの発足

　ニュージーランド学校歯科サービスが発足したの

は，1920年に学校衛生サービス（School　medical

service）の職貝として5名の歯科医官が任命され

たときであった。それは目立たないものであったが，

それまで15年間も，政府に対して，驚くほど高い児

童の餉蝕罹患率に対処するため，国として何らかの

行動をとるべきであると強硬に要求してきた当時の

歯科界にとっては非常な満足であった。

　この運動の第一歩は，1905年にニュージーランド

歯科医師会の会長就任式の集会において，クライス

トチャーチ歯科医師会会長のトンプソン氏（Mr．　F．

W．Tompson）が行なった「われわれの子どもたち

の歯一その手当の改善と予防を切に望む」と題す

る講演で始ホった。明確に論理的にいわれたトンプ

ソン氏の見解は，直ちに聴衆の賛同を得た。事実，

彼は当時の多くの歯科同業者の脳裡にあった一つの

事柄を言葉でいい現わしたのである。会議は，直ち

にこの問題を実行に移すことに決意し，先ず政府の

注目をひくように働きかけることに決定した。代表

達が首相セドン（P．T．　Seddon）閣下を文部大臣の

資格で訪問し，事情を説明した後，資料としてトン

プソンの講演文を手渡した。その後，その文は“衆

議院の卓上に乗せられ”その結果，衆議院議事録の

付録として印刷された。このようにしてそれは永久

に保存される記録中に残り，歯科歴史家の貴重な文

献となった。

　歯科医師会の熱心な願望が実現されるにはなお長

年月を必要としたが，しかし，発足することができ

た。長い年月の後に豊かにみのったその種子をまい

た功績は専らF。W．トンプソン氏に帰すべきである。

この最初の発足後，2，3年間はたいした活動がみ

られなかったが，ときどき議会での質問にこの事柄が

含まれたり，地方の教育委員会（Education　Boards）

に働きかけたり，ニュージーランド歯科医師会から，

“

歯の手入れ”と題するパンフレットを発行したり

などして活動がつづけられていた。この小冊子は一

般に配布されたが，特に学校教師の教授用につくら

れたものである。

　1911年，1912年および1913年の各年次総会の直後

に歯科医師会の代表団は，適切な大臣達を訪問した

が，それはこの事柄に対する歯科医師会の関心がつ

づいていることを示しているだけで，その結果とし

ての有意な行動は何も起らなかった。

　歯科医師会の若い会貝で将来の映像をはっきりと

見，活動的である人々の中に，チマルのノーマンK．

コックス　（Dr．　Norman　K．　Cox　of　Timaru）　がい

た。彼は1913年に会長となった。力強い，思うこと

を遠慮なく述べる彼の会長としての挨拶の中で，

彼は“学童の強制的歯科予防措置”という言葉脅使

い，それを行なう機関を設置するために歯科医師会

が積極的な推進力となるべきであると強く要望した。

彼の見解では，食餌のコントロールのみによる騙蝕

の抑制は，“文明的環境下では不可能”であるとし，

あらゆる種類の小学児童を対象とする政府の歯科医

療制度を提唱した。一方，彼は学童に歯科衛生に関

する世話だけを任務とする“歯科衛生士（Oral　Hy・

gienist）”と名づけ得るような者を養成するために

オタゴ大学歯学部に，「かなり短期間の課程」を導

入するように依頼すべきであると述べて聴衆にショ

ックを与えた。彼は，“大体6歳から14歳までのす

べての児童が強制的に口腔内を完全な衛生的状態に

保たさせるような”国家経営の学校診療制度をもく

ろんでいるといった。

　っついて行なわれた討論の中で，彼が提案した，

国が経営する児童の歯科診療機関は一般的賛同をえ

たが，短期養成課程の考えは最強の非難を招いてし

まった。それは大衆と歯科医に対する脅威であり，

かつ将来歯科医にならんとしている学生に対して正

当でない仕打であるといわれた。然しこの第二の提

案のほうは，あとで再検討することにして，総会は

四度目の代表団を教育省と保健省に送って国家的な

歯科サービスの設立を強く要請させた。そしてその

機会に，Coxは，過去数年間に歯科医師会が10，000

人の児童の口腔検査を行なったところ，その90％が

歯科疾患に罹っていたことを，大臣達に告げること

ができた。大臣達は無理解ではなかった。そして，

この問題をよく調査しようと約束した。

　その後，1年も経ない1914年8月4日に世界大戦
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が勃発した。それは1918年11月までつづき，この学

校歯科サービスのための運動も，必然的に，全然で

はないが，大部分休止状態になってしまった。しか

し，一っの興味ある，そして役に立つ事実が出てき

て記録に止められた。それは兵隊志願者のうち，他

の点では合格であったが，歯牙の欠陥のために不合

格となった者の率が非常に高かったということであ

る。この事実は歯科保健サービスに有利な，もう一

つの強力な論証となった。戦時中ではあったが，政

府は過去に行なわれた提案を見失なってはいなかっ

た。1916年に当時の保健大臣は，＝ユ’一ジーランド

歯科医師会の集会における挨拶の中で，彼は内閣に

1，000ポンド（100万円）の補助金を申込んであるこ

と，そしてその半分の額で彼は後年全国的に拡大す

ることのできたところの公衆衛生サービスの一支部

程度のものを設立することができると信ずると述べ

た。その後の経験から考えれば，彼の脳裡に計画さ

れていたものはあまり実現性があったとはいえない

かも知れないが，しかし，少なくともそれははっき

りとした申し出であり，政府の考えに，こちらに有

利な傾向があることを示していたgすなhち，大臣

の意見というのは，若干の資格ある歯科診査医

（Dental　inspector）を任命する。その人びとの任務は

診査だけであり，それ以上のことはしない。診査票

は両親に送られ，両親は家庭歯科医に治療を依頼す

る。そしてもしも開業歯科医の治療費が払えない両

親があれば，病院の委貝会に依頼して，必要な場合

には児童に無料で治療することのできる自治領立病

院の歯科部を設けさせるというのである。この宣言

は非常に勇気づけるものであった。

　さて，場面には新しい人物が登場してきた。リッ

チモンド・ダン（Mr．　Richmond　Dunn）はウエリン

トン市の開業医で，ニュージーランド・デンタル・

ジャーナル編集長であった。彼はこの章の終りの部

分に歯科看護婦学校の初代の監督（supervisor）と

してあらわれることになっている。1917年に彼は一

つの論文を書き，その中でかって非常に批判された

コックスの比較的短期で修得できる，新らしい歯科

の仕事のための課程の範囲について論述した。ダン

はその提案をさらに推進した。彼はそれに形と内容

を与え，さらに一般保健サービスと関連づけた。当

時，ブランケット・看護婦＊（Plunket　Nurse）は新

しい職業で大いに一般の注目をあびていた。ダンは

ブランケット・ナースが乳幼児の広い保健指導に関

し役に立っているように，児童の歯牙の保健を増進

させることによって同じように公衆の役に立っよう

に“歯科看護婦”（dental　nurse）をつくることを

提案した。“彼女の職務は両親に子どもの歯に関す

る助言，即ち……適当でない食事の与え方が招く結

果，口腔清掃の基礎的原理，乳歯を見のがしにする

危険……幼児の歯牙を検べ，そして必要な時は簡単

な手術をする……をすることだけに厳重に制限する

“歯科看護婦”の奉仕は児童が大きくなってからの

歯科医の治療をしやすくするであろう；　そして最

後に“それは他国における同様な困難の解決にも連

なることになるかも知れない”と述べたとき，ダン

自身すら，それが如何に真実な予言であったかを知

ることはできなかったであろう。

　1917年にさらにコックスが攻撃を開始した。ニュ

ー ジーランド歯科医師会の年次総会において，彼は

児童に対する国家の歯科医療機関として，彼が考え

た明確な計画の概要を講演した。驚くべき先見の明

をもって，彼は診療所を学校自体の内部に設置する

ことをもくろんだ。そうすれば診療が授業の妨げと

なることを最小限度に止め，その上，“学童を全部

うけさせるための完全な保証が得られる”からであ

ると彼はいった。学校歯科診療を少しでも多くする

ためには“歯科救急自動車”を使用するとよいともい

った。彼は，適当な訓練を受けた後に，学童の歯科保

健のために働く“なるべく女性の歯科看護人”からな

る看護婦団を組織することを提唱した。彼はさらに

そのような団の管理も考えて，国中をいくつかの歯

科地区に分け，各地区に一つの歯科事務局（Dental

Office）を置き，全組織を一人の長官が指揮すると

いう構想をもった。

　歯科看護婦に関してはなおいろいろの条件がつけ

られたが，大体においてコックスの論文は好評であ

った。彼の計画を政府に提出するために，それをも

っと念入りに仕上げ，さ．らに費用の見積りをするた

めに委貝会が任命された。そして委貝会では，これ

を最初の年には119，280ポンド（1億1，928万円）と

見積った。このささやかな予算の申し込みが40年た
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たぬまに，年100万ポンド（10億円）の経費を要す

る国家の重要な公共事業に発展しようとは，委員会

はもちろん政府自身さえも全然予想だにしなかった

のである。

　歯科医師会は一っの団体として，この問題の緊急

性を大いに認めていた。1905年から1914～18年戦争

の末期にわたる長い期間中に各種の考えが次第に具

体化しっつあった。この時期に活動した人びとのう

ち，次の3人はその貢献の重要さにおいで傑出して

いた。1905年に．後年，学校歯科保健サービスの創

立をもたらした運動を開始したF．W．トンプソンは，

その特徴ある先見の明と精力的でねばり強さとをも

って同業者を熱心に説得して，皆が賛成できるよう

な計画を作らせ，さらにそれを国策として政府にと

り上げてもらうために好ましい政治的思想傾向をつ

くりだしたノーマンK．コックス，および彼が提唱

した歯科従事者の理想的名称を提案し，その人びと

の地位を明確にし．かつ他の保健サービス同様に，

全体としての国家保健事業に関係をもたせたリッチ

モンド・ダンの3名である。

第2章　学校歯科看護婦の原則の採用

　戦争の諸問題が多かったにもかかわらず，政府は

1919年に学校歯科サービスの設置をすすめる意志を

示し，有資格者の中から学校歯科医（School　dentist）

として任命されることを希望する志願者を募った。

実際の任命が行なわれるまでには1年以上もかかっ

たが1920年近くに次の数名が任命された。即ちネル

ソンにD．R．パーカー（Parker）が任命され，オー

クランドの北部のヘレンシヴィル地区にはJ．H．イ

ー ガン（Egan）が任命され，彼はその広い地域を

陸軍の救急車を改造したものを使って受持った。オ

ー
クランドにMiss　N．H．ハンロン（Hanron），　ウ

エリントンにC．P．トライプ（Tripe），デュネデイ

ンにはJ．S．ニコルソン（Nicolson）が任命された。

ニユージーランドの学校歯科サービスはこれらの任

命によって発足したのである。

　これらの役人は教育省の医官（medical　staff）に付

属されていたが，まだ彼らの職務上の活動に関して

指図をする者はだれもいなかった。間もなく，教育

省内に主任歯科技官（Chief　Dental　Officer）の地

位が設けられ，その候補者の募集が行なわれた。ハ

ンター大佐（Colonel　T．　A．　Hunter，　C．　B．　E．）が選

任された。彼は1914～1918年戦争中ニュージーラン

ド陸軍の歯科衛生部長（Director　of　Dental　Service）

であt）　v当時もなお非常勤ではあるがその職にとど

まっていた。彼は国内および国外の同業者間では有

名な入であって，多年歯科界の問題には目立つ役割

を演じてきていた彼は，事実上多くの同業者から是

認された指導者としてみなされていた。彼はいま57

歳である。そしていまや学校歯科看護婦制度を採用

するという勇敢な一歩をふみ出して世界の歯科の歴

史をつくろうとしているのである。

　ハンターの最初の，最も侮り難い仕事は，政府に

具申するために一つの計画をまとめることであった。

考えさえすればだれにでも，歯科業界は大人の治療

だけで手いっぱいであることがはっきり理解できる。

学童のほとんど90％が治療を必要としていることは

既に証明されていた。そしてその手当は量的にぼう

大であって確かに現在の歯科医の人的資源をもって

処理し得る限度を越えている。そこでハンターは特

殊な訓練を受けた“女性の看護人”を使うという大

胆な，しかし決して正統派的ではない提案を考えて

みることにした。もちろん適当な訓練を受けてから

ではあるが，若い女性の母性的本能を小児の歯科保

健領域に導くことに利点があることを彼は理解でき

た。彼はこの問題を解決するためにじゅうぶんな人

数だけの歯科医を，或いは早急の解決に間に合うほ

ど早く歯科医を養成することはできないし，またも

しできたとしても，そのように多数の歯科医をもつ

ことは歯科業界の経済的困惑となるにちがいないと

論じた。彼は歯科看護婦雇用の成功に彼の職業的名

誉をかけた。それ故，彼は政府に，特に厳選された

若い女性に，官立の施設で2年間充実した教育を受

けさせ，卒業後は学校に配属させて歯科医の指図の

もとに働かせることを具申した。

　彼女らの領域は狭く，“宣伝”即ち後年“歯科衛

生教育”と呼ばれるようになったものが，彼女らの

仕事の一つの重要な部分である。ハンターはこのf4

に関しては歯科業界が賛成して一緒に運動してくれ
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ダ

ることをせつに願った。そして国中を飛びまわり，

各地方歯科医師会の集りで講演をし，歯科看護婦の

ことを詳しく説明した。彼は強い反対があることを

予感していたが，それは少しも勘ちがいではなかっ

た。なかなか結論に達しないので政府自身が干渉を

し，ウエリントン市で歯科業界の代表達の集会をも

つことを命じた。

　それは1920年の9月5日の日曜日であった。ニュ

ー ジーランド歯科医師会の会長が議長となり，23人

の支部代表が集った。会議は終日つづき，夕方投票

ということになり，遂に16対7でハンターの提案が

可決された。それは歴史的出来事であった。そして，

その後長く団結した反対運動がつづき，絶えず悩み

の種となったことをその時はまだ知らなかったハン

ターにとっては，記念すべき素晴らしい日であった。

この論戦は新聞に引継がれ，その後2，3年間は歯

科看護婦計画を非難する投書や論文がしばしば掲載

された。反対者達は政府にこの計画を放棄させよう

として，反対輿論をっくり出そうともくろんだが，

これは完全に失敗した。せいぜい大衆のやや思慮の

足りない人びとの間に，ある誤解を生じさせたに過

ぎなかった。彼らは“承認”の形式に関して無礼で，

愚劣な言葉を書き送り，政府あるいは歯科サービス

に彼らの意見を知らせることができたと思って得意

になっていた。

　新しいこのサービスが勢よく活動しはじめるや，

それをくつがえそうとする政治運動は徐々に衰微し

てきた。然し“隠れていて狙い打ちする”ような攻

撃を絶滅させるまでにはさらに10年以上もかかった。

　ハンターは1921年3月号のニュージーランド・デ

ンタル・ジャーナルに批判に対する答の形式で，彼

の計画の概要を次のように書いた。歯科看護婦一一見

習生”と当時称ばれていたものの第1回募集で30名

が選ばれ，4月から教育が開始されることになって

いた。しかし4月までに35名に増えていた。

　「……政府の歯科方面の計画に対する反対論の多

くは誤解からきているので，歯科看護婦養成機関に

対する批判の中で見逃がされている諸点について項

目別に説明する必要があると認めた。120名の志願

者の中から30名の歯科看護婦見習が任命された。彼

女らは，（1）教育程度，（2）性格および年令，（3）一般的

適任性，および（4）全身的健康状態に関して，夫々適

切な考慮のもとに選抜されたのである。彼女らは2

カ月間の見習期間を勤めた後，この仕事に特別な素

質を示した者のみが残されるであろう」と彼はいった。

　さらに教育内容については，「歯科看護婦の仕事

の基礎となるように特に考案された，化学，物理学，

生物学，解剖学および生理学を包含する科学課程を

みっちり教育するつもりである」と述べ，また，「彼

女らは人形の歯牙を使って勉強し，手の作業がじゅ

うぶんに熟練したことが明らかにわかったときに，

簡単な治療の手伝いをさせる。さらに最後には簡単

な窩洞の充愼および全身麻酔が必要でない場合の簡

単な乳歯の抜歯を教えられるであろう」と説明した。

　その時ハンターは歯科看護婦の仕事は，主として

乳歯のみに限られると思っていた。何故ならば，永

久歯は萌出したばかりで，歯禺歯のきざしは殆んど示

さないであろうと思われたからである。彼は楽天的

にも，“宣伝という援兵”に努力を尽くせば歯科看

護婦の仕事によって治療を要する歯科処置は必然的

に減少し，益々簡単なものになるであろうとさえい

った。

　このようなハンターの計画が直ぐにも行動に移せ

るようにできていた。多分それは彼の“試験的計画”

とよばれるべきであろう。何故ならば彼は全く制約

のない分野に足をふみ入れたので，彼の仮説のある

ものは甚しく楽天的であったと，後で立証されるか

も知れないからである。経験に照らして変更や改善

の必要が起るとしても無理からぬことである。そし

て，実にそれがその通りであることが立証された。

第3章　歯科看護婦制度の船出

　歯科看護婦見習の第1回応募者35名は1921年4月

4日に，いよいよ教育されるためにウエリントンに

集合した。彼女らの平均年令は27％歳で最年長者が

36歳，20歳以下は僅かに2人であった。1人は2カ

月後に退職し，4人は健康その他の理由で第1学年

の課程を終了できず，1人は2学年の時に結婚し，
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結局29名が全課程を修了した。

　ハンターは歯科看護婦の教育を前述のリッチモン

ド・ダンに委任した。彼は59歳で，歯科医になる以

前は一流の高等学校の科学の教師であった。彼は学

老であり，理想家であった。

　前章のハンターのリポート中に述べられていると

おり，ダンが立案した教育全課程には，化学，物理，

生理学等の純粋に科学的な課目に重点がおかれてい

て，彼の理想主義的やり方を示している。このよう

に大学の中間試験のようなものを受けた経験をもっ

ているのに，それにしては歯科看護婦の歯科衛生領

域における地位が漠然としすぎはしないかと思われ

るであろう。ダン自身が早くから歯科看護婦という

名称を提案し，彼女らの身分はこうあるべきだと彼

が考えたものを明瞭に表明したにもかかわらず，彼

は彼のアイディアに具体的な形態を与えるためには

何もしなかったようである。事実，間もなくダンは

彼の新しい職務の重責を快くになえなくなり，この

仕事に自分の性格が不適当であることに気がついた。

そのため，後に述べるように早く辞職するようにな

った。

　一方，歯科看護婦の身分は長く漠然としか理解さ

れず，その範囲も不明確なままであった。

　1924年になって，ようやく歯科看護婦は程度の低

い歯科医としてではなく，その名称が示す身分で，

自分の権利である職業上の地位をたのしむ歯科の補

助者として認められるべきであるという明瞭な線

が出た。また，この原則は歯科看護婦の教育のみな

らず，彼女らの制服，態度，階級，等級，歯科学界

との関係および就職をも支配すべきであると公示さ

れた。将来は彼女らは看護婦の称号をもっようにな

るであろう。彼女らの身分には外観的な，目に見え

るしるしがなければならない。しかし，いまだに，

政府も，公衆も，歯科看護婦自身もそれについては．

明らかな信念はもっていなかった。

　養成学校のためにハンターはウエリントン市の中

心部の主な官庁の建物に隣接する元のべ一ス・レコ

ー ズ・ビルディング（Base　Records　Building）とい

う戦時中の建物を確保しておいた。大きい仕切りの

ない部屋は診療所に改装するに適し，他は教室，抜歯

室，ロッカー室，教貝室に利用できた。1920年の保

健法（Health　Act）改正により，いまや保健省歯科衛

生部の部長（Director，　Division　of　Dental　Hygiene，

Department　of　Health）となったハンターは，学校

に隣接する一室に自分の本部を置いた。面白いこと

に，彼が学校衛生部長のDr．　E．　H．ウイルキンス

（Wilkins）と児童福祉部長のDr．（後のSir）トル

ー ビー・キング（Truby　King）と3人で1人の事務

員と1人のタイピストを共同で使っていたことが思

い出される。3人とも同じ建物の中に本部をおいてい

たので，児童の健康の総ての面で協力し合うのに便

利であった。児童福祉部は短命であった。それは実

際の業務上，他の部，特に学校衛生部と重復する傾

向があったので廃止しないわけには行かなかったの

である。ハンターがトルービー・キングの任命を強

く要請したと信ずるには理由がある。トルービー・

キングは児童の健康の世界において豊かな専門的知

識と経験を持ち，ブランケット会の発案者でいまは

理事であるので，この会を通じて彼は世間に信望が

あつかった。ハンターは，政府が，特に新設された

歯科衛生部が，彼をとおして非常に有利になること

を希望した。歯科衛生部で特に重点をおきたいと思

っている予防医学の分野においてもトルービー・キ

ンダの名前には重みがあった。しかし上記の理由で

1924年に　トルービー・キングが保健省精神病院部

に復帰し，児童福祉部は廃止された。

　建物の問題以外に学校の設備の問題があった。軍

医の資格でハンターは陸軍で不必要になった器具や

設備を保健省が購入するように手配した。それらが

揃ったところは全く寄せ集めの観があったが，しか

し，少なくとも始めのうちは，それでじゅうぶん間

にあった。

　養成学校の開校式やこの新しい学校歯科サービス

の発足のためには特別の儀式は何もなかったようだ。

ただ1921年4月の第1回看護婦見習生の教育開始後

間もなく，保健，ならびに教育大臣のG・J．パー

（Parr）閣下は養成学校を視察し，生徒に訓辞を与

えた。

　第1回生の教育が行なわれている間に，歯科衛生

部長は，彼女らが卒業後に任命される実習用診療所

の設立のために奔走していた。教育委員会その他の

地方団体に歯科治療を行なうに適した室と，看護婦

の，駅あるいは港から，その所在地までの輸送，並

びに寄宿舎，または下宿の斡旋を依頼した。地方団
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体に建物を用意してもらうことにより，保健省はか

なりの費用が節約できるとハンターは思った。地方

がよい反応を示してくれたので勇気づけられた。訓

練が終了したとき，29人の看護婦の赴任地はらくに

みつけることができた。彼女らは12の地区に配属さ

れ，その中の7ヵ所においては“二重”診療所であ

った。すなわち，一つの建物の中に二人の歯科看護

婦が受けもつクリニックがあった。

　このようにして新しいサービス設立の第1幕は

1923年の春に終了した。

一方，1922年には第2回目の歯科看護婦募集が行な

われたが，僅か15名が採用されたにすぎなかった。

それは財政上の後退が起った後年の標準からみれば

それ程，重大なものではなかったが，政府は用心深

く経費を削減した方がよいと考えたのである。それ

故，総ての公共サービスの俸給は切り下げられ，歯

科衛生部は第2回生を半数にへらされ，その上，彼

女等の任命も会計年度を半ば過ぎまで遅らせられて

早くも後退のうきめに会わされた。

第4章根本原理の確立
　ダンは歯科看護婦養成学校の管理指導という重い

責任と過労のため，だんだん仕事が不愉快になり，

遂に1923年に突然辞職してしまった。ハンターは職

貝の中に全然教師がいないという困難な状態に陥入

ってしまった。幸いにして生徒は最小限度であった。

政府は財政的理由から，しばらくの間は新採用を控

えることにしていたので，新入生はいなかった。そ

の上，2年生は初めの15人の中2人は既に退職して

いたので，僅か13人の少数であった。そこで退役軍

人病院で訓練をしていたR．D．エリオット（Eliott）

大佐，N．　Z．D．　C．を一時養成学校に転勤させてその

場に対処した。翌年エリオットはこの新しいサービ

スの歯科視察官（inspecting　dental　officer）に任命

された。現地に派遣されている職員は少なかったの

で，彼は実地活動の監督という任務のほかに，養成

学校で非常勤の臨床示説者として貴重な貢献をした。

　ハンターがダンの後任に頼みたいと思って，当時

クライストチャーチの開業医をしていた著者のとこ

ろに初めてつてを求めてきたのは1924年の初めであ

った。事務の引き継ぎが行なわれ，同年の8月1日

から著者は歯科教育監督官（Dental　Supervisor　of

Training）となったが，その名称は3ヵ月後には歯

科衛生部副部長（Deρuty　Director，　Division　of

Dental　Hygiene）と改められた。

　その間，エリオットの貴重な奉仕のお蔭で養成学

校はつづけられていた。また，ハンターは国中を廻

って現地で活動している職員を訪問し，種々の集会

で歯科サービスの目的について講演し，いまなお，

この運動を壊滅させようとするたくらみとたたかい，

クリニックを新設する下準備のために努力をしつづ

けていた。

　歯科看護婦の身分をはっきりさせるためと，看護

婦に自分の職務および自分が属しているサービスに

対する誇りをいだかせるために，養成学校に一つの

新しい制度ができた。訓練を受ける2年間をとおし

ての全教育課程がっくられ，すべての学科は，実務

も理論も，均衡のとれたものとなり，おのおの適切

な期間が割当てられた。教育の全期間の中で各科目

がいつ始まっていつ終るかが関係者に一目でわかる

ようにこの全教育課程がグラフで示された。そこか

ら授業の時間表がつくりだされた。このようにして

教育内容に関してはしっかりとした基礎が築かれた

のである。次に希望される明確な歯科診療所の雰囲

気，主に病院の雰囲気と作法に基づいているが，小

児患者をあまり恐れさせないように工夫を加えたも

のを創りだすことに注意が向けられた。楽しい環境

は，いまでも重要であるが，当時はいまと比べもの

にならぬほど，それが重要であった。一般の人ぴと

は歯科の治療といえば極端に不安をいだき，無慈悲

な抜歯や野蕃なエンジンのかけ方や拷問のような苦

痛を心に画いた。この考え方は一般的であって，そ

の良い例としてある大病院で歯科部を設置しようと

したところ，“歯科部から絶え間ない叫び声”が聞

えては附近にいる医者や患者が非常に迷惑するから

という理由で反対され，延期となったという事実が

ある。
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1921年にウエ1，ントンに開設された最初の学校歯科看護婦養成学校

（1926年撮影）。戦時中の建物を転用したもので，二階の入が歩くた

びに下の人は埃をかぶったといっ。

“雰囲気”を作るために先ず行なったことは，主

な治療器具を，陸軍から払下げの寄せ集めものを廃

して，もっと魅力的な揃ったものに代えることであ

った。陰気な黒色モルタル風な床はどうすることも

できなかったが，ハンターが熱心に懇請したお蔭で，

露出していた天井の梁がかくされて，二階の人が歩

くたびに下の人が埃の雨をかぶらないですむように

なった。

　もう3年間も養成学校がつづいているのに，いま

だに学監（Matron）がいなかった。第1回生のミス・

ヘインズ（E．M．Haines）が今度その職のために選抜

され，上級歯科看護婦（Senior　Dental　Nurse）の

　名称がつけられた。1カ月間ウエリントン病

　院（Wellington　Hospital）で雰囲気を吸収し，

　そこで働く看護婦の必須条件である標準を視

　察した後，ミス・ヘインズは新しい任務につ

　いた。彼女は，不思議なほど成功した。しつ

　けの点では非常にきびしかったが，彼女が世

　話した何百人もの歯科看護婦は皆彼女を慕い

　尊敬した。彼女達はミス・ヘインズがその一

　人一人の個人的な問題や福祉に関して，深い

　親切な関心をもってくれたことを非常に感謝

　した。彼女が優秀であると認められるや否や，

　学監（Matron）の名称を与えられて威厳が加

　わった。そして1949年に彼女が退職したとき，

　彼女の学監としての長い功績が表彰され0．

　B．E．の称号が授けられたときはみんなが非

　常に歓喜し満足であった。

　　既に11名の歯科技官と31名の歯科看護婦に

　ょって構成されている学校歯科サービスの仕

　事場の用意は学校委員会，およびその他の地

　方責任者に保健省が依頼した。必須条件とし

　て特別に出されたものは，その目的のために

　　は最小限度のものであったので，クリニック

　　の多くは非常に簡略なものであった。また，

　土地の入びとはその家賃，掃除料，洗濯代，

　光熱費，水道料等の維持費も負担するように

　依頼された。もしも遠隔地へ歯科看護婦が出

　　張するときはその往復の旅費と，一週間以内

　　の滞在ならばその滞在費も地方で負担するこ

　　とになっていた。ただ純粋に歯科治療用の設

　　備だけは全部保健省が用意した。

これらの必要条件が記入してある書類には，治療

が受けられる者の資格，行なう処置の種類および一

般的方針が明確に記してあった。公立学校の児童だ

けが処置を受ける資格があった。1929年になって，

始めて私立および宗派的宗教教育をする学校の生徒

達もこの歯科手当が受けられるように設備が拡張さ

れた。

　このまだ初期の段階にできた基本的な方針は，そ

の後長い間，主要な部分だけは変らなかった。この

方針を守ることはなかなか困難であった。何故一人

の子どもは登録できたのに，高学年にいる兄や姉は

無資格として除外されたか，両親にはそれが理解で
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きなかった。方針に違うことを無理にさせようとす

る圧力を絶えず排除しなければならなかった。しか

し方針を厳守した方が得策だとの考えは，つづいて

起る結果によってじゅうぶんに与えることができた。

　学校歯科クリニックを用意したいと望む地方委貝

会の手引として，教育省の協力を得て，規準的見取

図が作製された。それは治療室と待合室と看護婦室

の三部屋だけのごく簡単な建物であった。明るい自

然光線を取り入れることが重要であるとされた。こ

の最初の規準的見取り図の主要な点はいまでも変ら

ないが，新しい資材や色彩が使われるようになり，

一般に学校建築の程度が高まると共に，クリニック

も現在は非常に美しくなった。この種の改良は心理

学上大切なことであるからよく考えて上手にしなけ

ればならない。

　1927年に政府が学校用地内のクリニック建設費1

ポンドに対し2ポンドの補助金を出すことになった

のは一つの進歩のしるしであった。

　一般の開業歯科医に，看駿婦のした仕事のできば

えをみてもらうために部外歯科検査者としてきても

らう方針は1926年に仮りに始められたがそれは間も

なく確立され，このサービスと歯科医界との間には

貴重なつながりができた。

　この初期の時代の著しいできごとといえば，プロ

トンガに学校歯科サービスの事業の伸びたことであ

る。そこに任命された最初の歯科技官はブルース・

ライス（F．Bruce　Rice）で，彼は1926年に保健省

に入った後，すぐに派遣された。32年後にライスは

ジュネーブの世界保健機構（WHO）本部の主任歯

科保健技官（Chief　Dental　Health　Officer）となっ

た。それは彼自身への賞讃であると共にニュージー

ランドへの名誉であった。

　当時，クック島省の名で知られていた島唄領土省

の依頼により2名のプロトンガの少女が歯科看護婦

として訓練を受けることを許可された。その中の1

名が首尾よ

く全課程を

終了して故

郷に帰り，

何年もそこ

で勤務した。

　1929年ま

では現場勤

務の職員は

82名，すな

わち8名の

歯科技官と

74名の歯科

看護婦であ
　　　　　　　　後にWHOの主任歯科技官になった
　　　　　　　F．B．ライス（東京歯科大学来校の折）

る。当時の大臣のMr．　J．　A．ヤング（Young），後のサ

ー
・ アレキサンダー（Sir　Alexander）は公立学校児

童の歯の手当をじゅうぶんにするためには300名の

歯科看護婦が必要だという意味の声明を公けにした。

これはこの種め発表の最初のものであったが，政府

もまだかなり多数の要員が必要であることに気づい

ていることを知って安心をした。

　偶然そのころ養成中の歯科看護婦は，実地勤務中

のものと同数，すなわち74名であった。歯科医であ

る教師は5名，著者とその下にJ．B．ビビー（Bibby），

A．D．プライス（Brice），　R．　M．S．テーラー（Taylor）

およびMiss　M．E．コリー（Collie）の4名である。

学校もより広い校舎を必要としたが，それは隣接の

事務所を合併してすますことができた。

　1929年に最近ラロトンガから帰った，F．B．ライ

スが南島の歯科視察官に任命されて，現場の監督官

が増強された。1926年以来R．D．エリオットが北島

と南島の両島を監督してきたが，それには一般の運

輸機関を用いての長時間の退屈な旅行という付き物

があった。当時はまだ歯科視察官のための自動車が

なかった。

第5章歯科サービスは嵐を乗り切る

　1930年は記録すべき年で，その年に学校歯科サー

ビスの創設者T．A．ハンター氏が退職した。10年間

の在職中彼は実に多くのことをした。10年間，彼は

歯科看護婦の制度を認めてもらうために戦いをつづ

けた。そして彼は歯科サービスの健全な基礎をつく

った。そして既にその上に主要な骨組みが建設され
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つつあった。彼はサービスの主眼目は“予防”にあ

ること，そして単に苦痛を取り除くだけでなく，子

どもを歯に関しては健康であるように保つことを目

的とすることに決めた。ハンターは常に両親も子ど

もも共に口腔内の清掃に関心をもち，そのために歯

科治療が大幅に減少することを希望していた。多分

彼は人間の性質をかいかぶっていたようである。

　とにかく，ハンターの退職後，現在に至るまでサ

ー
ビスは歯を磨くことをよく教え，大規模に奨励し

ている。帰依者ができたがそれは落胆するほど少数

で，歯科界と保健関係者等は一般に一人一人が歯の

衛生に努力をすることはもちろん大切であるが，そ

れにのみ依存せず，もっと集団的な予防対策，例え

ば一ヒ水道の弗化のほうへ，より多くの希望をかける

ようになってきている。

　さてハンターが長い成功に満ちた勤務と歯科衛生

の全領域においてすべての人が認めた優れた指導か

ら退いたのは1930年の3月31日である。その時から

彼は約30年間の立派にかち得た隠居生活に入った。

彼の卓越した歯科衛生に関する功労が適切に認めら

れ，大英帝国の君主からKnight　Commander　of　the

Most　Excellent　Order　of　the　British　Empireの

勲爵位が授けられたのはそれから17年後の1947年で

あった。サー・トマス・ハンターとなってからも，

彼は歯科衛生上の諸問題と学校歯科サービスの発達

に深い興味を持ちつづけた。

　歯科衛生部長（Director）としての彼の後任には

著者がなった。歯科看護婦が初めて学校に現われて

以来，ハンターが宣言した大まかな原則はずっと厳

守されていた。しかし，サービスが着々と発展する

につれて，その将来の発展に形を与えるためには，

行政上の機構もだんだんに拡大させる必要があるこ

とがいよいよ明らかになってきた。地区の組織（dis－

trict　organization）をもつことが計画され，事情が

許し次第始めることになった。驚いたことに後に記

すとおり歯科サービスが経験した多分最も重大な妨

げの中からその結成が起ったのである。

　一般の要望に応えて，歯科看護婦見習生を毎年一

回応募する人数は1929年には既に最初の約35名から

40名にふえていた。それ故，活動地における組織の

拡大ばかりでなく，養成学校の実習用校舎の拡充が

まだまだ必要であった。これは養成学校からあまり

遠くないウエリントン・テラスのマソニック’ホール゜

ビルディング（Masonic　Hall　Building）の中を一時

借りて住まわすことにした。ついでに興味あること

を話そう。それは受験希望者の層が広範囲となるに

従って，入学試験の学問的水準が着々と上昇してき

て，1931年には始めて全員が総合大学程度の入学資

格試験（matriCUIatiOn　eXaminatiOn）に合格して入

った。歯科サービスに入るための資格としてこの標

準はくずしたくないと思った。

　著者は歯科衛生部長就任後間もなく，ニュージー

ランド歯科医師会の招きにより，1930年度の全国総

会において歯科サービスに関する講演をした。その

講演で始めて歯科サービスの方針と目的，行政組織

およびその時までの進歩のあしどりが全部詳細に述

べられた。それはニュージーランド・デンタル・ジ

ャーナルに掲載され，その抜刷は小冊子になって広

く国内および海外に配布された。それは単に一般的

情報として配布されたのではなく，いろいろ暗い前

途の予測がされていたにもかかわらず，ニユージー

ランドはじゅうぶんに訓練を受けた歯科補助者の雇

用を根幹とするところの保健事業を真実発達させつ

つあることを証明するためであった。それはまた，こ

の事業がかなりの成功を収めつつあることを示した。

　いまやJ．ブルース・ビビーが養成学校の責任者

となった。彼はその地位に約15年いた後，1945年に

保健省歯科衛生部部長代理に，1956年には部長とな

った。フィールドの組織は着実に改良されつつあり，

看護婦は程

度の高い仕

事をした。

彼女達は歯

科サービス

に限りない

熱，意と言考」り

を持ち．反

対者の団結

した行動に

よって公衆

は疑惑をい

だかされて

いたにもか

かわらず，彼
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女らは公衆に良い印象を与えることができた。それ

は第1回生のお蔭で本当に彼女らは開拓者であった。

それ以後は歯科看護婦を派遣して欲しいとの要望が

絶えずあり，オタゴ大学歯学部では在学生が次第に

歯科サービスの在り方を承認するようになり，その

辺からの反対運動も徐々に弱まってきた。大体にお

いて歯科サービスの前途は本当に明るくなってきた。

　しかし暗い雲が遠い水平線に集まりつつあった。

1929年に空前の不景気が合衆国をおそった。初めの

うち，それは遠雷にすぎなかったが1931年になだれ

のようにニュージーランドの上に落ちてきた。事業

は殆んど全く停止し幾千人もの失業者を出した。政

府の早急対策としては，先ず経費の削減であって官

営事業の職貝の縮小が命ぜられ，俸給は専断的に一

割減となり，翌年さらに一割削減された。国中不安

と不確実な気分がみなぎり，lt気は最低にまで低下

した。

　この雰囲気の中で歳出委貝会（National　Expendi－

ture　Commission）が全官庁の経費を調査し，その

節約方法を答申するために任命された。徹底的毛段

を取る方針であったので，この委員会の’津校歯科サ

ー ビスに関する報告は次のような全くひどいもので

あった。

　「われわれはこの事業を拡張させてはならないと

いうはっきりとした意見を持つ。もしもすべての国

立および宗派別小学校児童が学校歯科サービスの世

話を受けるならば．政府にかかってくる費用は年約

10万ポンド（1億円）になるであろう。われわれの

答申は，今後新しい歯科看護婦見習生．を募集しない

こと，並びにこの事業の経費を縮小するためにあら

ゆる努力をすべきである。さらに地方の委員会に，

看護婦のために1人当り70ポンド（7万円）追加し

て，合計年1人当り100ポンド（10万円）にすること

を要求することを奨める」

　幸いにしてこれらの答申はそのまま受諾されなか

った。学校歯科サービスが公衆に高く評価され拡張

して欲しいとの要望は増える一方である事実を，当

時の政府はよく知っていた。そしてその後の政府も

それ以外の考えを持つようになる原因を持ったこと

がなかった。

　それ故，結局歯科診療委員会に対する強制割当て

の寄附は従来通り看護婦1人当年間30ポンド（3万

円）に据置かれ，経費の節約は見習生の新募集を縮

小させ，毎年40名であったのを1931年から1935年ま

では・F均20名に減らし，1932f卜度は全然新人’kをと

らなかった。また職貝も全公llξ」拝業の職員と共に減

俸させられた。

　かく七て政府の決定は心配されたほど暗いもので

はなかったが，　一方見習生を少数にした結果，新し

い問題がおきた。すなわち，歯科処置の遅滞がみる

みるうちに累積してきた。それは仕’拝の契約がすべ

て，毎年40名の新人ド業生が養成学校から派遣さ．れる

ことを基礎につくられていたからである、，その時は

これまで苫労してなしとげてきた多くのことが水泡

に帰してしまったかのように思われた。

　状態が好転することを希望しつつ，われわれはサ

ー ビスの主要な体制だけは如何なる犠字1三を払っても

保とうと決意した。それでどのようなJi針がとられ

たかというと．それは既に行ってある歯科処置の改

修を続けることを最も肝要とし，新入生への処置は，

改修的処置がじゅうぶんに行き届いているときにだ

け始めてよいということである。確かに諸状態は後

で良くなった，そして1938年度の報告1律には「この

方針が正しかったことは，鎮痛剤を賢明に用いるこ

とにょt）　”新人生の処置遅滞は着々と解消しっつあ

り，かつ半年毎の改修という重要な原則も犠牲にし

なかったという事実の中に，いまこそ見出すことが

できる」と記されている。

　小学校の入学年令を5歳から6歳に引き上げた経

済政策のために幾らからくになったが，学校歯科サ

ー ビスでは学令に達する前の子ども達の来院を奨励

してきたので，これはたいして事態をらくにはしな

かった。その上，1936年に再び5歳の児童が入学し

てきたときにはサービスは全くこまった。

　奇妙なことに，歯科衛生サービスはこのいわゆる

スランプから二つの利益を得た。歯科看護婦の見習

生がウエリントンの素人下宿に泊っていたときの状

態は決して満足なものではなく，絶えず寄宿寮を購

入したいと望んでいた。ウエIJントン師範学校が当

時の不況の理由から数年間休校になったとき，機会

が自然に到来した。その結果ケルバーン（Kelburn）

にある約40名の将来教師になる生徒が寄宿していた

フレンド会（Society　of　Friends）所有のホステル

があき家になった。そしてその会と交渉の末，歯科
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ウエリントンのケルバーンにある学校歯科看護婦学生の寮

看護婦がそれに住むことになった。何年か後，その

家は保健省が購入し，その後歯科サービスの施設と

して管理された。このようにして確立した方針はそ

の後ずっと守られ，寮はどこでも専門の訓練を目的

とする学校にとって必要で欠くべからざる部分とし

て，その後長い間認められてきた。各寮には舎監以

下専属の係員がいて，舎監（hostel　Matron）はそれ

ぞれ関係のある養成学校の学監（Matron）の管轄下

にある。

　前述の地区（district）の組織の管理と監督の制度

もまたこの不況のお蔭でできた。それはウエリント

ンに本拠を持つ2人の視察する役目の歯科技官によ

って監督していた従来の方法の代りに，一つの経済

的手段としてはじめられたのであった。1932年に4

つの地区（district）ができた。そして各地区には，

後に地区主任歯科技官（Principal　Dental　Officer

of　the　District）という職名がついた歯科監督官が

任命された。オークランド地区にはF．B．ライス，

ウエリントン地区にはR．D。エリオット，クライス

トチャーチ地区はA．D．プライス，デューネディン

地区はJ．S．ニコルソンであった。今日では9地区

があり，近く13地区に増加しようとしている。この

5力年間の不景気時代の開幕には，ニュージーラン

ドでこの種のものとしては，始めての大惨事があっ

た。1931年の2月3日の早朝北島の東部ギズボーン

からワイプクラウまでに非常に長く続いた激震が

　　　　　あり，広範囲の災害とおびただしい人

　　　　　　命が失なわれた。ナピア地方が一一番ひ

　　　　　　どかった。そこでは真実，全産業地域

　　　　　　が損害を受けた。ナピアとヘスティン

　　　　　　グスが特にひどかったが，他の部分で

　　　　　　も多くの建物が崩壊した。その地区に

　　　　　　は8名の歯科看護婦が配属されていた

　　　　　　が．ヘスティングスの2人の歯科看護

　　　　　婦は診療所の煉瓦の壁が落ちて負傷し

　　　　　医者にかからなければならなかった。

　　　　　　ナピアでは3入の看護婦が，多くの死

　　　　　傷者を出した附近の工学校の生徒の世

　　　　　　話をするために全部とどまり，3日間

　　　　　　も負傷者や家なし子の世話をしつづけ

　　　　　　命令されるまでやめようとしなかった。

　　　　　　彼女らの努力は大臣等に知られ，保健

省から彼女らは表彰された。

　1929年にあった大地震は南島の西部沿岸マーチソ

ンの地方にあった。今回も再び人命財産に損害を与え

たが，幸いに前ほどひどくはなかった。その地方に

2人の歯科看護婦がいたが，彼女らは，3週間の間

に300回の比較的大きい地震にみまわれたにもかか

わらず，仕事を整えて直ちに診療を開始することが

できた。すべての地区において，如何なる場合にも

歯科看護婦が第一に気を使ったのは患者の安全であ

ったことを知り，満足と感謝の念を禁じ得なかった。

　最初の移動診療卓が使われたのはこのことがあっ

て問もない頃であった。ワンガヌイ周辺の農村地方

の学校委員会は，彼らが特殊な事情と考えてはいる

ものの対策として，そのような移動歯科診療車を用

意するように長い間政府に強く要求してきた。1934

年に一っの移動診療車（mobil　clinic）を造ることに

なり，その設計と使用は保健省がするが，製作と維

持は地方委員会の負担の下に行なうことに意見が一

致した。そしてすべては試験的計画と考えられた。

その後，その活用と維持の全責任を歯科衛生局が引

き受けた。その上，第2次世界大戦後には陸軍から

移動診療車を購入したので数が増加した。それらの

車は，必要な設備替えを行なった後，ある人口のま

ばらな地方で使用し，今日まで良い働きをしている。

さらに，これらの8台1組の各移動診療車には，1

台の乗用車が含まれているといってもよいであろう。
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それは引っぱるためではない一一それは大型トラッ

クがする。一一自動卓があれば歯科看護婦は受持ち

区の中心部に居住し，自動屯で通うことができるか

らである。

　1935年は政府の交替をみた年である。この年の11

月にこの国で最初の労働党の内閣が選挙された。こ

の政府は14年間続いた。

　彼らが最も早く決定した事柄の一つは，公共事業

部内における減俸を廃止することであった。そして

実業界は直ちにその模範に従った。この行動の経済

的意義について，如何なる論議が行なわれたとして

も，それは確かに政府の信頼を回復した。新しい見

通しが優勢となり，　人ぴとは希望をもって未来を

見るようになった。財政的不況の終りが見えてきた。

第6章新時代の始まり
　総選挙後，2週間もたたぬ1935年の12月に，新任

の大蔵大臣と保健大臣は責任者らを招集して，学校

歯科サービスに対する新政府の計画を審議した。新

政府がそのように早く歯科衛生サービスに注目した

ことは，関係者を非常に喜ばせた。すべての公立，

私立，宗派別の小学校を計画の範囲に含めることを

5力年以内に成し遂げることを目標に，学校歯科サ

ー ビスを拡張する計画が成立したことが明らかにさ

れた。

　以前見積りしたときに，もしも毎年新入生を40

名ずつ採用すれば，11年間に，すなわち1947年位ま

でに，全国各地に歯科サービスを設置できるはずで

あった。この期間を半減するためには緊急に慎重な

計画をめぐらす必要があった。

　1936年の初めには，サブ・べ一スを含めて252カ

所にクリニック（treatment　centre）があった。歯

科サービスの管理を受けている児童数はすべての公

立，私立，宗派別のスタンダード4年生（10歳）までの

全生徒数の約半分の84，000名にとどこうとしている。

現場の職員は14名の歯科技官と，182名の歯科看護

婦で，その中には7名の既婚者がいた。彼女らは不

適当な職員の陣容を増強するために，再入隊を求め

たときに応じた人びとで，当時はまだ新しく，正統

とはいえないと思われていたが，次第に既婚の歯科

看護婦が職員のかなり大きい割合を占めるようにな

ってきた。

　政府の計画を遂行するためには，これらの職員を

2倍にして，400入台の陣容にしなければならない

と思われた。事実，現在（1960年）の八数は1，000

人にちかいが，それでもまだ不じゅうぶんである。そ

れは戦後の高い出産率がそれからずっとつづいてい

るという一つの新しい要素が加わったためである。

　新政府は，歯科サービスの運営および地方委員会

からめ財政的協力に関してこれまでとられてきた方

針を是認した。しかし，注意すべきことは，1951年

までには政府が財政上の全責任をとることになり，

地方の援助はもはや求めなくなったことである。

　拡張計画の第一歩として，養成学校の新入生の数

を，1年30名であったのを50名に増貝した。模様替

えをして養成学校として使われてきた古建造物を取

除き，その場所にその目的のために設計された近代

的な施設を建築することになった。1939年早々から

使えるように建物の設計にすぐ着手することになっ

ていた。しかし予測できない理由でたびたび工事が

遅れ，正式に開館したのは1940年の5月であった。

　新校舎が完成するまでの間，数のふえた訓練中の

見習生のために仮校舎を見っけなければならなかっ

た。養成学校とクリニックの地階を大部分いっしょ

に使うことにしたのでフィットモア通りの建物の内

部にもっと広い場所を占めることができた。しかし

それよりも広い場所が必要であったのでウェリント

ンの総てのふさわしい建物を調べた。適当と思われ

る建物があったが，それはまた最も入手困難に思わ

れた。それはもとの首相官邸で，いまは一人の大臣

が住んでいる独立した地所に立っている建物である。

この建物が適当だということを，フレーザー閣下

（Hon．　Mr．　Fraser）に話をしてみたとき，決して

自信があったわけではなかったが，彼は何の躊躇も

なく，もしもそれが最もふさわしいならば，入手で

きるようにしましょうといった。それで数週間経た

ぬ間にデンタル・クリニック・アネックスがウイリ

ス通りの校舎が完成するまでの臨時の養成学校の分
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ウエリントン学校歯科看護婦養成学校の分院の入口

院として誕生した。よくあることだが状態が変り，

これを書いているいま，あれからもはや20年以上経

っているのに，この分院（Amexe）はいまでも使わ

れており，役に立つ欠くことのできない働きをして

いる。

　週40時間制が採用されたのは1936年であった。そ

れまで半日だけ休みであった土曜日に何も役所の仕

事がないので奇妙な嘘のような感じがした。

　初期のころリッチモンド・ダンが主張した，一定

の休暇日数が与えられるという原則は既に実施され

ていた。しかし，1936年に5月と8月の休暇が各1

週間であったものが2週間に延長された。

　大体この頃クリニックの設備の改良が行なわれた。

足踏エンジンが一般的なものであったが，それに足

で調節できる電気モーターを加えて近代化すること

に決定した。現代の標準からみれば，この電気を取

付けた装置は幼稚なものであったが，その使用は一

つの原理を確立した。そして今日の流線型の美しい

電化歯科器具はこの初期の新機軸の結果である。

　1937年に歯科看護婦見習生を年に2回募集するこ

とが実施された。前年度の1936年には，過去におけ

る最高の51名が採用になったが，その年には合計76

名が見習生に任官した。

　訓練中の歯科看護婦を寮に住まわせるという原則

が既に確立しているので，増加した人数のために，

さらに建物を探さなければならなかった。ウエリン

トンのティナコリ街道にある大邸宅の所有者と交渉

した結果，ケルバーンにあるフレンド会のホステル

と同じ方法で，すなわち，そこに寄宿する歯科看護

婦の給料から…定額だけ差引いてそれをホステルの

経営者に支払うという財政上の条件で，その所有者

は寮を経営することを承諾した。不幸にしてこの契

約は1年もっつかず．保健省は遂に自身で寮を経営す

る決意をした。そしてその目的のためにグズニー通

りにある個人経営のザ・マンションズという名のホ

テルを借りてそこに56人の歯科看護婦見習を寄宿さ

せた。このようにして新しい方針は確立した。そし

てザ・マンションズは保健省が経営する最初の歯科

看護婦用のホステルとなった。その後，数年間にケ

ルバーンのフレンド会のホステルを買いあげたのを

はじめ，他にもボブソン通りにある互いに隣接する

3軒の大きな家を購入して同様な省営の寮をつくっ

た。この3軒の家とそれに附属させて特別に建てさ

せたもう1軒の家は，歯科サービスの創立者の名を

取ってハンター・ハウスと名付けられた。ザ・マン

ションズは寮として使用するには余り適当ではなか

ったので，後に手ぱなした。一時ハンター・ハウス

のために近代的な高層建築のスケッチ平面図を作製

したこともあったが，これを書いているいまにいた

るまで，未だその提案は具体化されていない。

　教育側でこのように強力な拡張計画がおし進めら

れている一方，事業面では必要な状態が始まりつっ

あった。急激な経済的切迫時代に見習生を半減させ

た結果がいま現地のクリニックに現われて，遅れた

仕事がふえる一方であった。さらに1937年には，小

児麻痺が大流行して，すべての小学校と歯科クリニ

ックが最高10週間まで閉鎖されたのでこの状態は益

益ひどくなった。

　J．　B．ビビーが1936年の終りごろに外国から帰り，

1年間カンタベリー地区の主任をした。その後，彼

は他のすべての任務を解かれて，政府の建築家と協

力して新校舎のすべての部が，ただ一つの存在であ

るかのように円滑に能率的に働けるかどうかを確か

める仕事をした。一方A．D．プライスは養成学校の
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監督代理をつづけた。

　1938年初めには新しい建物は正式に定礎段階に達

していた。同年の4月30日に多数の参列者の前でサ

ベジ首相（The　Rt．　Hon・M．J．　Savage，　D．　q）にょ

り定礎式は盛大に行なわれた。

　新校舎と診療所の完成を目の前にし，また生徒の

数がどんどん増加されて行くので，施設の運営と管

理に経験のある学監（Matron）を任命することに

決定し，ミス・チャリス・フーパー（Miss　Challis

Hooper，　R．　N．　R．　M．）が選ばれた。彼女と監督官の

J．B．ビビー（後に校長（Principal）とよばれた）とが，

新校舎のすべての細かい設備と家具付けの責任者

となった。それは細心の注意をもって行なわなけれ

ばならない困難な仕事である。そしてその結果は，

彼らの趣味と判断力が如何に優れていたかを示して

いた。

　しかし第2次世界大戦という邪魔がはいった。

第7章戦争の介入
　1938年4月にサベジ首相がウエリントン歯科クリ

ニックの定礎式を行なったとき，彼は次のようにい

って歯科保健サービスに対する政府の見解を示した。
“ どんな事柄が含まれているかを真剣に考えてみれ

ば，われわれはまだまだじゅうぶんに早く仕事をお

し進めてはいないと思う。もしもわれわれが児童の

世話をして，彼らの福祉の責任をもつならば，将来

これらの児童によってわれわれの国が良く世話をさ

れ，われわれはかなり満足を感じることができるで

あろう”。彼はまた政府は一人残らず保健大臣が歯

科サービスをできるだけ早く発展させようとするの

を後援するであろうといった。

　同じ年に政府は，国民健康保険（National　Health

lnsurance）のために特別委貝会を設置し，その委員会

が健康のあらゆる面に触れる証人調べをしたとき，保

健衛生の事業に関する政府の考えをさらに示した。そ

の調査のとき，歯科衛生部では，次の段階として思

春期の青年のための歯科サービスの計画を話した。

その結果，それは学校歯科サービスの延長となり，

その歯科処置は，一部はサービスの処置料金と同様

な料金で私設の歯科開業医が行ない，他は保健省の

専任の歯科技官が行なうことになった。この計画は

所定の時期がくれば採用されることになっていた。

しかし，第2次世界大戦のために，9年後にようや

く実現した。これは社会保障制度による歯科給付

（Social　Security　Dental　Benefit）の基礎として

1947年に運営開始されることになった。この制度は

決して学校歯科サービスの一部のつもりではなかっ

たが，思いがけなく戦後の非常時対策として5，6

年間もそうなっていた。そのようになった事情は，

次の章で述べる。

　歯科衛生教育と学術研究は拡張後の歯科サービス

に含まれるべき重要な問題であるといわれ，初期の

ある進歩はこれらのおかげであった。その後じきに，

歯科衛生教育の全分野は，次章で述べるように一つ

の組織立った基礎の上におかれた。

　学術研究に関しては，1938年にA．D．ブラィスが

最初の政府の歯科学術研究官（Dental　Research

Officer）として任官したが，一年間予備的調査を

しただけで辞めた。後任には1942年にようやく，最

近でき上った医学研究審議会の歯科研究部（Denta｝

Research　Unit　of　the　Medical　Research　Council）

のために任命されたR．E．T．ヒューアット（Hewat）

がなった。ヒューアットは鵬蝕発病率の地域的変化

およびそれと上壌の種類との間に関係があるらしい

ということについて相当価値のある研究を始め，広

く注目された。この研究はいまでも同研究部の現在

の主任T．G．ラドウィグ（Ludwig）によって，科学

的研究に関する管轄省の上壌局と，オタゴ大学歯学

部との協力の下に継続されている。

　この研究は科学的には学校歯科と何らの関係もな

いが，その範囲の中にはその研究結果が非常に児童

の歯科衛生に影響を与える可能性がある。それ故，

この研究について少し述べるべきであると思う。

　1939年の9月に第2次世界大戦が勃発した。そし

て時をうつさず国の経済は戦時体制となった。

　歯科サービスの拡張は計画どおり進歩し，1939　－

40年度の年報には，戦争に原因する重大な遅延がお

一 95一



きない限り，全小学校児童に歯科サービスを1941年

までには受けさせるという計画は実現可能であろう

と記された。さらにこの報告書には，この目的の達成

が近づいたならば次の段階であるところのスタンダ

ー ドIVからスタンダードVIまで（10歳～12歳）の受

診者層の拡張にとりかかるであろうと書かれた。当

時は現場に232名の歯科看護婦が働いており，156名

が訓練中であった。サービスを受けている学校の数

は159校から1，749校（学校総数2，622校）に増加し，

定期的歯科処置を受けている児童は101．701名に上

り，4力年間に18，000人近く増加した。

　2年前に養成教育を手伝うため，および実地活動

の監督のために，特に経験のある歯科看護婦を選ん

で試験的に雇うことに決定した。これは非常に成功

だということがわかった。そして1940年に正式に上

級歯科看護婦（Senior　Dental　Nurse）達の任命が

許可された。3年後にはこの地位にいた人ぴとは歯

科看婦教官補（Dental　Tutor　Sister）および現地

監督者の場合は歯科看護婦視察官（Dental　Nurse

Inspector）という名称にかわり身分が上った。

　1940年の大きなでき事は5月14日のウエリントン

新校舎と診療所の開所式である。その日は，ゴルウ

ェー総督夫人（Viscountess　Galway）が新首相フレ

ー ザー氏の補佐により，盛大な式典を行なった。そ

の他に5人もの大臣が列席して歯科衛生サービスは

非常な光栄に浴した。歯科サービスは創立約19年を

経て初めて…つの価値ある焦点，すなわち学校歯科

サービスの象徴である建物を持った。そしてその結

　　　果計り知れないほどの威信が備わった。

1940年に総督夫人，首相ら臨席のもとに落成した，自治領立ウエリ

ントン学校歯科看護婦養成学校（Domion　Training　School　for
Dental　Nurses，　Wellington）の玄関と講義室
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　1940年および1941年の年報は進歩に関して

は楽天的予測をもっていた。1941年には“少

数のクリニックを新設するだけで，いまやす

べての小学校において歯科処置が受けられる

段階に既に来た”と書かれている。1941年の

末までにすべての学校に事業をおよぼそうと

いう政府の目的は，戦争のために起った各種

の困難や，5歳児の小学校入学が再び始まっ

たことや，ウエリントンの養成学校の新築が

1年位遅れてやっと完成したとはいえ，それ

でもなお遂行不可能ではなかったはずである。

しかしすべての関係者の最善の努力にもかか

わらず，これを完遂することはできなかった。

1941年の終｝）には学校歯科クリニックは事実

最北端のテカオから南部のスチュアート島に

まで拡まった。しかし未だ隙間があった。約

2，600校の中，2，021校だけしかこの制度の恩

恵を受けていない。戦時下の労働と資材の統

制のために学校に新しく診療所を建築するの

に時日がかかった。多分もっと多く建てるこ

とが許可されたかも知らないが，まだ残って

いる地方の人びとは診療所を持つことに関連

して必然的に起る，財政上の責任をあまり喜

こんで引き受けようとしなかった。不幸にし

てマオリ地方の部落では特にそうであった。

しかしながら他の方面では進歩がみられた。

学校歯科が発展するに従って，学令に達しな



い子どもの歯科衛生にっいて，両親の興味を引く機会

が多くなり，この分野における反響の増加には勇気

づけられた。この年令の子どもたちで定期的歯科管

理に加入している者は1941年の終りには7，922名であ

った。地方的に最大限度の人数の学令前児童が既に

定期歯科サービスに加入してからでないとスタンダ

ー ドV（11歳）までのサービス拡張は許されなかった。

　大体この時期に大きな政策の変化があり，学校歯

科サービスで行なう処置の範囲に影響をおよぼした。

両親に子どもたちの歯科衛生に対する責任を深く印

象づけるために，ハンターはサービスが開始された

ときに，永久歯前歯の世話は両親の責任でなければ

ならないと記した。前歯の見えない蜻窩だけでじゅ

うぶん両親を歯科医の下に相談に行かしめるであろ

うし，特に自分で注意する必要があることを気付かせ

るような注意書を与えておけば，なおさらそうなる

であろうというのが彼の意見であった。年がたつに

っれて益々この政策は全く効をなさないこと，その

上，歯科看護婦の仕事の大部分が抜歯かん子使用の

ものであることが証明された。一方児童の前歯は滅

茶滅茶な状態であった。それは重大な経済的無駄で

あった。そして慎重に考え，ニュージーランド歯科医

師会とも相談の結果，学校歯科サービスの仕事に永

久前歯の初期鯖蝕の処置を含ませることに決定した。

必要な器具資材を整え，歯科看護婦にこれらの歯科

欠陥を発見し充順するための特別の訓練を受けさせ

た後，実施したが，年月がたつにつれて，この決定

の賢明であったことがその結果をとおしてじゅうぶ

んに証明された。今日では子どもの歯に，目につく

ほどの鯖蝕はあまり見かけないようになった。

　その後の発達を理解するためには，何故このよう

な決定がなされたかの背景を知る必要があろう。社

会保障による歯科治療の時代がくる前には保存歯科

的処置の価値を理解したり，あるいはそれを受ける

経済的余裕があったのは国民のほんの少数でしかな

かったといっても誤りではあるまい。大多数の国民

は，主として経済的理由から，彼らの歯牙をなおざ

りにし，10代の終りか20代の初め頃には全部抜歯し

て義歯をはめることに満足していた。もちろんそれ

は間違いであるにもかかわらず，彼らは一回の出費

で，あと一生涯の歯の問題は解決したと信じていた。

両親がこのように「どうせ歯は抜けるもの」という

観念にしばられているので，子どもの前歯の保存処

置をすすんで彼らが求めなかったことが理解できる。

　保健省は公衆に本当の歯科衛生の意義を教育する

目的の下に，社会保障による歯科給付（Social　Secu・

rity　Dental　Benefit）はイ呆存歯科に限ることとし，美

学的な理由および保存歯科に関連して必要である場

合の他は，一切義歯処置のためには補助しないことを

唱導した。このことについては保健省はニュージーラ

ンド歯科医師会から強力な支持を受け，政府も賛成

した。結果として，いまではニュージーランドの歯科

臨床の観念が根本から変り，保存歯科学による歯牙の

健康保持がいまや一般的特徴となってきたといえよう。

　この頃までは，戦争はニュージーランドから何千

哩も離れたところで戦われていて，こちらで感じら

れる影響といえば，人的資源や日用品の払底ぐらい

のものであった。しかし1942年にシンガポールが陥

落したとき，それは同盟軍を驚歎させたでき事であ

ったが，ニューンーランドは自分の国も侵入される

おそれがあることを知った。日本軍は着々と南下し

てきたからである。軍事，並びに民政の当局はそれ

ぞれ必要な準備体制をっくった。人的資源規定によ

って，学校歯科看護婦は必要欠くべからざる職業で

あると宣言された。（名称に“学校”を附すること

は彼女らの身分のけじめを明確に示すために最近正

式に認可されたものである）。この規定のために，

歯科看護婦は歯科衛生部長（Director　of　National

Service）の許可なしでは歯科サービスを離れるこ

とはできなくなった。歯科看護婦は官費で養成され

たのであるから，その頃拡張されっっあった軍隊の

婦人部隊その他戦争に関係ある婦人団体に魅力的な

ものがあっても，それに対抗するためには，これは合

理的な方法であった。学校歯科看護婦は保健省の緊

急予防班に配属され，政府の指揮の下に，緊急の病院

勤務をするための移動予備隊を形成することを第一

の目的として，篤志看護婦訓練を受けるために特別

な便宜が与えられた。さらに歯科看護婦は公衆衛生

の面でも任務が与えられた。すなわち住民の疎開が

必要となった場合，緊急種痘および緊急状態下に出

産した場合の産後の手当等を任務地の地区衛生看護

婦（District　Health　Nurse）と共に行うことになった。

　幸いにして戦争は逆転して，このような緊急対策

を実行に移す必要をみずにすんだ。1945年8月に日

本は降伏し、戦争は終った。
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第8章戦後の困難
　戦争中，学校歯科サービスは無数の困難があった

にもかかわらず着実な進歩を示した。1945年の終り

には（太平洋戦争は8月に終った）僅か166校，それ

も主に小さい僻地の学校だけにサービスの手が届い

ていなかった。すなわち公立，私立およびマオリの

初等と中等学校合計2，514校のうち2，345校に学校歯

科サービスがおよんでいた。

　24，350名の学令前の児童を含めて，全部で210，920

名が定期歯科管理制度の下にあった。今後数年間，

確実なそして増加が予想されるこの目的のために，

1945年には養成学校の入学生がそれまで年80名であ

ったのを100名に増加させる政策が採られた。学令

前からスタンダードVI（12歳）までのすべての児童

に歯科手当を与えようという目標の達成は無理のな

い見とおしのように思われた。

　ところが戦争が終り，人的資源の制限が解かれる

や否や，当然のことではあるが外地から男達が帰還

したために，既婚のあるいは結婚しようとする歯科

看護婦が多勢一度に辞職してしまった。1945年には

80名が養成学校を卒業したのに，翌年3月で終るそ

の年度における現場の職員の実際的増加は僅か1名

であった。事態は既に緊迫を告げていた。手当の遅

延が累積するばかりであるのに，それが緩和される

のは現在訓練を受けている多勢の見習生が翌年現地

に配属されてくるときを待つよりほかなかった。し

かし，後に明白にされるとおり，新素因が起ってこ

の状態に影響をおよぼした。しかもそれは，サービ

スの全組織が再び脅かされるほどのものであった。

　一方，いま一つの事柄が注目をひいていた。戦争

が終りに近づくに従い，社会保障の計画の提案につ

いての討議が再開されはじめた。その制度は1947年

2月まで実施されなかったが，多くの極くこまかい

予備的仕事をしなければならなかった。歯科衛生部

の行政責任は非常に重くなってくるので，本部職員

の増強によってこれに備える必要を認めた。この目

的のためにJ．B．ビビーが特に学校歯科衛生部の指

導の責任を委ねられたところの部長代理（Deputy

Director）に任命された。彼の国立歯科看護婦養成

学校校長の職はA．D．プライスが継いだ。彼はその

上，部長補佐（教育担当）（Assistant　Director　Traing）

というより広い範囲の責任を兼務した。しかしプラ

イスは1年後に退職して開業歯科医となり，後任に

は1946年にF．B．ライスがなった。

　その重要性を知るためには，歯科衛生教育に関し

特別に章を改めて書くことにする。しかし次のこと

だけはここに書いておくほうがよいと思う。本部職

貝の増強の中にはこの特別の活動を指導するための

最初の専任職貝の任命が含まれていた。彼は後に歯

科看護婦である教官補（Dental　tutor　Sister）を助

けたが，それはだんだんにふえて1960年には4名に

なった。

　専任職貝として選ばれたひとは，L．フレフナー

（Brebner）という法学士で歯学士という，めずら

しい資格を持った人物である。彼は後にクライスト

チャーチの養成学校の初代校長となった。地区の組

織は戦時中も変更なしにつづけられてきたが，ライ

スが部長補佐（Assistant　Director）および国立養

成学校校長に昇任とともに，地区出張所の役貝（主

任歯科技官Principal　Dental　Officerと呼ばれるよ

うになった）に変化がおこった。それはオークラン

ド地区がR．M．S．テイラー（Taylor），南オークラ

ンド地区がJ．　G．エスビー（Espie），ウエリントン

地区がG．H．レズリー（Leslie），カンタベリー地区

H．M．マッカッチョン（Mecutcheon），オタゴ地区

がJ．S．二

コルソンと

なった。彼

らのうち，

D．D．S．（ニ

ユー ンーフ

ンド）の学位

を持っテイ

ラーと，　か

なり有名な

音楽家であ

るマッカッ

チョンは，間

もなく退職
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初代のクライストチャーチ学校歯科看護婦

養成学校長になったE．ブレブナー

　　　　　　　　　　　（同校校庭で）

現在　保健省歯科衛生部部長補佐



　　J．G．エスビー

現在　歯科衛生部部長補佐

　G．H．レズリー

現在　歯科衛生部長

して，個人的に各自の職業をはじめた。一方エスピ

ー は後に歯科衛生部の部長補佐となり，レズリーは

D．D．　S．をとったのち，やがて部長代理（Deputy－

Director）となった。当時歯科サービスに入ったも

う一人の役人は養成学校の副校長となったJ．フラ

ンコン・ウイリアムズ（Francon　Williams）である。

ウイリアムズはその前に何年もの間，西サモアでそ

この政府の主任歯科技官をし，そこで歯科補助貝達

の訓練を始めた人である。数年後，彼はオークラン

ド歯科看護婦養成学校の校長に就任し，さらに後年

彼も歯科衛生部の部長補佐となる運命であった。

　1946年という年は，最初の歯科看護婦見習生の任

官後25週年を記念した年である。この行事を記念し

てスクール・デンタル・ナース・ガゼットは銀祝典

記念号を出版した。ニュージーランド州歯科看護婦

会（The　New　Zealand　State　Dent’al　Nurse　ln－

stitute）はウエリントン市で25周年記念会議を開催

し，自治領のあらゆる地方から百余人の会員が参加

した。

　しかし，今度は二つの新しい要素が現われ始めた。

戦争直後に出産率がいまだかってない高率を示し，

それがその後全然下らなかった。さし迫った学童の

増加に対応するためには歯科看護婦の増加が必要で

あろう。しかしここにも一つの困難があった。いま

見習生となるべき18，19歳の少女は丁度経済的不況

のどん底の頃に生れたので，その頃の出産率は異常

に低かった。このように二つの妥協できない要素が

あった。一つは予測できる学童の’大増加に伴う仕事

の激増，他は極めてわずかな人数の新入生で，彼女

歯科看護婦を追加する必要がある。

名の訓練を受けた歯科看護婦を用意することは周囲

の事情から全然不可能である。見習生の勧誘にはあ

らゆる努力を払い，専任あるいは非常勤でよいから

再び就職してくれるようにとの要請が元歯科看護婦

だった者に緊急に向けられた。養i成学校へ毎年採用

される者の数は既に100名となり，それを維持する

のに少なからず困難iを感じた。そしてこのように努

力しているにもかかわらず1952年になっても現場の

職貝は僅か548名で目標より200名少なかった。その

上，その数の中135名を下らない者が年報によれば

非常勤の既婚者であった。かくて当時の専任の永続

性のある現場の職員は，1949年度より少いところの

僅かに413名であった。

　その後のでき事をみれば，教育省の予測があまり

にも控え目であったのがわかる。これらのことばが

書かれている1960年においてすら，新しい学校とク

リニックがなお新築されつつあり，約900人の歯科

看護婦をもっ現場の陣営も，いまでもなお増加しつ

つある学童人口に対して不適当である証拠を示しつ

つある。

　職貝の不足は著しい戦後の問題である。そして学

童の急激な増加に追いつこうとするたたかいは，今

後長年続くことであろう。

　この頃から海外の知名な訪問者達が歯科看護婦制

度に真面目な関心を示し始めた。なん人かは予定外

のスケジュールをつくってわざわざ養成学校や歯科

クリニックを視察した。その中の一人はセイロンの

保健局長であった。彼は非常に深く学校歯科保健事

らの採用についてはすべて

の職業が競争している。最

も強力な競争相手は病院と

教育界である。

　1949年までにはサービス

の現場には451名の歯科看

護婦がいた。それは，同年

の年報によれば，その年の

契約に必要な数だけでも，

150名不足であった。教育

省の予測では1952年に学童

の数は頂点に達する。そし

てその時までには300名の

　　　　　3力年間に300
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業に感銘をうけたので，帰国後セイロンにも類似の

制度を始めることを強く政府に建言したほどであっ

た。直ちに行動に移丁ためには財政が許さなかった

が，コロンボ計画が実施されたとき，セイロンはそ

の計画の下にニュージーランドの助力を請うた。そ

してそれが許された。セイロンにおける歯科看護婦

制度はそれだけで一つの物語となるであろう。この

事柄については，外国におけるニュージーランド方

式の採用を述べた後章の中で，さらに書きしるすこ

とにする。

第9章 でき事の多かった年

　重要なでき事がからみ合って1947年をつくり，そ

れにつづく何年かは記録すべき…時代をつくった。

　1947年2月は歴史的重要なときである。このとき

社会保障の歯科給付（dental　benefits　service　for

adolesents）が，学校のクリニックで手当を完了した

すべての児童に思春期まで延長されたのである。最

初は処置を16歳まで続け，全部を管理できるように

また円滑にいくようになったら，年令を1年ずつ延

ばして19歳までにする計画である。しかし，前述し

た学校歯科看護婦の急に著しい減少のために1949年

には歯科医業界の協力を求めなければならなかった。

歯科界はそれを緊急対策として承認し，小学校と中

学校の生徒に地方的必要に応じて歯科管理をし，学

校看護婦は学令前と小学校低学年の子どもに仕事

を集中することに同意した。すなわち歯科医は歯科

看護婦が手離してから引き受けることになった。こ

の方法により2歳半から16歳まで定期的に歯科管理

をするという目的は実現された。1951年までには，

学校サービスはこの緊急対策の下にスタンダードII

（8歳）まで，あるいはそれ以下一一ある例ではプ

ライマー（5，6歳）の学級にまで引き下げられた。

　翌年までには100，000名の学童が開業歯科医の下

に登録するように頼まれた。学校歯科サービスはそ

の間225，000名の低学年児童を専門に世話した。こ

の期間は開業歯科医の協力と，歯科看護婦の不屈な

努力による集中的な世話が極めて著しかった。結果

は児童と青年への大きな恩恵であった。彼らの歯の

健康は何年もの期間にわたって最初の計画どおりに

維持されつつあった。これを書いているいまでも，未

だ最高の16歳という年令以上には進めないでいる。

後で述べる養成学校の増設に伴い，小学校の低学年

と高学年のクラスがだんだん多く徐々に学校歯科

サービスの世話を受けるようになり，開業歯科医の

重荷はその結果軽くなった。両親も教師も，児童が

学校の構内から出て行って歯科処置を受けないで済

む日のくるのを待ち望んでいる。

　社会保障による歯科サービスが始められる以前に

は，児童が小学校を卒業した後も，引続き開業歯科

医の下で必ず手当を受けるようにさせる有効な方法

は一つもなかった。それを実行した者は極く僅かで

あったので，政府はこれが次第に非常な経済的無駄

になることをじゅうぶん承知していた。これを克服

するために，著者は早くも1935年に既に“学校歯科

処置後はどうなるか？”と題した論文をニュージー

ランド・デンタル・ジャーナルに発表し，幾つかの

提案を試みた。その一つは，もとクリニックに加入

していた患者をひきつけ，確保するために，彼らは

よく訓練された歯科学的に健康な患者であるとの理

由の下に，歯科医業界が特別な料金を考慮すべきで

あるというのであったが，多分あまりにも当時とし

ては理想に過ぎたのであろう，何の反響もなかった。

そして1947年に社会保障による歯科給付が実施され

るまで，その経済的無駄はつづいた。

　初め青少年に対する社会保障の治療を開始したと

きは，これを省直営の診療所で専属の歯科医によっ

て行なうつもりであった。歯科医の人数が少なすぎ

るので，歯科医になるための政府からの奨学金が，

適当と思われる男女に与えられた。この奨学金の条

件の一つは，卒業後，奨学金の種類により，3力年

或いはそれ以下の期間の間，政府の仕事をすること

であった。ニュージーランド歯科医師会はこの義務

づけられた勤務が始まるまでの間“暫定的サービス”

をすることに同意した。すなわち歯科医は各自の歯

科医院において「学校歯科診療所の料金」で青少年

を診るという契約を保健大臣と取り結んだ。

　種々の理由で“給料を貰ってする歯科サービズ

一 100一



初代歯科衛生部長であり，二7一ジーランド学校歯科サービスの

創設者　Sir　Thomas　A．Hunterの像　　　　　　（104貞参照）

は最初にもくろんでいたようには発展しなかった。

それに反して“暫定的サービズ曹のノiは，歯科医師

会にとって効果的であり，また満足できるものでも

あったので，いつまでもつづきそうにみえたt、

　1947年の6月には英国｝1誕生日の叙勲があり，ハ

ンターが歯科保健事業における長年の貢献のため勲

爵t（Knighthood）に叙せられたので，歯科衛生部

ばかりでなく，歯科医師会も共に非常に蒔こんだ．

サー・トーマス（ハンター）の最後の仕事として，

彼がその創立を見事に完成した学校歯科サービスに

たずさわる全貝は，この叙勲を自分らの光栄であり，

名誉であると感じた。本当にそれは歯の健康増進の

ために捧げられた長い生涯におけるふさわしい最頂

点であった。

　同じく1947年には歯科学術研究を専門に行う最初

の官吏が任命された。ずっと前にA．　D．ブラィスが

適当な研究計画を決めるための予備的調査のために，

1938年に1年間だけ任命されたことが思い出される

であろう。戦争のために，このことは1947年までそ

のままになっていたのである。選択の結果，ニュー

ジーランド大学でD．D．　S．となった有名な歯科医で，

多くの著書があるR．E．T．ヒューアットに決定した。

彼はこの地位において，土壌の種類と騙蝕の関係に

ついて貴重な貢献をした。

　この年の年報には現場の職貝は依然として不足を

つづけ，数においては最近数年間は殆んど静止状態

をつづけていて，学童が急激に増加しているのにく

　　　らべると職員は極く僅かしかふえなかったと

　　　報じている。

　　　　学校歯科サービスは拡張が制限されたばか

　　　りでなく，現在の契約数を維持することすら

　　　年々むずかしくなってきた。同じ年報の中か

　　　ら引用された次の言葉は，　一つの明らかな希

　　　望の光を伝えている。それはこの事情の下で

　　　は皮肉であったかも知れないが，大衆の歯科

　　　衛生に対する態度が変ったことを示しているn

　　　職員の誇しい不足を述べた後，その記事には

　　　こう菩いてある」し……大衆が半年毎の児竜歯

　　　科検査の値うちについて非常に理解するよう

　　　になり，検査と検査の間か定期の6ヵ月をこ

　　　えたりすると，非常に気にするようになって

　　　きたnこれは目下の状態ではいささか当惑す

ることであるが，確かに歯が健全であることの眞要

さに対して，　一般の関心が適当に指導された証拠と

して非常に喜ばしいことである’］h

　つづく数年間は職員の不ldがますます深刻化され

た。いよいよ急速に増加する学童人口に追いつくた

めには，自治領立歯科看、｛蔓婦養成学校（Dominion

Training　SchooDだけでは到底じゅうぶんな歯科

看護婦を補給することはできなかった。新しい小学

校がそこにもここにもできてもとは1校ですんだ地

域に3校も建てられた。新しい住宅の集団がどんど

ん造られているが，そこには二つ．或いは三っの学

校が同時に建てられた。教育委員会は当り前のこと

のように歯科クリニノクを新しい学校と共に建てた、

驚くべき発展であった，，明’）かに看護婦養成学校の

新設が緊急を要してきた。入口の点からみて，オー

クランドが所在地として最も有望な場所に思われた、

種々の予備的交渉や計画の末，オークランド歯科看

護婦養成学校はようやく1951年に開設できて．保健

大臣の」．R．マーシャル（Marshal1＞閣下が開校式

を行なった。校長はJ．フランコン・ウイリアムズ

であった。彼はウエリントン養i成学校の副校長を経

て，最近はオークランド地区の主任歯科技官となっ

ていた。教官補の古参であるMiss　B．　A．バ・ソグ

（Bagge）が学監に任命された。ウエリントンにおけ

る方針に従い，附近に寮をつくったか，間もなく，

学校が許容人員一杯にまで発展したので，さらに二

つの寮をふやした。その中のグレード（Glade）と
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猶
1951年にできたオークランド学校歯科看護婦養成学校
　　　（School　for　Dental　Nurses，　Aukland）

よばれる寮は，看護婦とサービスにとり特別な自慢

の種となった。養成学校そのものも僅か5力年間に

2度も増築し，最大収容人貝も新入生が年60名に達

した。

　歯科サービスの歴史の中で，一つの意義あるでき

事は1948年にウエリントン・デンタル・クiJニック

に矯正部が設置されたことである。保健省で最初に

任命された歯科矯正技官である　デニス・H．ブリス

（Dennis　H．　Bliss）を主任とする専門家達によるこ

の部は，児童の健康的な歯をつくるための一一要素と

しての，予防的矯正学の重要性を強調するのに役立

った。

　1949年に弗化ソーダの局所塗布を一定の目的手段

段として実施はじめたことにょり，サービスの予防

面の仕事はさらに強調された。米国において成功し

た方法に従って，ニュージーランドの条件に合わせ

て試験的に行なった結果は有望であった。

　米国において実施している，上水道の弗素化に関

する予備的報告の意義についても，保健省はみのが

すはずはなく，1951年には後に保健委員会上水道弗

化問題審議会とよばれた一つの委員会をつくり，ニ

ュー ジーランドにおける実施可能性を調査した。ヘ

イスティングス市は政府の要請に従い，上水道弗素

化のための特別の設備をして，10年間その操作を監

督することを引き受けた。実施開始後のヘイスティ

ングス市の児童の歯は，検査の結果効果をみせたの

で，その後もなお観察を継続している。

　不幸にして公衆の意見は賛否の両方に分れた。あ

まりに騒々しい反対論のために，遂に政府は1957年

にこの問題の検討を特別委貝会に委託した。整然た

る理由を列挙して，この事業を高く評価した報告が

できたにもかかわらず，非常に活発な反対が依然と

して止んでいない。

　この期間に行なわれたある管理上の変更は，サー

ビスをより魅力的にしたこと，および新しい設備の

導入によって益々能率的にした点が，当時の傾向を

示しているものとして，記録上に含ませる価値があ

ると思う。新しくかわったことというのは一一一新し

い地区が．二つできたこと，遠隔地あるいは労働条件

と生活程度が標準以下の地方に配属された歯科看護

婦に’特別”手当とよばれているものが与えられた

こと，公債の廃止および歯科看護婦が任官するさい，

養成期間中およびその後3力年はサービスのために

働き，もし違約した場合は100ポンド（10万円）の

罰金を払うことを契約していたのが廃止になったこ

と，揃いのカーディガンと靴と靴下は，それまでは

各自で保健省から購入していたが，それが給付され

ることになったこと，および1950年から全国の各歯

科クリニックに，治療椅子に附属した電気器械を設備

する5力年計画が始まったことである。これらの電気

器械は自治領立歯科看護婦養成所には，1940年にそ

の開館と同時に設備されたが，戦争が介在したため，

労働力と資材の不足も手伝い，現場の診療所の設備

にそれを取りつけることが，このように遅れたので

あった。

　オークランドの養成学校の新設をはじめ，いろい

ろな手段が既にとられたにもかかわらず，職貝の不

足が解決されるにはまだ遠かった。これを解決する

ためには思い切った手段をとらなければならない。

それで第3の養成学校設立が考慮されはじめた。
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第10章 そして1960年となった

　航空業界の拡張は1952年にチャルサム島まで歯科

処置の手を伸ばすことができるようにした。気まぐ

れな天候と，それによってこの仕事が維持されてき

た飛行艇の都合によって，多少は左右されたが，そ

れでもかなり定期的に島へ行くことができた。普通，

北カンタベリー病院の理事会から派遣された一人の

歯科医と助手が，大人と大きい子どもたちを治療し，

学校歯科看護婦が幼い子ども達の手当をした。

　職員の不足は1950年の初めの頃に最も緊急な問題

であり，種々の対策が講じられた。看護婦募集のた

めに，美しい色彩刷の紙ばさみができて一般に配布

されたり，目につくような絵を添えた求人広告を新

聞にだしたり，女子の上級生に養成学校を見学させ

たりした。また，小学校の低学級および高学級にお

いて歯科衛生委貝（Dental　Monitor）というよv・思

いつきを使うことが許可された。そして歯科看護婦

は上級生の中から適当な少女を見いだし，歯科衛生

委貝になることをたのみ，徽章（看護婦の制服のボ

タンをブローチ風に加工したもの）を与え，ときに

は減価償却後の制服さえ着せて，学課のない時間に

診療所でお手伝いする等の，軽い任務を与えること

を奨励させた。彼女達が職業を選ぼうと考えるのは，

未だ3，4年さきのことであるから，これは本質的

には長期計画の一っである。しかしながらアイデア

は非常にょい。将来これらの少女に，歯科看護婦に

なりたいという興味をおこさせたのが，この方法で

あったとしても当然のことといえよう。

　時がたつにつれ，引きつづく高い出産率と．

学童人口に関する教育省の予測から考えれば，

学校歯科看護婦の見積数はさらにもっと増加

させなければならないであろう。既に1951年

にオークランド養成学校が開設され，拡大さ

れて，遂に年に60名の卒業生を出している。

統計にょれば，南島は人口に比例して看護婦

見習生採用の割当が少なすぎることが明らか

になったので，南島に第3の養成学校を持つ

可能性が長い間慎重に研究された。1953年に

政府は第3の養成学校をつくること，そして

所在地はクライストチャーチにすることを許

可した。それから適当な敷地を探し始めた。ちょう

どこのきわどいときに，クライストチャーチの名所

の一つで中心地にある，ホレリーの名で知られてい

る壮麗な庭園が売りにだされたのは全く幸いであっ

た。交渉の結果，1954年にそれを政府が買うことに

なった。建物が手に入ったので，次の目的は直ちに

訓練を始めることであった。当時歯科衛生部の本部

職員で，主任歯科技官（（保健教育係）であったE．

ブレブナーが新しい養成学校の校長となり，教官補

であったMiss　M．N．スティーヴンスが学監に選抜

され，第1回応募生の訓練が1955年から開始できる

ように任命された。当時学校と診療所はまだ設計図

の段階であったが，その土地に建つていた大きな建

物（よくマンションとよばれていた）と附近の聖ヨハ

ネ傷病者輸送協会の建物を幾つか借りて，歯科看護

婦見習を教育し寄宿させることがやっとできた。

　1959年までに新クリニックと養成学校が完全に操

業はじめた。建物そのものも“現代的一S設計のもの

で，驚くほど素晴しく，その絵のような背景と，噴

水や芸術的な彫刻像が立っている魅力的な前庭とで，

大いに引き立って見える。それはその年度最高の公

共建築として，それを造った建築家はニュージーラ

ンド建築家協会からメダルを授与された。

　代々の保健大臣は，学校歯科サービスには遙かに

職務上の関心以上のものを示し，例外なしにその活

動に関しては個人的な強い興味を持ち，多くの卒業

1953年にできたクライストチャーチ学校

歯科看護婦養成学校の由緒ある学生寮
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式その他の式典をつかさどることを承諾した。自治

領総督は3人も養成学校を訪問し，同じく3人の首

相も学校を視察して関心のほどを示した。

　エリザベス女王とエジンバラ公がニュージーラン

ドを公式訪問されたのは1953年の12月であった。御

二方は国中を旅行されてこの国のいろいろの面をご

らんになった。しかし陛下が，大英帝国の一つの特

別な事業であり，しかもニュージーランド自身の創

案にょる，この歯科衛生サービスをごらんになる機

会をお持ちにならなかったことは，少くともサービ

スに従事しているすべての者にとって，本当に残念

なことであった。

　1953年6月に挙行された女モの戴冠式を記念して，

公共事業局の選抜された官吏および他の事業を代表

している市民らに戴冠式メダルが授与された。学校

歯科サービスの一職貝で，ネルソン地区のフラン

シス・A・シーサー（Francis　A．　Sheather）という卓

越な働きの記録をもつ歯科看護婦は，この名誉ある

メダルを授与された。

　1925年以来毎年募集された歯科看護婦見習生は皆，

ウエリントン工業大学芸術学部の一つのクラスに出

席していた。その目的とするところは，まず手先き

を器用にするために金属材料を用いてする手工を学

ぶためであったが，後には歯科衛生教育を行なう場

合に役立つために，文字の書き方やポスターをつく

ることを教わるためであった。これらのクラスがで

きたときからずっとネルソン・アイザック氏（Mr．

Nelson　lSac）という有名なウエリントンに住む画家

で，歯科看護婦に教えることを非常に好んでいた人

が担当していた。1954年に彼が引退したとき，学校

歯科サービスとの長い連らなりが終った。その時ま

で，サービスにいたすべての人は彼の教えを受けた

入達である。

　ニュージーランド歯科医師会は1955年に創立50周

年を迎え，その行事を記念して学校歯科サービスに

多額の寄附をした。それはウエリントンの自治領立

歯科看護婦養成学校の講堂のマホガニー製の立派な

議長用の椅子となり，寄贈の由来を記した金属板か

っいている。ずっと前に（1939年），歯科医師会は

青銅でハンター（当時はまだサー・トーマスでは

なかった）の胸像をつくらせて，彼の歯科医学に対

する長年の貢献を讃えた。それはハンター自身の提

案で同じく養成学校に置かれた。この胸像には正面

入口の広間の名誉の座が与えられ，単に学校歯科サ

ー ビスの創立者としてのみでなく，ニュージーラン

ド歯科医業界の大先輩としての彼への賞讃のしるし

として，以来ずっとその場所に置かれてある。

　1956年1月に著者は停年になって，32年以上勤め

た歯科衛生部長の職を辞めた。後任には，教師とし

て，また管理者として局において長い経験を持っ

J．ブルース・ビビーが一就任した。

　この頃には歯科サービスは（サブ・べ一スを含め

て）695カ所にクリニック（centre）を持ち，625名

の現場職員をかかえて運営されていた。クリニック

のある学校は，公立，私立，マオリを含めて合計

2，423の小学校のうち，2，385校であった。

　1956年までには，看護婦養成状況はややらくにな

り，新しいクライストチャーチの養成学校の満貝状

態が間もなく感じられそうであった。現場の職貝が

そのときまでには，殆んど1，000人に達していた。

1960年には学童人口がいまだに上昇しつづけ，ピー

クは1972年頃であろうと予測されるにもかかわらず，

子どもの数とサービスの陣容の間のギャップは着々

とせばめられつつあった。

　これまで述べてきたとおり，この状態は多くの，

そしてたいていの場合は極めて重大な困難に直面し

ながら，達成してきたものである。その上，第2次

世界大戦終r後は．他の諸国と同様，ニュージーラ

ンドも未開発国への技術的および財政的援助を与え

る責任を引き受けた。歯科衛生の領域においても，

技術的援助のためのコロンボ計画に基づいて，かな

りの援助を多くの国に与えてきた。歯科技官や学校

歯科看護婦はそれらの国へ貸付けとして派遣され，

一方，養成学校には海外からの学生に席が割当てら

れた。ニュージーランド学校歯科サービスが国際の

舞台で演じた役割は章を改めて書く値うちがあるほ

ど興味深いものである。

　サー・ウインストン・チャーチルの有名な戦時演

説の一つに“もしもわれわれが目的の端緒に着いた

と主張することがまだできなかったとしても，少な

くともわれわれは端緒の終りには到達していた”と

いっている。この言葉は多分大層よく，学校歯科サ

ー ビスが1960年の終りに到達した段階にあてはまる

であろう。このときまでには，1920年に教育省に5
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人の歯科技官が任命されて，歯科サービスが誕生し

てから40年の歳月がたっている。道は常にbF担では

なかった。希望，進歩は後退，挫折と交互に起り，

ときには克服できないかにみえた。しかしその行程

は，その歴史の極めて初期に確定したので，一時的

な迂回路や停止があったにもかかわらず，そして一

度は“この事業は如何なる理由の下にも拡張を許す

べきではない”とまで脅かされたにもかかわらず，

その行程はこの40年間着実に追い進められてきたの

である。最初は新しくできた歯科サービスに対する

政治的雰囲気は．ただ寛大であるに過ぎなかった。

社会奉仕に対する当時の大衆の態度は，ある衆議院

議員が適切にも表現したとおり，彼らはわれわれの　．

頭脳よりも心の庁をもっと信用していた

　しかし，それは皆のことである　いまでは大部分

の外国においても政治的風潮は全く変一ってしまった．，

適切な保健事業は医学的なものも，歯科学的なもの

も，近代国家経済の必要欠くべからざる一部分であ

ると認められている、t

第11章　歯科サービスの国際的活動

　このあたりで，外国がこのサービスに関してどの

ような関心を示したか，そして小児歯科衛生領域に

おいて達成し得ることの一例として，ニュージーラ

ンドが益々注目されるようになってきたことを少し

記すべきであろう。

　極く初期の頃から知名の外国人が養成学校，およ

び現場のクリニックで行なわれている仕事に興味を

示していた。多くの場合は，他におもな目的があっ

て，たまたまこれらを視察する機会を持っただけで

あったが，これを主目的として来訪した人ぴともあ

った、

　前に既に述べたことのあるセイロンの保健局長

Dr．　W．G．ウィックレメシング（Wickremesinghe）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，1946年

　　　K．M．ソルター

学校歯科看護婦教官補（Sister）

に視察のた

め来訪し，

1950年には

学校歯科制

度をセイロ

ンにつくる

助力をコロ

ンボ・プラ

ンによって

与えてほし

いとの要請

がセイロン

政府からわ

が国にあり，

薄こんでこれを承諾した、1951年に最初の第一歩と

して，6名のセイロン少女に歯科看護婦訓練を授け

ることを引き受けた、1952年にも第2群の6名を引

き受け，1953年には第1群が卒業してセイロンに帰

国したとき，政府か必要な設備をするのを援助する

ために，シスター・K．M．ソルター一（Salter）が派遣

された。さらにセイロン政府の招きにより．箸者も

1953年に，実施Eの方針について助言するために2

ヵ月ほどセイロンに滞在した．，その結果，保健省歯

科衛生部部長代理であるF．ブルース・ライスと，

2入の教官補K．M．ソルター一と，　B．V．ウエバーの

1チームが1954年にセイロンに行き，歯科看護婦養

成学校を設立した。ライスはその他にも主任歯科技

官の資格で，歯科保健局組織の指導をした。

　コロンボの郊外マハラガマに非常に適当な場所が

手に入った。そして，養成学校が建築できるまで，

その敷地内に建っている大きい家で訓練が開始され

た。校舎は1957年に完成し，この家は寮になった。

コロンボ計画の下に，ニュージーランドがつくった

この完全な教育施設の開所式が，1958年3月にセイ

ロン保健大臣はじめ，大臣高官が列席しているなか

で，ニュージーランドの首相ウォノレター・ナッシュ

（Walter　Nash）閣下によって行なわれたことは非

常に適切なことであった。

　一方，この学校の責任者として選ばれていたDr．

S．S．P．デシルバー（de　Jong　de　Silver）はニュー

ジーランドの歯科サービスに5ヵ月間いた後，帰国

後は校長となった。
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　ライスは1958年の後半まで，主任歯科技官として

留任していたが，前述のとおり，それからジュネー

ブの世界保健機構（WHO）の本部職員に任命され

た。セイロンへの援助はその後も続けられ，ニュー

ジーランドからは常時2名の教官補（Dental　Tutor

Sister）をセイロンの学校に送り，セイロンからは

歯科看護婦を種々の期間ニュージーランドの現場に

勤務させた。

　1949年には，オーストラリヤの政府が，歯科視察

団をわが国に送った。彼らは，オーストラリヤ自治

領保健総監（Commonwealth　Director・General　of

Health）Dr．メットコルフ（Metcalf）C．　M．Gを団

長とする各州から一人ずつ選ばれた歯科医師会員5

名であって，ニュージーランドに一週間滞在した・

われわれは彼らに学校歯科サービスをできるだけ多

くみせ，おもだった歯科開業医にも会わせたが，そ

の後この来訪は何の発展もみせていない。

　次は，1950年の英連邦政府保健省主任歯科技官の

Dr．　W．　G．　Senior，　C．　B．　E．に率いられた本国からの

歯科視察団の来訪である。英国歯科医師会（British

Dental　Association）の次期会長と，一人の有名な

歯科教育界の代表的人物と，文部省の主任歯科顧問

と，スコットランド保健省の主任歯科顧問であった。

彼らは3週間滞在して歯科看護婦制度のあらゆる面

を調査し，学校歯科クリニックを視察し，ニュ’ジ

ー ランド歯科医師会のおもだった人ぴとと議論をか

わした。やがて英連邦政府から発行された彼らの報

告は，総括的で，簡潔で，事実であった。政府の考

えは，ニュージーランドの方法に基づいた制度を認

可するほうに有利であったとのことであるが，この

提案は英国歯科医師会の極めて強力な反対にあった。

10年後の1960年の秋になって，初めて歯科補助員の

訓練が始められたが，それも単に試験的研究として

5力年間続けられることになった。

　1950年にはさらに2人の来訪者を迎えた。今度は

合衆国からアメリカ保健局の児童局（Children’s

Bureau）の歯科顧問ジョン・J．フルトン博士（Dr．

John　T．　Fulton）が，ニュージーランド学校歯科サ

ー ビスの評価をするために，WHOのフェローの資

格で来訪した。フルトン氏と同じときに，アメリカ

歯科医師会の専任職員であるアレン・0．グルッベル

（Dr．　Allen　O．　Gruebbe1）も来訪したが，彼の任務

は，特にアメリカ歯科医師会のために，独自の立場

からニュージーランド方式を視察することであった。

フルトンは詳細な調査の熟練者で，細かく注意の行

き届く人で，どのような小さなことも彼の注意から

逃れることができなかった。WHOから出版された

彼の報告は，87頁もある単行本で“歯科手当の一つ

の試み一一ニュージーランドにおける学校歯科看護

婦使用の結果”（An　Experiment　in　Dental　Care・

Results　of　New　Zealand’s　Use　of　School　Dental

Nurses）と題されたものであった。それ・は総括的で

事実をそのまま書いたものであるが，彼は“ニュー

ジーランドにおける学校歯科サービスの質は非常に

高い”と書くことがでさた。グルツベル・レポート

（Gruebbel　Report）として知られるようになったい

ま一つの報告は，それと違った性質のものであった。

それは歯科看護婦を使う制度に批判的であり，組織

化された歯科医業（organised　dentistry）に対する彼

らの見解と一致したので，合衆国において歓迎された。

この報告は大々的に発表されたので政治的意見にま

で影響し，一つの州では歯科看護婦（dental　nurse）

導入の計画が廃止になったほどであった。しかし人

の考えは時がたつと変るものである。10年後にA．D．

A．は，きたる1961年にシヵゴで開催される全国歯科

衛生会議（National　Dental　Health　Conference）

における討議課題の一つとして“将来の歯科手当の

需要に応えるために拡大しつつある歯科補助者の仕

事”を決定したことを発表した。

　ニュージーランド式歯科看護婦制度を最初に活発

な実施に移した外国はマラヤである。連邦政府の有

能で精力的な主任歯科技官であるチャールス・F・

ママレー（Charles　F．　Mummery，0．　B．　E・）はこの

種の計画をもくろみ，政府の承認を得てペナンに小

さい養成学校を設立した。それは1949年であった。

たまたまニュージーランドの学校歯科看護婦のミス・

バーバラ・グルミット（Miss　Barbara　Grumitt）が

ちょうどその時マラヤで休暇を過していたので，マ

マレーはすばやく彼女を歯科看護婦教官補として働

くために獲得した。学校責任者に決定されたチェリ

ー一・ サンドラム（Chellie　Sandram）は1年間，自治

領立学校歯科看護婦学校においてニュージーランド

の歯科サービスに勤めることになった。彼と彼の教

養の高い妻シャンタ夫人（Shantha）とは非常に歓
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　　．9、　　己　　等

　　　　　C．サンドラム

現在　マラヤ学校歯科看護婦養成学校長

迎された。

そして両人

共，自治領

立の養成学

校における

生活の中で

大いに活躍

した。サン

ドラムは創

造力と創業

の才に恵ま

れていたの

で，その後，

ペナンの学

校を如何な

る国でも自慢のできるような養成学校にまで発展さ

せることができた。1953年に著者が連邦政府の依頼

の下にマラヤ歯科サービス（Malayan　Dental　Ser－

vice）を視察して報告する名誉を得た。この仕事を

するにはペナンからシンガポールまで地上を旅しな

ければならなかったが，これほどすっきりとして，

能率的なサービスが運営されつつあるのをみること

は，実に楽しかった。当時はちょうど“緊急事態”

にあって，国内は殆んど戦時中のようなありさまだ

ったので，この旅行はそれからくる興奮のために興

が添えられた。ママレー自身も，1951年に5，6カ

月間ニュージーランドで過した。歯科看護婦の交換

が行なわれ，ニュージーランドから2人マラヤに2

年間行き，2人のマラヤ人の看護婦が1年間ニュー

ジーランドに滞在した。このような緊密な連絡が継

続され，両国のサービス間には驚くべき類似性がで

きた。

　インドネシヤの代表団は，歯科医師会会長が率い

て1952年に来訪した。さらに著者は，セイロンから

の帰路，個人的にインドネシヤを訪問して，互いに

親しさを増した。既にジャカルタには歯科看護婦の

学校が設立されているので，政府はニュージーラン

ドの方針を，この国の条件の許す限りとり入れたい

と熱望していた。それでさらに援助する目的のため

に，2人のインドネシヤ人の歯科看護婦を1年間，

ニュージーランドに勤務させた。また，ブルース・

ビビーは，部長として1957年にこの国を訪問した。

　他の南東アジア諸国も，学校歯科看護婦制度を採

用し，コロンボ計画その他の国際機関を通して，ニ

ュー ジーランドから助力と指導を受けているのはサ

ラワク，北ボルネオ，ブルナイ，タイ，ビルマ，香

港である。これらの国々は，ペナンとニュージーラ

ンドの両方の便宜を利用して，学校歯科看護婦を養

成している。その他の国々はニュージーランドの方

法の特色をとり入れようとし，若干の国は政府がそ

の国独自の方法を立てるに際し，助言してほしいと，

わが国からの歯科技官の派遣を要請してきた。

　国際連合の世界保健機構（WHO）は，早くから

歯科保健の問題に関心を持った。WHOができたの

は1948年であるが，その最初の歯科衛生ゼミナーは，

1954年に行なわれ，ニュージーランドがその開催国

に選ばれた。ウエリントン・デンタル・クリニック

には，24力国から45名の参加者が集った。特筆すべ

きことは，討議のために定められた七つの課題の一

つが，歯科補助者の訓練と雇用であったことである。

2年ほどたってからWHOは公衆歯科衛生という広

い問題を考慮するために，専門家によって構成され

た委員会を召集した。委貝会はその結論の中に，補

助者のより広範囲の使用が可能である，との意見を

記録した。さらに一歩進めてWHOはもう一つの専

門委貝会を，今度は特に補助者の最上の使用方法を

考えるために，1958年にジュネーブで開いた。

1963年10月4日には日本の池田総理大臣夫人がウエリントン

の養成学校を訪問した。夫人の右は，ハミルトン同校校長
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　このようにして1920年の昔から，ニュージーラン

ドにおいて強い反対の中を始められた運動は，既に

この国で立証され，確立されて，いまや全世界の興

味の的となっている。

　次の20年以内には，歯科補助者の雇用は歯科保健

サービスの欠くべからざる特徴として，諸国におい

て確立し受け入れられるに違いないといっても，多

分それは楽天的過ぎはしないであろう。特別の国々

における必要に応じて，補助者の仕事と訓練法は必

然的にことならなければならないが，しかし，ニュ

ー ジーランドはよく訓練された歯科補助者を賢明に

使えば，何を達成し得るかを証明したと，はっきり

主張することができる。ニュージーランドぽど，子

どもの歯科衛生標準を一様になし得た国は，若しあ

ったとしても極めてまれである。学校歯科看護婦な

しで，これを達成することは決してできなかったで

うつ。

第12章　歯科衛生教育の発達

　学校歯科サービスは，最初から口腔衛生を教える

責任を引き受けた。ハンターはこのサービスが発足

したとき，早くもその重要性を強調した。当時彼は，

それを歯科宣伝とよんでいた。彼は“両親達が歯科

処置を無料で受けられることになったから，もはや

自分らは何も責任を持たなくてもよい，という考え

を持たないように，最善の努力をすべきである”と

歯科看護婦を激励した。ハンターは始めの頃の年報

には，常に“宣伝SSの重要性を力説し，鵡蝕の予防

に対し公衆の関心を引きつけるための，彼らの遠慮

がちな努力をいちいち記録した。

　その時代には，歯科教育に関する決議は一つも行

なわれなかった。そして，つづく20年間にも一つも

なかった。それで無料，或いは少額の費用ですむ活

動しか行なわれなかった。例えば，ウエリントン市

の公会堂で産業博覧会があったとき，室内の一隅に

陳列された商品宣伝のための歯科医療器具の横に，

制服を着た歯科看護婦が質問に応じるために立った。

それから数種のリーフレットが使われたが，想像を

誘うような挿絵や考案に乏しい概して詳細すぎる内

容のものであった。情報を魅力的な方法で表現する

術は，まだその頃は発達していなかった。

　その頃の最も野心的な産物は，前に述べたことの

ある“子どもの健康一一食物とその与え方”と題す

る16頁の小さい本である。それは1921年に，当時新

しくできた保健省の部長会議の終了後，児童福祉部，

学校衛生部，および歯科衛生部の部長F．トルービ

ー・ キング（Truby　King）と，　E．　H．ウイルキンス

（Wilkins）と，　T．A．ハンター（Hunter）によって

書かれたものである。しかし，それもでき上ったの

は1924年であった。それ故，この本と数種のリーフ

レット以外には歯科衛生教育は治療しながらするお

しゃべりと，ときおり父兄会その他の小さい集会で

講演するだけに限られていた。

　ラジオは1926年頃ようやく発達しだしたが，歯科

サービスはいち早くこの方法を利用し，何か一般に

告げたいことがあるときには，ラジオを使った。J．

B．ビビー，F．　B．ライスおよび著者もその頃放送し

た者の一人であった。1930年には，歯科衛生部の技

官らによる5回連続のラジオ談話があったことが記

録されている。その後もずっとラジオは，歯科サー

ビスから一般へのメッセージのために大いに利用さ

れた。長年にわたって毎日（後に1週1回の番組に

変った）保健談話というものが，保健総監Dr．　H．

B。ターボット（Turbott）により全国放送されたが，

殆んど6回に1回は歯科に関するものであって，そ

の題材の作製には歯科衛生部が協力した。

　歯科衛生に関する広報をするために，公務用の印

刷された助言以外の方法を初めて官庁がとったのは，

1926年に説得の結果，遂に発行された歯科保健局の

“お城”という題の童話の小冊子である。それは歯

科保健局が，歯科看護婦を対象に行なった懸賞募集

に入賞したもので，作者はL．M．レズリーであった。

たまたま彼女が現在の歯科保健局長の実妹であるこ

とは，まことに興味深いことである。この物語には

1，2のペン画の挿絵まで添えてあった。当時の官

庁は明瞭な報いがあるか，さもなければ不可欠と認

められた場合以外にはなかなか金をだし渋ったので，
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これは驚くべき譲歩であった。

　それ故，1941年に主としてDr．ターボットの尽力

のお蔭で特に衛生教育の費用として，2，300ポンド

（2，300，000円）を使うことを政府が決議したときに

は，衛生教育に対する熱意は大いに刺激された。こ

れは大きな成功であった。お蔭で歯科を含む保健の

すべての面における，はっきりした計画を立てるこ

とができた。この決議は年がたつにつれて増額され，

現在（1960年）は，ほんの数年前には信じ難い金額

である年額3万ポンド（3千万円）となった。歯科

衛生の部門も予算の割当を受け，多種類の教育資料

を用意した。その中には美しい挿絵のついたパンフ

レットや紙ばさみ，汽駆やバス内の広告，新聞広告，

フィルム片，発声映画，色彩のついた歯の模型，フ

ランネルの布片を用いる手工材料および多くの非常

に目立つポスターがあった。特に最後のものは，ニ

ュー ジーランドにおいても外国においても非常に注

目をあびた。外国の診療所にみなれたポスターが貼

られており，しかもそのよく知られている説明が，

見なれぬ文字で書かれているのをみることは，常に

非常に嬉しいことである。

　衛生教育の中で最も成功した野心的冒険の一つは

保健省の移動展覧会である。最初1943年に栄養展示

場として，多少試験的に使い始めてから次第　　tt

にそれは発達して，…つの総括的な教育手段

となった。それは一方が開いているコの字形

の壁でできており，そのおのおのの壁は，

保健衛生の特殊な面，例えば栄養，乳幼児の

幸福，歯の保健，結核の予防，職場衛生等の

ために，別々に使われていた。その主調とな

るものは予防であった一一すなわち，病気を

避け，健康を保つことである。これは視覚と

聴覚と両方を使って教育していた。この展覧

会は毎年5，6カ月間巡回旅行をし，地方の

公会堂等の中で公開する。通常二つの部分に

分れている。一つは明るく電気をつけた，色

彩に富んだ部分で，他は映写室で，保健に関

する映画，主として天然色映画を見せる部分

である。毎年何千人もの観覧者があると評価

されている。自治領を殆んど巡回しつくした

ので，1955年，ひとまずその目的を果したも

のとして廃止された。

　配布部tW50，000の保健省の機関誌“Health”は年

4回出版され，それには歯科衛生に関するものがし

ばしば記載されている。

　歯科衛生部の上級職貝の一一人は，省内の衛生教育

委貝会（Departmental　Committee　on　Health　Edu－

cation）のメンバーであり，学校歯科サービスの衛

生教育面の指導を担当している。特にこの分野にお

いて4入の歯科看1護婦教官補（dental　tutor　sister）

は彼を助けている。彼女らはこの外にも任務はある

が，国中を旅行し，歯科看護婦を少数つつ集めて，

衛生教育研修のための講習会を開き，　・人入を励

ましてその熱意を・失わせないようにした。

　隔月発行の学校歯科サービス新聞（Gazette）は，

歯科衛生教育を激励するためのもう一一つの重要な毛

段である。毎号大きな部分が，常にこの間題のため

に使われている。学校歯科看護婦は新しい方法の考

案や実行に際して，仲間の経験に大いに助けられ，

また予防に関する最新の情報も，この堆誌を通じて

公表されることがある。

　治療椅子の横で教えるのが，歯科衛生教育のただ

…つの手段であった時代は遠く過ぎた。今日ではそ

れはあたり前の必ずする仕事とみなされ，歯科看護

婦はそれ以上に学校の教室で話をすることから，さ

小学校で歯の清掃指導をする学校歯科看護婦
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らにもっと野心的な行為までの広範囲の活動を行な

うことを期待されている。その中には紙芝居や劇の

演出，PTAその他類似の団体に対する講話，学校

の行事の際に展示品を出すこと，或いは学校のお祭

に“保健菓子”（health　sweets）の売店を設けさせ

ることさえ入っている。1959　一一　60年までの1年間に

おけるこれらの活動は，両親と子どもに対する講演

や講話が8，200回，学校や一般の式典やお祭のとき

の歯科展示物の用意が513件，その他の方法が5，844

件で，合計14，557件であった。

　学校教師と歯科看護婦とは幸福な親しい間柄であ

った。全くもしそうでなかったら，歯科看護婦の子

どもへの感化は非常に減少していたであろう。先生

が看護婦の仕事に積極的な興味をもち，親切に彼女

らの努力を支持したと述べることができるのは本当

に嬉しいことである。“健全な歯牙”（sound　teeth）

という保健省の出版物は，この点で大いに役にたっ

ている。何故ならば，それはもともと学芸大学で使

う目的のために，歯科衛生部に準備されたのである。

　さらに1950年にニュージーランド歯科医師会が組

織を拡張して，歯科衛生教育協議会（Dental　Health

Education　Council）を含むようになり，歯科衛生

部からもそれに代表を送ることになり，歯科衛生教

育は益々その運動量を増大した。その協議会は母団

体から資金を受けて，その後長年の間，多くの美し

い印刷の魅力的な教材を歯科開業医が使うために用

意した。歯科医師会と官庁の教え方が一致している

ように，両団体の間には非常に緊密な協力があった。

　それで録音映画とスライド，現代美術家と印刷業

の優れた技術によって，魅力的になったパンフレッ

トやポスター，その他フランネル・グラフのような

近代的な教育材料の助けをかりて，学校歯科サービ

スは，保健省全体としての教育活動，よりよき健康

一一治療よりは予防一一のための，絶え間ない運動

の中に，その教育活動を統合させつつ努力を続けて

いる。

第13章　UT　PROSIM（善をなさしめ給え）

　さてこの記述を終るにあたり，ニュージーランド

学校歯科サービスはこの40年間に何を完遂したか，

それは“done　good”という標語の挑戦に応えるこ

とができたか，そして社会に対して善きことをなし

右胸にかがやくメダル。その裏には
「UT　PROSIM」とほられてある。

得たであろ

うか？

　成就した

ことの多く

は，次の僅

かな事柄以

外は統計的

に計ること

はできない。

　例えば，

1960年には，

小学校の年

令及びそれ

以下の児童

糸勺　375，000

人が，ニユ

一 ジーランドの全長全幅を含めたあらゆる場所の学

校歯科クリニックに働く約900名の学校歯科看護婦

の手にょり，半年毎の定期的歯科処置を受けている。

過去40年間には何万人という児童が，皆同じような

手当を一人一人が長年の間無料で受けたのである。

このようにおびただしい量の歯科手当の効果を計る

ことができるような物差しが，何処かにあろうか？

その結果はこの期間中にみられた抜歯一一充填率の

推移にょって明らかに知ることができる。歯科サー

ビス開始の頃は，処置によって保存できる歯よりも，

救い得ずとして抜歯された歯の方が多かったのに，

1960年におけるその率は，充9．　IOOに対して抜歯3．8

であった。この成績そのものこそ，制度の有効性を

示す驚くべき証拠である。しかしそこには統計的に

は計り得ない見えざる成果もある。例えば，歯科看

護婦によってあのように熱心に毎年行なわれた大量

の歯科衛生教育一一1960年だけでも14，500件の活動

があった一一の効果を誰が評価できるであろう。

　その上，毎年1年の間には500～600人の児童の親

は，歯科医の診療を必要とする歯のことについて，
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歯科看護婦に注意されている。もしも，時期にかな

った助言や，熟練した予防によって避けることがで

きた痛みと苦しみと不愉快の量が，統計的に表わさ

れるものなら，それは感動させられるほど大きな数

字となることであろっ。

　現在世間の人には，40年前にみられなかった歯科

に対する意識がある。昔は大部分の人が歯科処置を

ほとんど抜歯か義歯のこととしか考えなかったが，

いまでは天然歯を何とかして保存したいと希望する

ものがだんだん多くなってきた。それは初めのうち

はかすかな願望であったが，次第に完成した事実に

なった。これだけでも価値ある成就であり，そのた

めに学校歯科クリニックが有意義な役割を果したも

のである。

　ニュージーランドは子どもの歯科手当における一

つの新しい型を確立した。国内では初期に反対を受

け，外国からは不利な批評をされたにもかかわらず，

この制度は，歯禺蝕と口腔感染からの解放を歯科的健

全と考えた場合には，児童の歯を極めて高い水準の

健康に保つための方法として，著しい成功であった

ことを立証した。これは主として，保存歯科的方法

で達成したことは真実である。しかし，他にかわる

べきものがなかったように思われる。しかしながら，

ニュージーランドは弗化ソーダの使用のように，有

望な結果を示した方法は直ちに採用し実施している。

わが国も歯科学術研究のために，いろいろ独自の計

画を行なっている。

　歯科サービスの成功は，看護婦達の自分の職務に

対する心構えに負うところが少なくない。このサー

ビスには高い使命感が満ちている。いままでも常に

そうであった。これはサービスを発達させ，その運

命を導いてきた歯科医らによって養われ奨励されて

きた。表面にはでない細かい管理上の仕事を取扱う，

複雑な組織が行なっている円滑で能率的な仕事にも，

彼女らは非常に助けられている。無関心な管理ほど

働く者の熱意をさまし，能率を妨げるものはないで

あろう。

　ニュージーランドの歯科サービスに1年以上もい

て，親しくつき合ったマラヤのチェリー・サンドラ

ムはそこにみなぎっている精神に非常に深い印象を

うけ，感動のあまり出版した論文の中で，“ニュー

ジーランド学校歯科サービスには本当に魂がある”

マオリの子どもを移動診療車へ迎え入れる学校歯科看護婦

と書いた。

　同じくF．B．ライスは，　WHOに加わるため辞職

するとき，別れの挨拶の中で，このサービスに浸透

している“理想に捧げられた精神”について語った。

さらに彼は，“私達は一緒に努力して，いまや世界

的に有名な，独特なサービスをつくり上げたのであ

る”　とつけ加えた。

　そして最後に一つの考え。これはニュージーラン

ド学校歯科サービスの物語である，しかし歯の健康

は全身的健康の要素であると同様に，歯科衛生その

ものもまた分けることのできないものである（indi・

visible）ことを必ず記憶すべきである。その追求は

開業歯科医，専門家，教育者，研究者，衛生行政官，

はたまた補助者であろうと決して一つの団体の特権

ではない。皆が良くなるための，調和のとれた協力

によってのみ成功し，完全な意味の成功が，達成し

得るのである。
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附 記

　この歴史の著者である元保健省歯科衛生部部長

故ジョン・リューエリン・サーンダース氏は，1961

年9月22日に逝去した。彼は亡くなる前に私に彼の

原稿を読んで批評してほしいといわれた。私は光栄に

思って読ませて貰った。その原稿の下書きは彼が死

ぬ前に殆んど完成した。私はそれを出版しようと準

備するとき物語を現在まで引きのばさなかった。そ

れはサンダース氏が詐いた，リコー一ウェリン・サンダ

ー スの愛する歯科サー一ビスの歴史であるから，ただ

附録として，1963年度の統計を加えておいた。それ

は多分彼がこのような統計を添えたいと思ったであ

ろうと私が考えたためである。

歯科衛生部部長　　G．H．レズリー

附 録 1

Dentai Officerと ク リニック数

年 学 校　名 Dental Nurseの世 （サブ・べ一

話を受ける学校数 スを含む）

1925 ＊ 2，708 NR 38

1930 3，037 740 147

1935 2，950 1，551 248

1940 2，656 1，749 293

1945 2，514 1，638 428

1950 † 2，377 2，270 556

1955 2，423 φ 2，385 695

1960 2，501 φ 2，475 903

1963 2，580 2，511 1，065

NR　記録なし

＊　　この数字は私立小学校を含まない。

φ　年報には歯科技官（Denta10fficer）が世

　　話する学校数は1955年に114，1960年に30と

　　記されてあるが，それらは歯科看護婦（Dental

　　Nurse）と一一一緒に行なった場合もあるので，

　　この数字の中には含まれていない。明白な数

　　は不詳であるが，とにかく1960年までにはす

　　べての学校がサービスの世話になった。

†　1930年から1950年までの学校数の減少は，

　　いなかの小さい学校が合併されたため。

附 録 II

　次の数字は保健省の年報および教育省の公報E－

1（1960年）からまとめたもので，1963年までの学

校歯科サービスの発達と成績とを示している。

年 処置を受 処置を受 処置を受 DentaI 充填100 歯科衛生

および

学童人口

けている

学　　童

けている

学令前の

児　　童

けている

全児童数

Officer

を含む現

場の職員

に対する

抜歯率

教育活動

件　　数

　1925
231，100 NR NR NR 42 72．6 NR

　1930
245，265 NR NR 60，289 101 37．2 NR

　1935
228，617 NR NR 83，433 166 17．5 425

　1940
234，186 NR NR 101，701 237 12．3 2，461

　1945
232，590

168，464 22，876 19L340 450 7．5 11，569＊

　1950
292，436 NR NR 226，636 494 7．0 45，842＊

　1955
366，068

215，566 44，976 265，640 625 5．8 350，000＊

　1960
389，000

311，098 63，018 374，116 921 3．8 8，713†

　1963
465，221

346，439 73，158 419，592 982 3．1 9，895

NR　記録なし

＊　1945，1950，1955年度の著しい増加は，教

　　育活動の評価の方法に変更があったためと，

　　半年毎の処置の後，各児童の親に与えた指導

　　を含めたためである。後に後者は日常の処置

　　の一部とみなし，教育活動としては数えない

　　ことにした。

†　　この数字は1960年度の年報の次の文の中に

　　表われている。「本年度中に歯科衛生教育の

　　分野において行なわれた他の多くの活動とは

　　別に，学校歯科看護婦は父兄と児童に講演と

　　講話8，200，展示会の用意および学校その他

　　の式典に保健食品の売店を出させたこと513

　　を行なった。これら8，713の活動の外に．他

　　の名目で行なわれたものが5，844あt），本年

　　度の合計は14，557である。
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〈ニュース〉

榊原勇吉先生叙勲

　本会参与の榊原勇吉先生は，昭和38年9月に保健

文化賞を，同年11月に藍綬褒賞を授与されたが，本

年4月，第2回生存者叙勲に当り，勲四等瑞宝章を

授与された。

　榊原先生は，昭和5年以来，横浜市一本松小学校

で累加的診療や連続印象採得など貴重な研究的な学

校歯科の実践，戦後は，港北小学校，山下小学校で

学校歯科医として立派な業績をあげ，昭和24年以来，

横浜市学校歯科医会会長，昭和33年以来，市学校歯

科推進会会長として歯科衛生士による巡回指導など

永年にわたる学校歯科の功労者として選ばれたもの

である。

　伝達式は5月6日に行なわれ，まず文部省で瑞宝

章を胸につけて皇居に向い，宮内庁3階で文部省関

係の受賞者とともに陛下に拝謁を仰せつけられ，お

言葉を賜わり，再び文部省にて大臣から「日本国天

皇は榊原勇吉を勲四等に叙し瑞宝章ウ授与する

昭和40年4月29日　　皇居において爾をおさせる」

との勲記をうけた。

　学校歯科医としての氏の叙勲は，同氏の栄誉はも

ちろん，全国学校歯科医の喜びである。

栃原義人先生保健文化賞

本会副会長の栃原義人先生は，昭和39年9月24日，

保健文化賞を受賞された。

　先生は，大正10年熊本市に開業以来，学校歯科の

実践活動を開始，学校歯科医令公布の運動に尽力，

昭和4年にはへき地巡回診療を行なった。他方，ら

いの研究，斑状歯の研究や，弗素の応用など幾多の

研究活動を行なった。

　戦後は，むし歯半減運動を指導，洗口場の設置，

国保を利用してのいわゆる熊本式のへき地診療の実

施，永年の県学歯会会長，日学歯での活動など研究

と実践とを結びつけて42年にわたる学校歯科の業績

が認められたもので，中川市郎，榊原勇吉氏にっづ

き歯科からは3人目の保健文化賞の受賞である。

湯浅泰仁先生藍綬褒賞

　先生は，多年本会の副会長として学校保健に尽捧

されていることは周知のことであるが，歯科界とは

別の世界である地方自治に関心をもたれて，その方

面のご活躍にも特記すべきものが数々あるようで

ある。

　先生には，千葉県の地方自治公安委員長として，

人権擁護委貝として，あるいは都市計画に参画され

ておられたが，昭和40年6月1日，人権の復興擁護

並びにその高揚に貢献したことがまことに顕著であ

るとして，藍綬褒賞を授与され，つづいて6月4日

には陛下に拝謁を仰せつけられた。

　自治功労者として藍綬褒賞を授与された者は，歯

科界では先生が噛矢であ1ろう。

紹　介

あ ゆ　　　み

（高松・香川県学校歯科医会発行）

　学校歯科に，トップクラスの活動をつづけてい

る香川県学校歯科医会（満岡文太郎会長）の戦後の

あゆみ，一一よい歯の学校運動，学童歯磨訓練大

会，第17回全国学校歯科医大会，へき地歯科診療，

公衆衛生活動その他が克明多彩に記録されている。

　よい歯の幼稚園の項では，日本歯科医師会主催

の審査会に入賞した，琴平幼稚園（山内コユキ園

長）外5幼稚園について，また，よい歯の学校で

は，37年度奥村賞を受賞された琴平小学校（石井

房行校長，米田貞一学歯）外12小中学校について，

それぞれ詳細に学校保健活動の実績が報告してあ

るが，これは貴重な資料であって，今後この運動

を実施せらるる向きには大いに参考になると思う。

全巻中に写真が豊富なこともこの本の特色である。

　さすがに健康優良学校をたくさん出す香川県か

らのレポートである。よむほどに，いま学校歯科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すヒ
のラダーたちが目ざしている教育と健康の一と筋

道が手にとるように見える気がする。（洵井喜男）
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東京で10月17日，18日

第29回全国学校歯科医大会
大会スローガンは，“教育的な保健管理の理解と協力をうるために”

　教育としての学校保健をより深く理解し，

学校歯科医が学校と一体となって，新らしい

学校歯科を展開する方向を研究するため，標

記大会を下記のとおり東京都で開催するので，

多くのかたがたの御参会をお願いしたい。

　今回の大会は，従来行なわれたような特別

講演，研究発表，シンポジウムをやめ，これ

らを綜合した研究協議を主体とし，全国会貝

および教育関係者の中から，主題に合致した

体験や研究の発表を行ない，これに司会者，

助言者が加わって研究協議が行なわれ，もし

その協議を通して，全体協議題に適当である

大会会場・東京文化会館

ような事柄が出た場合には，全体協議会に持ち込まれることも予想される。

主　　催

援

賛

日
場

後

協

期

会

参加者

日　　程

日本学校歯科医会　東京都学校歯科医会

東京都教育委貝会　東京都歯科医師会　東京都各地区学校歯科医会

文部省　厚生省　東京都　日本歯科医師会　日本学校保健会　東京都学校保健会

東京都各地区教育委員会

昭和40年10月17日（日），18日（月）

東京文化会館大ホール（上野公園内）

（1）学校歯科医，歯科医師会会員，学校歯科に関心を有する者

（2）都道府県ならびに市町村教育委貝会の担当職貝および関係者

（3）学校保健に関係する教職員

（大会および関連会議）

東　京　文化　会館
（小　ホ　ー　ル）10月15日（金） 一一学校劇楠生黛　　研究協議会　　　・
〃　　　　　　　　　　　〃10月16日（土） 一日学歯理事会一顯一・学歯総会　　　・

8．00　　　　　9．00 10．30　　　　　　　　12．00　13．00　　　　　　　　14．30　　　　　　　　15．30　　　16．00　　　　17．00

10月17日（日） 開場受付 開会刈研究臓会（・）顯耽臓会（・）i全体臓会1閉会式灘聯親会（歌舞伎座）

10月18日（月） 皇居拝観と視察　　　　　　　　　　　　　　　　　観　　　　　光

大会研究協議
　　第1部　午前の部

学校歯科医が教育への理解を深めるために

学校歯科医がだれでも行なっている保健管理の一つである歯の検査についてみても，学校保健計画，すなわ

ち学校で行なわれている広い意味での教育の活動を考えずに，単なる歯科医学的作業に留ってはならない。も

ちろん，教科のなかでの教育は教師が行なうものだが，学校歯科医の行なう管理的な仕事が教育のなかに生か

一114一



丁

されるためには，学校歯科医はそれなりの教育への理解を必要とする。といって，この研究協議（1）は教育学講

座ではなく，いわば，歯の検査の位置づけを高めることひとつを考えても，学校歯科医はどのようにして教育

への理解を深めたらよいか，（1）はそれらの体験や意見を発表する。

　　第2部　午後の部

　担当教師の協力をうるために

　学校歯科を推進さすためには，学校歯科医が教育への理解を深めるとともに，学校側，なかでも学級担当教

師が学校歯科に理解をもち，主体となって児童生徒の指導に当ってもらうことが必要である。このことは，む

し歯半滅運動の経験からも具体的な例がいろいろみられたことである。むし歯半減運動も10年を経過し，第3

次の運動を継続するときにあたり，この研究協議（2）では，校内アマ充の可否の如き予防処置委員会答申以前に

さかのぼることはさけ，歯の検査後の事後措置などについて，担当教師の協力をうるにはどうしたらよいかの

体験や意見を発表する。

会　　費

参加申込

1人あたり3，000円（ただし大会要項，昼食，懇親観劇の費用を含む）

会費は，日本学校歯科医会に加盟する団体，または歯科医師会で所定の参加申込書により，一括

とりまとめのうえ，お申込み下さい。

なお，宿泊と観光を希望されるかたは下記の通りですので別納下さい。

　宿泊希望者　予納金　1，000円　　観光希望者　予納金　1，000円

（1）申込先

（2）送金方法

東京都千代田区九段4丁目6番地　東京都学校歯科医会内

第29回全国学校歯科医大会準備委員会事務局宛

電話　東京（261）1675（電話連絡は平日午前10時から午後5時まで）

三菱銀行神田支店　第29回全国学校歯科医大会口座に振込み送金下さい。

（東京都千代田区神田鍛治町3　－63）

備考（1）皇居拝観と視察，観光については別にご案内いたします。

　　　　　　（2）納入会費等は不参加の場合もお返しいたしません。

昭和40年度学校歯科衛生研究協議会予告

　　次のような予定で準備が進められている。

1．趣旨　来年度から第3次う歯半減運動を迎える

　に当り，新らしい具体的の企画をもちより協議する，

2．主催　日本学校保健会，日本学校歯科医会，

　東京都教育委員会

3．後援　文部省

4．期日　昭和40年10月15日（金）　午前9時より

　午後4時まで

5．東京文化会館小ホール（上野公園内，国鉄上野

　駅上野公園出口前）

6．参加者　各都道府県当り

　　（1）小・中・高等学校の学校歯科医

　　（2）都道府県における学校歯科に関する

　　　　団体の役員　　　　　　　　　　1名以上

　　（3）都道府県教育委貝会事務局の

　　　学校歯科関係職貝　　　　　　合計4名位

7．研究協議　「第3次う歯半減運動の企画はいか

　にすべきや」

　　出席者は，このテーマについて，学校保健の領

域における活動，体力つくり国民会議との関連の

　ための団体活動など全国的規模の新らしいアイデ

　ィア，企画について所属団体の総合意見書を予め

提出する。

8　参加申込　9月10日までに，加盟団体の方は日

学歯会，教委職員は東京都教育委貝会保健課へ，

上記意見書を添え，所属，職名，氏名を申込む。

研究協議会の会場・東京文化会館小ホール
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常任理事会だよ り
（会誌第8号掲載以後）

昭和39年度第2回常任理事会

（日　時）

（場　所）

（出席者）

拶

項

手

　

事

　

議

－

挨

協

昭和39年5月25日

　　午後3～6時

日本歯科医師会館

向井会長，穂坂副会長，竹内

理事長，亀沢，関口常任理事，

渡部監事

　向井会長

　手引作製の内容について

　　5月11日の手引編集委貝会では，

大体10～20頁までのものを作ること

　にし。内容は教育的な面に重点をお

　くこと。

2．大会について

　　日歯会長を大会名誉会長に推薦し

　たいとの連絡，了承。

　特別講演の講師は細谷先生と決定。

3．大会の事前調査について

　　現場の調査活動は，7月2日～4

　日まで細谷先生を含めて3名でする

　ことに決定。

4．法人化準備委貝会の状況ににつ

　いて

　　亀沢，関口準備委貝より経過報告，

　了承。

第3回常任理事会

（日　時）昭和39年7月31日

　　　　　　午後1－6時
（場　所）　日本歯科医師会館

（出席者）向井会長，湯浅副会長，竹内

　　　　理事長，川村，清水，亀沢，

　　　　丹羽，関口常任理事，渡部監

　　　　事，岡本顧問

挨　　拶　　向井会長

報　　告

　1．別紙により庶務報告，了承。

　　　上野　勇顧問は去る5月26日に逝

　　去され，本会は鄭重な弔意を表した。

　2．会　計

　　　別紙にょり，昭和38年度決算，昭

　　和39年度会計現況，録音テープ，会

　　計現況等を報告，また，昭和38年度

　　決算については監事の監査を終了し

　　た旨報告，了承。

　3．第5回よい歯の学校表彰について

　　　別紙にょり現況報告，了承。

　　　富山県の現地調査の経費は，本会

　　と現地とで分担に了承。

　4．第6回奥村賞について

　　　別紙により現況報告，了承。

　5．会誌発行について

　　竹内理事長より説明，了承。

協議事項

　1．第29回全国学校歯科医大会につ

　　いて

　　　川村理事から発言，来年は大阪で

　　お引き受けする考えであったが，ち

　　ようど役貝の改選期にあたるので不

　　可能である。来年もし，私が再選さ

　　れたならば，再来年はぜひお受けし

　　たい。

　　　向井会長発言，再来年は大会の30

　　周年に当るので東京でやりたいとの

　　話が出ているが，繰り上げて来年東

　　京でやってほしい。これに対して，

　　亀沢理事は，日学歯が東京らしい大

　　会がもてるようにして下さるならば，

　　役貝会，総会にはかってお引き受け

　　することにしたい。

　2．第11回総会日程について

　　　別紙のとおり，第10回の総会と同

　　様に運営と決定。

　　　理事会日程

　　　別紙のとおり，総会と同じ9月17

　　日に開催と決定。

　　　手引の編集と発行について

　　　富山の歯科衛生研究協議会に案

　　として，参加者にくばり，意見をも

　　とめる。

　　　本日見本刷ができる予定である。

　2．手引について

　　　学校歯科の手引という名称にする。

　　学校歯科の評価をのせる予定である。

協議事項

　1．第11回総会日程について

　　　40年度事業計画案に関しては，予

　　防処置委貝会の答申に合せて計画し

　　た。その他は第10回総会日程と同様

　　と決定。

　2．全国理事会日程について

　　　総会の日程と同様。

　3．第29回全国学歯大会開催地にっ

　　いて

　　　東京都で開催することについて，

　　東京都学校歯科医会長亀沢理事は，

　　日学歯が東京らしい大会をもてるよ

　　うにして下さるならば公文書を出し

　　てお引き受けする，と発言。向井会

　　長は皆さんがお困りになるくらいご

　　一緒にやるからと答弁。

　4．第28回全国学歯大会に関して

　　　富山県学歯会長坪田理事，有馬指

　　導主事出席，座長向井会長に交代。

　　　坪田富山県会長挨拶後，有馬主事

（場　所）

（出席者）

第4回常任理事会

昭和39年8月18日

　　午後1時～8時30分

日本歯科医師会館

向井会長，湯浅，穂坂副会長，

竹内理事長，川村，清水，亀

沢，丹羽，関口常任理事，渡

部監事，栃原法八化委貝長，

坪田富山県学歯会長，有馬富

山県教委指導主事

　向井会長

　竹内理事長

から準備の詳細を説明，了承。

　法人化の件について

　湯浅副会長の構想で，大体26日に

結論がでるから，その結果によって

は法入化という問題を富山ではしば

らく待つ，法入化をやめるのではな

いから誤解をしないでほしい。法人

化の問題を総会でどう取り扱うかは，

委貝長および会長からお話しすると

の会長の言葉で一応了承。

（場　所）

（出席者）

拶

項

　

事

　

議

挨

協

第5回常任理事会

昭和39年8月26日

　　午後2～6時

日本歯科医師会館

向井会長，穂坂副会長，竹内

理事長，川村，清水，亀沢，

丹羽，関口，各常任理場，栃

原法入化委貝長，渡部監事

　向井会長

1．法人化対策について

　会長より日歯との会談の模様につ



　いて説明，日歯側の変化はみられな

　い模様。

2　会誌　でき上り発送済

3　学校歯科の手引

　　見本刷り30部を常任理事に検討訂

正していただき，これをもとに（案）

　を謄写印刷にし，富山の学校歯科衛

生研究協議会で研究する。

　　　　第6回常任理事会

（日　時）　昭和39年9月17日

（場　所）富山市民会館

　　総会記事と重複するので省略。

　　　　臨時在京理事会

（日　時）昭和39年10月26日

　　　　　　午後3時30分～5時30分

（場　所）　日本歯科医師会館

「珊度者）　向井会長，竹内理事長，坪田

　　　　理事，亀沢，関口常任理事

挨　　拶　　向井会長

報　　告　　竹内理事長

　1．　「学校歯科の手引」は加盟団体あ

　　て1部40円で1，100部発送ずみ。

　2．5力年連続よい歯の学校表彰の賞

　　額のデザインについて，彫刻家昆野

　　恒氏に依頼約40個，予算は約10万円，

　3．科学技術庁から研究委託

　　　日学歯会長宛に委託されることに

　　なり，研究内容は弗化物の塗布，弗

　　化物の歯磨，シアノアクリレート等

　　である。

　　　　第7回常任理事会

（日　時）　昭和39年12月7日

　　　　　　　午後2時～5時30分

（場　所）　日本歯科医師会館

（出席者）　向井会長，竹内理事長，清水，

　　　　　川村，亀沢，山田，関口常任

　　　　理事，渡部監事，塚本理事

挨　　拶　　向井会長

協議事項

　1．大会の事後措置について

　2．次年度の東京大会について要望

　　意見。

　3．会計現況報告（亀沢）

　4．庶務報告（竹内）

　5．日本学校保健会の報告（向井）

　6．よい歯の学校5力年連続表彰校に

　　贈る賞額について（竹内）

　7。「学校歯科の手引」について（竹内）

　8．科学技術庁委託研究の件（竹内）

　　　　第8回常任理事会

（日　時）　昭和40年3月31日

（場　所）　日本歯科医師会館

（出席者）　向井会長，湯浅，穂坂副会長，

　　　　　竹内理事長，亀沢，関口，渡

　　　　　辺，川村．丹羽常任理事

挨　　拶　　湯浅副会長

報　　告

　1．科学技術庁委託研究について

　　　埼玉3校で2回行なった。

　2．庶務報告

　3．「学校歯科の拐1」について

　4．愛媛県からの回答について

　5．大阪府大会引き受けについて

　6．会計報告

協議事項

　1．第29回大会の主題内容テーマ決定

　2．「体力つくり国民会議」にっいて

　　　毎月7日を「健康の日」と定め全

　　国運動を行なう。

　　　春秋2回体力つくりの全国行事を

　　行なう。

　3．第30回大阪大会について。

　昭和40年度ag　1回常任理事会

（日　時）昭和40年5月29日（土）

　　　　　　午後2時一5時30分

（場　所）　日本歯科医師会館

（出席者）　向井会長，湯浅副会長，栃原

　　　　副会長，亀沢副会長，竹内理

　　　　事長，関口，丹羽，市村，窪

　　　　　田．塚本常任理事，渡部，関

　　　　根監事

1
9
臼

挨

報

3．

拶　向井会長　役貝新任について

告

庶務報告　竹内埋事長

体力つくり国民会議について

　　　　　　　　　　向井会長

学校歯科の手引について

竹内理事長　本年度は評価の仕方

　　をもっと掘り下げることにした。

　4．本会参与高津弐氏逝去に対して

　　黙とう。

協議事項

　1．新年度の会務分担について

　　　理事長が出席者にはかった結果，

　　会長一任ときまった。

　　　日歯関係の湯浅副会長，窪田，市

　　村常任埋事は日学歯と日歯との関係

　　について努力する。

　　　栃原副会長　無任所，主として西

　　の方面を担当，亀沢副会長　医事行
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政方面を担当，竹内理事長　会務一

般，関口常任理事　総務庶務，丹羽，

　山田常任理事　学術方面担当，川村，

　清水，小沢常任理事　無任所，主と

　して関西方面を担当，塚本常任理事

会計，石井参与（北海道），梅原理事

　（青森）は常任理事でなくとも役員

　はその地方のことをしていただく。

2．第29回全国学校歯科医大会につ

　いて

　　亀沢大会委員長，関口大会事務局

　長より説明。

　大会の研究発表と協議事項につい

　ては竹内理事長が説明。

3．第3次学童のむし歯半減運動につ

　いて

　イ．治療することが半滅運動と考え

　　られがちである。教育指導が忘れ

　　がちであるから，日歯においても

　　その方面で協力をいただきたい。

　　どういうふうに第3次半減運動を

　　するかは，大会の協議会の結果に

　　まつ。

　ロ．熊本と京都とが社会保健とタイ

　　アップしてやっている方法を検討

　　する。

ハ．小学校の就学時に永久歯のう歯

　　の処置をしていない者は，埼玉県

　　羽生市のように入学させないよう

　　にしたらどうか。

4．学校歯科衛生研究協議会の計画

　　第3次むし歯半減運動推進方法に

　っいて研究する。基案は7月の常任

　理事会までに学術部でつくる。手引

　も完成する。

5．会誌特報の編集

　浜野松太郎氏の遺志による冊子の

　ことを書く。

　　ニュージーランドから．過去40年

　の経過をのせた本を送ってきた。こ

　れを繰訳してのせたい，このことは

　理事長と学術部に一任する。

6．第29回の大会に関しては東京都学

校歯科医会に相談する。

7．その他

　イ．30周年の式典

　　来年の大会は30年目になる，皆

　　でやり方を考えておく。

　V．会費の問題

　ハ．古い会誌等が奥村先生の蔵書の

　　中から出てきた。その処分方法に

　ついてはおって相談する。



資　料

文体保　第128号

昭和40年4月17日

各都道府県教育委貝会教育長　殿

文部省体育局長

　　前　田　充　明

　　　　昭和40年度へき地学校保健管理費

　　　　補助金のうち歯科医師の派遣に係

　　　　る補助金の取扱いについて（通達）

　へき地学校における児童および生徒の保健管理の

適正な実施を図るため，現在，もよりの医療機関か

ら医師を派遣するために要する経費について，国は

その2分の1を補助しているが，昭和40年度から新

たに歯科医師による健康診断および健康相談の実施

に要する経費の一部を補助することとなりました。

　ついては，このたび「昭和40年度へき地学校保健

管理費補助金のうち歯科医師の派遣に係る補助金交

付要領」および「昭和40年度へき地学校保健管理費

補助金のうち歯科医師の派遣に係る補助金の交付申

請手続き等」が，それぞれ別添（1）および②のとおり

定められたので，今後の事務処理については，これ

により遺漏のないようご配意願います。

　なお，このことについては，貴管下関係市町村当

局に対して周知徹底されるようお願いします。

別添（1）

昭和40年度へき地学校保健管理費補助金のうち

歯科医師の派遣に係る補助金交付要領

1．目　　的
　　この要領は，へき地学校における児童および生

徒の保健管理の適正な実施を図るため，へき地教

育振興法（昭和29年法律第143号）等の規定によ

　る補助のほか，歯科医師の派遣に要する経費につ

　いて国が行なう補助に関し必要な事項を定めるこ

　とを目的とする。

2．補助の対象となる経費
　（1）補助の対象となる経費の範囲は，へき地学校

　　を設置する市町村（以下「設置者」という。）が，

　　当該学校の児童・生徒の健康診断および健康相

　　談を行なう場合における歯科医師の派遣に必要

　　な謝金および旅費とする。

　（2）補助の対象となる経費の算定基準は，「へき

　　地学校保健管理費補助金の取扱いについて」

　　（昭和34年11月27日付け文体保第218号体育局長

　　通達，昭和39年4月15日付け文体保第43号改正）

　一「国の補助について」，2「補助の対象となる

　経費」，（1）（2）（3）に掲げるとおりとする。

（3）　この補助金の補助額は，前記「（2）」により算

　定した額の2分の1の額とする。
　　ただし，国は，設置者ごとの補助額の合計額

　が，国の予算額を越える場合には，設置者ごと

　の補助額について必要な調整を行なうことがで

　きるものとする。

〈別添（2）省略〉

各都道府県教育委貝会

学校保健主管課長　殿

40体保　第10号
昭和40年4月16日

　　　　　　　　文部省体育局学校保健課長

　　　　　　　　　　　　　　　吉　川　孔　敏

　　昭和40年度地方交付税における学校保健

　　関係の財源措置にっいて　（内簡）

　地方交付税法の一部を改正する法律の成立に伴う

教育費関係の単位費用の改定については，昭和40年

4月8日付け文初財第208号をもって初等中等教育

局長から各都道府県教育委員会教育長あて別途通知

されたが，学校保健関係は，下記のとおりでありま

すので，お知らせします。

　なお，市町村教育費にかかる事項にっいては，貴

管下市町村に対し，御指導をお願いします。

　　　　　　　　　　　記

1　学校医等の報酬について
　小・中・高等学校とも学校医，学校歯科医（各

　1人）1人年額18，000円が22，000円に，学校薬剤

　師（1人）年額8，500円が10，000円に，それぞれ引

　き上げられたこと。

2　消耗品費（衛生材料を含む）について
　　高等学校の消耗品費（衛生材料を含む）164，800

　円が206，250円に改定されたこと。

3　設備費（衛生設備）にっいて
　　小・中学校とも衛生設備100，000円が120，000円

　に改定されたこと。
4　原材料費（薬品および実験材料購入費）につい
　て小学校については48，000円が52，000円に，中学

　校については177，000円が191，400円にそれぞれ改

　定されたこと。
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5． 学校環境衛生設備整備費について
市町村に42，000円が新規に算入されたこと。
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テープ，スライド案内

　本会では，全国の会員とのつながりを深め，多忙

な臨床の間に行なう学校歯科活動に少しでも役に立

つようにと，録音テープサービスを企画し，すでに

第1号から第10号までを完成しています。

　さらに，一昨年，製作した放送劇テープ「エゼー

ルの人形」にあわせた，美しい彩色スライドを完成

しました。録音テープ第6号を使い，このスライド

を映写すれば，口腔衛生週間には好適です。スライ

ド送料共1，000円。

録音テープ　第1号

一第25回全国学校歯科医大会実況ダイジェスト版一

　　　　　　　　5吋テープ，録音時間1時間15分

　　　　　　　　　　　頒価1本900円，送料40円

　横浜大会の実況録音から，開会式12分，シンポジ

ウムA，B各25分，協議会12分位に圧縮編集したも

ので，いながらにして，大会の雰囲気にひたること

ができ，同時にシンポジウムのさわりをゆっくりき

くことができます。

録音テープ　第2号

　一第25回全国学校歯科医大会マザーテープー

　前項のテープは，7時間にわたる録音を丹念に切っ

てつなげたものですが，どこか御希望の部分だけ20

分または1時間単位で，カットなしでほしい向には，

必要部分を明示下さればマザーテープから複製します。

　　　　　　頒価は3吋（20分）400円，送料20円

　　　　　　　　5吋（1時間）850円，送料40円

録音テープ　第3号

　　　　　一学校保健の今後の課題一

　　文部省体育局学校保健課長高橋恒三
　　　　一学校歯科衛生と小学校

　　　　　中学校の教育課程について一

　　文部省体育局学校保健課　　荷　見　秋次郎

録音テープ　第4号

　　一学校保健組織活動のあり方について一

　　文部省体育局学校保健課　　湯　浅　謹　而

一学校歯科衛生上の問題点と解決策について一

　　　　　東京歯科大学教授　竹内光春

　　　3号，4号共5吋テープ，録音時間30分もの

　　　各2本吹込　頒価各850円，送料各40円

録音テープ　第5号

　　　　一高崎山のおさる，森の水車一

　作ならびに口演

　　　日本学校歯科医会会長　　向　井　喜　男

　　　　　3吋テープ，録音時間10分もの2本吹込

　　　　　　　　　　　頒価1本400円，送料20円

　歯の衛生週間に好適，小学校向けのものです。

録音テープ　第6号

　　　　　一エゼールの人形（放送劇）一

　　　　　一エスキモーのヤン（歌）一

　　　　　　　　　　　　歌　　友　竹　正　則

　　　　　　　　　　　　（NHK歌のおじさん）

　　　　　5吋テープ，録音時間14分もの2本吹込

　　　　　　　　　　　　頒価1本650円（送料共）

　小学校向け，歯の衛生週間に好適。
　　　　　　　　　　　　　で
　当時，世界を風靡した懸賞当選標語

　“A　CIean　tooth　never　decays”

　「きれいな歯にはムシ歯はできない」を題材にし

た本格的ドラマ。

　「エスキモーのヤン」はエスキモーのムシ歯の物

語りを，ラジオ，テレビでこどもたちに親しまれて

いる「歌のおじさん」の歌で聞かせるもの。

録音テープ第7号

　　　　　一学校保健における諸問題一

　　文部省体育局学校保健課長　高　橋　恒　三

録音テープ　第8号

　　　　学校におけるう歯予防教育

　　文部省体育局学校保健課　　荷　見　秋次郎

一 う歯の予防・治療と歯科保健組織活動について一

　　文部省体育局学校保健課　　湯　浅　謹　而

録音テープ　第9号

一 う歯の予防対策について（研究協議会）　その1一

録音テープ　簗10号

一 う歯の予防対策について（研究協議会）　その2－

　　　　　　　　　　7，8，9，10号共7吋テープ

　　　　　　　　　録音時間約50分もの各2本吹込

　　　　　　　　　　　　頒価各1，300円（送料共）

　　　　　　　　申　込　方　法

　御申込の号と本数を明記，現金書留，振替（口座

番号，東京35193加入者日本学校歯科医会）等御便宜

な方法（速達で送付御希望の向は30円追加下さい）

で東京都千代田区九段4の6，日本歯科医師会内，

日本学校歯科医会あてお申込み下さい。
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千葉市通町71
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大阪府岸和田市上生町1828

和歌山市梶取113

千代田区神田錦町1の12

練馬区富士見台町1の22の32

杉並区永福町23

港区芝今里町45

世田谷区松原町3の8の16

横浜市西区平沼町1の74

青森市米町27

富山市東岩瀬町326

岐阜市玉森町16

京都市上京区仲町通丸太町上ル

大阪市西区江戸堀北通2の9

大阪市東住吉区山坂町3の133

神戸市生田区元町通4の61

福岡県三潴郡筑邦町大善寺

　島根県出雲市今市町1197

千代田区九段4の6

栃木県宇都宮市砂田町475

　山形市本町1の7の28
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　　千葉（2）3762

　　貢簑本　（2）　3315
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　　　　（262）　1141
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　　　　（622）　3048
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　　　　（811）　5130

　　　名古屋㈹2379

（581）3111　内線p531

　　　　，’

　　　　　（379）　0005

　　　名古屋（75）3649
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福島県郡山市原田町35

茨城県那珂郡大宮町

群馬県邑楽郡大泉町上小泉2246

埼玉県熊谷市箱田560

千葉市本町2の31

横浜市金沢区寺前町169

川崎市南幸町3の14

静岡県御殿場市新橋2055

山梨県南巨摩郡増穂町青柳285

長野県諏訪市本町1

長野県駒ケ根市赤穂15385

名古屋市中区南外堀町6の1　県教委事務局保健厚生課内

愛知県瀬戸市品野町4の84

岐阜市徹明通3の10

新潟市東堀前通8番町1370

富山市蛯町45

石川県羽咋市中央町75

滋賀県八日市市八日市156

奈良県御所市御所
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与 北　　川　　正　　夫

三　　谷 光

奥　　野　　半　　蔵

右　　近 示

黒　　住　　彦　　正

倉　　繁　　房　　吉

高　　木　　健　　吉

松　　本　　尊　　行

徳　　永　　希　　文

宮　　井　　伸　　造

津　　谷　　航

小笠原　　哲　　雄

岡　　林　　盛　　枝

堺

河　　野

正　　治

亘

上国料　　与　　市

正　　岡　　健　　夫

向　　井　　英　　子

藤　　田　　順　　治

京都市下京区寺町五条上ル

堺市上野芝町3の633

尼崎市武庫川町3の14

神戸市葺合区東雲通5の8

岡山市東中山下38

倉吉市魚町2518

広島市南段原町629

松江市殿町368

下関市彦島江の浦町杉田

徳島市中通2

香川県坂出市幸町1720

愛媛県今治市新町1

高知市浦戸町14

長崎県南高来郡国見町神代乙338

大分市大手町1の3の15

鹿児島市　宿町80

松山市2番町4の5の6

港区芝西久保巴町29

布施市足代町2の38

第1条
第2条

第3条

第4条

第5条
第6条

第7条

第8条

日本学校歯科医会会則

本会を日本学校歯科医会と称する。

本会は学校歯科衛生に関する研さんをはかり学校歯

科衛生を推進して学校保健の向上に寄与することを

目的とする。

本会は次に掲げる事業を行なう。

1．全国学校歯科医大会の開催

2．会誌の発行
3．学校歯科衛生に関係ある各種資料の作成

4．学校歯科衛生に関する調査研究

5．その他本会の目的達成に必要なこと
本会は現実においてその地域に組織されている都道

府県又は郡市区等の学校歯科医の団体（全貝加盟）

をもって組織する。

前項の都道府県又は郡市区の学校歯科医の団体の長

は毎年1回所属会貝の名簿を本会に提出するものと
する。

本会は事務所を東京都に置く。

本会は毎年1回総会を開く。

但し臨時総会を開くことができる。

総会に出席すべき各団体の代表者は所属会貝数によ

ってきめる（会貝50名までは1名とし50名以上になる

と50名又はその端数を加えるごとに1名を加える。）

本会に左の役貝を置く。

会長1名，副会長3名，理事長1名，理事若干名（内

若干名を常任とする），監事2名。

会長，副会長，理事長，理事，監事は総会に於て選

第9条

第10条

第ll条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

任し，その任期を2ケ年とする。但し重任はさしつ

かえない。

本会に名誉会長，顧問，参与を置くことができる。

名誉会長は総会の議を経て推戴し，顧問，参与は理

事会の議を経て会長が委嘱する。

会長は会務を総理し本会を代表する。副会長は会長

を補佐し，会長事故あるときはその職務を代理する。

理事長は会長の旨を受け会務を掌理し会長，副会長

の事故あるときは会長の職務を代理する。

常任理事は会長の旨を受けて会務を分掌し，理事は

会務を処理する。

監事は会計事務監査にあたる。

顧問，参与は重要な事項について会長の諮問に応ず

るものとする。

会長は本会と各地方との連絡又は調査研究その他必

要があるときは委貝を委嘱することができる。

本会の経費は，会費，寄附金等をもって支弁する。

会費の額は総会で定める。

会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年3月31日に
終る。

　　　　　　附　　　則

第3条の事業を行なうために必要な規定は別に定

める。

本会は日本歯科医師会並びに日本学校保健会と緊密

に連絡し事業の達成をはかる。

本会則を変更しようとするときは総会に於て出席者

の3分の2以上の同意を要する。

本会則は昭和37年4月1日から施行する。
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青森市柳町52

地

山形市本町2～1～34
仙台市国分町12

福島市北町5番16号
水戸市五軒町1251　県歯科医師会内
宇都宮市本町11～13
前橋市神明町19

浦和市高砂町3の17衛生会館内
千葉市神明町204衛生会館内
千代田区九段4～6

（昭和40年7月現在）

電話番号
㈱　0945
（24）　4612

②3630

②2913
㈱5960

②2309

③1305

②0644
（261）1675
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横浜市学校歯科医会富塚時次郎横浜市中区住吉町6の68神奈川県歯科医師会内橋蒙毬移§
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瀬戸市追分町64～1　瀬戸教委
岐阜市司町5
新潟市南横堀町294

富山市蛯町45
金沢市大手町37

瀬戸7111

④5487
8呈ζ69

滋賀県学校歯科医会井田貞治郎大津市京町4の1滋賀県教育委員会保健体育課内禽i5％

　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市杉ケ西44～4　　　　　②8彗墨
　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市小松原通1　　　　　②3785
　　　　　　　　　　　　11；1ほ奏辮糠罫翻謂鵠ll響購灘窩｝（44）・7・7・

　　　　　　　　　　　　　　順 大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会館内

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会館内

大阪市港区磯路町1の8　小川信夫方

堺市大仙町991の6　　　　　③6231
神戸市生田区山本通5の41県歯科医師会館
神戸市生田区元町通4～61　清村歯科内　　G4）6488
岡山市石関町1～5　　　　　　　　　　⑫の　1255
倉吉市魚町　　　　　　　　　　　　　　　　倉吉2271

広島市富士見町11番9号
松江市南田町92
下関市彦島江の浦町杉田　徳永歯科方　　　（66）2652

徳島市幸町3　　　　　　　　　　　　　　（2）5514
高松市鍛治屋町6の9

今治市新町1小笠原歯科内　　　②1544
高知市浦戸町14岡林歯科内　　　②1354
福岡市大名1～12～43　　　　　　　　　⑳器器
長崎県南高来郡国見町神代乙338　　　　　多比良744

大分市中央町3～・～2　　　　εB揚
熊本市北新坪井町177～4　　　　②4382
鹿児島市山下町　県歯科医師会内

松山市堀之内6～1　　　　　②1400
港区芝西久保巴町29　向井歯科医院内

会員数
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編集を終えて

聯構

　◇今年もまた，日夜没入して一カ月半の作業で，

ようやく編集後記にまでこぎつけた。

　この会誌は，戦後，大会記録誌から出発してきた

ためもあって大会色がつよかったが，協力をえて3

年目のわだ・よしおみ氏は，どうやら“会誌”とし

てデラックス　　体裁のことではない一一になって

きましたネという。あと，加盟団体の活動，それに

関する写真や学術的なものがもう少し加われば，内

容としてデラックスになるだろう。

　◇学校歯科の手引案に対する注文や感想をみると，

どう受けとめたらよいか迷うほどいろいろの，そし

て，なかにはホネでもささったように，いつまでも

心に食いこむ強い意見を秘めた言葉がある。

　手引という，現状を是認した普遍的なものの範囲

をこえて，多くの根本的な問題にまで及んでくる。

　◇学校歯科や公衆歯科衛生の基本的な政策を議論

するときに，いつも引合いにだされるのは，ニュー

ジーランドの学校歯科である。これについては，会

誌第3号に詳掲されているが，創設時代の人たちの

いなくなった今日，貴重な歴史を特集できたことは

よろこばしい。

　◇手引への注文，奥村賞受賞校である礎小学校の

30年の歩み，そして，ニュージーランドの40年の歩

み，これらを読合せてみると，宝にいろいろなこと

を考えさせられる。

　ニュージーランドで，その仕事を始めた頃は，第

三者は，この仕事を進めようとしている歯科医のハ

ー ト　　真心，熱意一一が支えるぐらいにしか期待

していなかったようだが，今日ではハートで解決し

ているのではないところへまで，もってきている。

　◇学校歯科の功労者が表彰され叙勲され，あるい

は倒れ一一わが国ではハート以外に支えるすべはな

いものだろうか。

　◇根本的な解決にまでは，すぐに望めないにして

も，数々の体験から出た注文を無にしないよう処理

するためには　　そして，注文する側でも，処理さ

せようと思うなら　　ハートや犠牲だけでなく，せ

めて会に有能な専任常勤者をおくなどして，注文を

継続して処理できるような態勢を作ることに，もっ

と力を入れねばなるまい。

　◇常任理事に選ばれた故塚本氏が，第一回の常任

理事会での抱負，これは例のなごやかな調子ではあ

ったが，会費の増額を強く訴えたことだった。これ

が最初にして最後の常任理事会での発言になってし

まった一一会務にとり組もうと心構えたときの，故

人の心境をしのびたい。　　　　　　　（た・み・）

日本学校歯科医会会誌　第9号

　　　　　　昭和40年8月20日　印刷

　　　　　　昭和40年8月25日　発行

発行人　東京都千代田区九段4丁目6番地
　　　　　　　　　（日本歯科医師会内）

　日本学校歯科医会
　　　　　　　竹　　内　　光　　春

印刷所　東京都文京区本郷2－16－10

　　　　　　　株式会社同　友　社
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